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第２日目（９月２日） 

○議   長（関 常幸君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いたし

ます。 

○議   長  ただいまの出席議員数は 26名であります。これから本日の会議を開きます。 

副市長から葬儀のため欠席、病院事業管理者から公務のため欠席の届けが出ておりますので

報告いたします。 

〔午前９時 30分〕 

○議   長  本日の日程はお手元に配付いたしました議事日程（第２号）丸正のとおりと

いたします。 

○議   長  日程第１、第 70 号議案 平成 25 年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計決算

認定についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市   長  おはようございます。第 70 号議案 平成 25 年度南魚沼市後期高齢者医療特

別会計決算認定について提案理由を申し上げます。 

主な歳入は保険料３億 2,179 万円、一般会計からの繰入金１億 4,172 万円、歳出では後期高

齢者広域連合納付金４億 5,192 万円が主なものであります。歳入総額は４億 7,680 万円で前年

度比 0.6％、288万円の増。歳出総額は４億 6,923万円で前年度比 0.7％、314万円の増額とな

り、実質収支では 756 万円の黒字決算となったところであります。概要につきまして市民生活

部長に説明させますので、ご審議の上認定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議   長  市民生活部長。 

〇市民生活部長  それでは説明させていただきますが、昨日に引き続きまして特別会計決算

説明資料、こちらのほうで説明をさせていただきたいと思いますので、またご用意をお願いい

たします。 

 資料の５ページをお願いいたします。歳入の１款保険料、保険税率については平成 22年度制

度発足時から変わっておりません。被保険者数は対前年度１％、96人の減となっております。

収入済額は３億 2,179 万円で前年度比 220 万円の微増となっています。保険料は歳入総額の

67.5％を占めております。不納欠損額は 12 万円で昨年度比 37 万円減となっています。収入未

済額は 48万円で前年度比 47万円の減となっております。 

 ３款繰入金、収入済額は１億 4,172 万円で前年度比 145 万円の増額となっています。一般会

計からの繰入金で低所得者に対する保険料軽減分及び職員給与費等です。 

 ５款諸収入、収入済額は 540万円で前年度比 24万円の減額となっています。主な収入は３項

の雑入で広域連合からの負担金です。平成 24年度から広域連合へ職員１名を派遣していますの

で、派遣職員の人件費分 521 万円が主なものとなっております。歳入合計で４億 7,680 万円、

対前年度比 0.6％、288万円の増となっております。 

 めくっていただいて６ページをお願いいたします。歳出、１款総務費、支出済額 1,721 万円

で前年度比 45万円の減額となっています。広域連合が派遣職員１名分を含む３名分の職員給与

費や徴収に係る郵送費等が主な内容となっています。 
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 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額４億 5,192 万円で前年度比 402 万円の増額と

なっています。保険料分として 304万円の増、保険基盤安定負担金分として 95万円増となって

います。 

 ３款諸支出金、支出済額９万円となっています。前年度分の過誤納保険料の還付です。 

 ４款予備費は充当はありませんでした。歳出合計で４億 6,923万円、対前年度 314万円の増、

歳入歳出差額については対前年度 25万円減の 756万円、全額平成 26年度会計に繰り越すこと

といたしました。以上で概要説明を終了いたします。 

〇議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑ありませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

〇議   長  ただいま議題となっています第 70号議案は、社会厚生委員会に付託します。 

〇議   長  日程第２、第 71 号議案 平成 25 年度南魚沼市城内診療所特別会計決算認定

についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市   長  第 71 号議案 平成 25 年度南魚沼市城内診療所特別会計決算認定について提

案理由を申し上げます。 

歳入では診療収入は前年度比 9.7％減の２億 6,104 万円、歳出では総務費が前年度比 10.6％

減の２億 4,295万円、医業費は前年度比 11.4％減の１億 1,792万円の決算となりました。歳入

総額は前年度比 7.2％、3,197万円減の４億 1,420万円であります。歳出総額は前年度比 9.9％、

4,213万円減の３億 8,246万円となり、実質収支額は 3,174万円の黒字決算となりました。黒字

と言いますけれども、１億 3,000 万円ほどを一般会計から繰り入れておりますので、実質的に

は赤字ということであります。 

概要につきまして福祉保健部長に説明させますので、ご審議の上認定賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議   長  福祉保健部長。 

〇福祉保健部長  平成 25 年度城内診療所特別会計決算の概要についてご説明申し上げます。

引き続き特別会計決算説明資料をご用意いただきたいと思います。資料の７ページからになり

ます。 

 本会計は病院事業会計から移行して３年目となりました。前年度決算では移行初年度の平成

23年度との比較のため、数値比較に 12か月調整が必要でしたけれども、今回はそのまま比較す

ることになります。 

 初めに歳入です。７ページ、これも収入済額をご覧いただきたいと思います。 

第１款診療収入です。これは入院・外来診療及び介護保険利用のサービスによる収入、その

他健診、人間ドック、予防接種等による収入ですが、前年度より 9.7％、2,809万円減の２億 6,104

万円となりました。内訳は入院収入が 24％、1,264万円の減、外来収入が８％、1,578万円の減
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となっております。これは入院患者総数及び外来患者数が前年度に比べ、それぞれ 935 人及び

2,515人減少したこと、さらに重症患者など単価の高い患者の減などによるものであります。一

方、介護保険収入は３％、55万円の増となっております。 

２段目の２款使用料及び手数料につきましては、更新時の自動車使用料や健康診断書等の手

数料ですけれども、前年度より 2.4％、２万 5,000円減の 103万円となっております。 

３款財産収入は該当がありませんでした。 

４款繰入金ですが、一般会計からの繰入金です。前年度に比べ収支不足が縮小したため、前

年度より 4.1％、556万円減の１億 2,996万円となりました。 

最後の欄、その他の款に係る額ですが、５款の繰越金及び６款の諸収入であります。繰越金

につきましては前年度より 174 万円増の 2,150 万円でありまして、諸収入は患者外給食、公衆

電話料、医師アパート代負担金などの雑入によるものでありまして、前年度より３万 5,000 円

減の 57万円となりました。 

以上、歳入合計は４億 1,419万円となりまして、前年度比 7.2％、3,197万円の減額決算とな

りました。 

めくっていただきまして８ページです。歳出ですが、こちらは支出済額をご覧いただきたい

と思います。１款総務費は、正職員 14人、非常勤医師及び臨時職員の人件費と診療所運営に係

る一般的経費です。正職員３人の減などにより前年度より 10.6％、2,869 万円減の２億 4,295

万円となりました。 

２款医業費は、医療用機械の取得、借上、それから管理棟に係る経費及び診療用の薬品や衛

生材料に係る費用です。患者数の減少が影響しまして、前年度より 11.4％、1,518 万円減の１

億 1,792万円となりました。 

３款諸支出金は、前年度繰越金を一般会計に繰り出したもので、174万円増の 2,158万円でし

た。 

４款予備費は該当ありませんでした。 

以上、歳出合計は３億 8,246万円となり、前年度比 9.9％、4,213万円の減額決算となりまし

た。以上によりまして歳入歳出差引額は 3,174 万円となり、差引額は前年度比 47.1％、1,015

万円の増となりました。このうち翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、そのまま実

質収支も増額の 3,174万円であります。以上で概要説明を終わります。 

〇議   長  質疑を行います。17番・中沢俊一君。 

〇中沢俊一君  大綱ということで１点だけお願いいたしますが、きのうから城内診療所の説

明会が始まっているわけです。当然のことながらこの３か年のこういう決算を踏まえてのこと

だと思っていますが、何が見えてきた上での説明会かということと、先般の医療対策特別委員

会のときには、住民に対してどうするかではなくて、こうしたいというような説明会に持って

いくというようなニュアンスで、私は聞いておりました。この説明会への対処の仕方といいま

すか、それを教えていただければと思いますが。 

〇議   長  福祉保健部長。 
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〇福祉保健部長  きのうから４か所で説明会を予定しておりまして、きのうは城内地区で説

明会を行いました。この説明会の趣旨でございますけれども、この間、議員のおっしゃるよう

に数年間の城内診療所の経営を分析し総括しながら、今後、城内診療所の位置づけをどうする

かということを検討した結果、従前から無床化ないし若干病床を残しての運営を行いたいとい

うような方針は述べておったところです。その方法、時期等についてはいつにするかというこ

とで検討してきたところですけれども、来年度に控えております医療再編それの準備も含めま

して、また城内診療所をその中でどういう位置づけにするかということを検討した結果、最終

的には原則無床化ということで、平成 27年４月、来年度から実施するということで結論づけま

した。 

その中で、ただ病床につきましては、医療再編の中で新市立病院、基幹病院、その他周辺の

医療機関の中で消化していただくということになりますけれども、ただ、今まで地域で、城内・

五十沢地域でやってきた外来を中心とする医療については、引き続き住民の皆さんの安心・安

全の医療を守るために継続していきたい。なお、いろいろご批判もある診療内容につきまして

はありますけれども、そういったところでは地域に貢献できる医療を、できるだけ追及して継

続していきたいということの決意も含めまして、住民の皆さんに説明をし、ご理解をいただい

たということでの説明会でありました。以上です。 

〇議   長  ６番・佐藤 剛君。 

〇佐藤 剛君  私の勘違い、思い違いであれば大綱質疑には余りそぐわないかもしれません

けれども、１点だけ歳入でお聞きいたしたいと思います。 

 説明にありましたように３年目の会計ということでありまして、歳入の例えば入院収入の滞

納繰越分のことであります。過去３年の決算書を見ますと、収入未済額が今まで過去の中に出

ていないですね。そして、今回の決算のところに、急に滞納繰越額の調定額のところに数字が

出てくるということは、過去２年間の中に収入未済額があったということですよね。だけれど

も決算書にはそれが出ていないと私は思って見てきたのですけれども、その辺の説明をお願い

いたします。 

この点につきましては、入院診療もそうですし、外来収入もそうですし、次のページの食糧・

住居費収益、ここについても同じですよね。全く過去について収入未済額がなくて、ここにき

て急に滞納額の調定額として出てきてくるというところの説明をお願いします。 

〇議   長  城内診療所事務長。 

〇城内診療所事務長  この件に関しては、まず冒頭におわびを申し上げるべきだったと思い

ます。実は佐藤議員がおっしゃるように、今までも未収金というのがありました。それで、今

までの会計の処理を、過年度収入があったものを現年度収入の中に入れて処理をしていたとい

うような実態がありまして、平成 25 年度の監査の際に指摘を受けたということがありました。

したがいまして、平成 25年度の途中からきちんとして科目構成をして処理をしましたので、今

回未収金が発生したような形になっていました。その後はきちんとした会計処理をしています。

今後ともこういうことのないようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

- 2 

- 
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○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  ということであればここへ突然出てきたのもわからない、総額的には変わり

ないということなのでしょうというふうに私は理解しましたけれども、ただ、毎年、過去２か

年において決算審査をして、決算を認定しているわけですけれども、そういう関係上、すみま

せんでしたということでいいのかというところだけ――私は議会の皆さんよしとすればそれで

いいのではないかとも思うのですけれども、そこの手続的なことだけ確認をしたいと思います。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  そういう勘違いといいますか、知識不足によりそういった手続がなされな

かったことについてはおわび申し上げますが、今、事務長も申し上げましたように、今後係る

ことのないようにしていくということで、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  病院の今後の方針がこういった会計上から出ているわけでありますが、今、

大体１億 3,000 万円近くを拠出した、一般会計から繰り入れしたということです。今後この計

画でことし薬局、来年から病床、そういった形で削減していくわけですが、大体この１億 3,000

万円というものがどれくらいになる見込みであるか。私はその計画を知らしめておくべきでは

ないかというふうな観点からお聞きします。 

 それから、一連のこういう問題で改革がされていくと、職員の問題ですね。臨時職員等でか

なり賄っている部分があると思うのですが、そういった部分はどういった処遇になっていくの

か。計画があったらひとつお聞きしておきたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  福祉保健部長。１点目の一般会計からの繰入金は、現在１億 3,000 万円ほ

ど平成 25年度は繰り入れていただいておりますが、実質的に単年度、25年度の単純の差し引き

ですと 9,800 万円くらいの繰り入れという形になろうかと思います。と言いますのは残高があ

りますので、それを平成 26年度の一般会計に繰り戻しといいますか繰り入れをする関係で、最

終的には 9,800万円の繰り入れという形になります。 

ただ、それがいいということではありませんし、結果的に経費節減、経営の効率化というこ

とで無床化というひとつの選択肢を選んだわけですけれども、それによりましてざっと平成 25

年度の実績から試算したところ、多くて 5,000 万円くらいの繰入金が当面必要ではないかなと

いうことです。ただ、それは今後企業努力、またさらに経費節減によって減少する計画で進め

ていきたいというふうに思っております。 

 それから、臨時職員の処遇ですけれども、正職員につきましてはご承知ように市の職員であ

りますので、それぞれ新市立病院、大和病院への異動等も当然含めて考えていきたいと思いま

すが、臨時職員につきましては基本的には単年度契約であります。ただ、こういう事情により

まして、長年お願いしてきた臨時職員をすぐ解雇するということはできませんので、その専門

性等を生かした職場へのあっせん等も相談に乗るという形で対応していきたいと思います。新
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しい病院、大和病院も含めた中で検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  一番の原因は病床があるためというような説明がずっとあったわけで、それ

がなければというような話でしたが、それでも 5,000 万円くらいになるだろうと、こういうこ

とです。やはり、地域が望む診療所あるいは医療機関ということになりますと、何とかそれが

ペイできるような医師をはじめ、あるいは患者とか、医療資源ですよね、それをうまく引き立

たせて、ここを核とした形で医療行為ができるという形を模索していかないと、ただ縮小して

いくだけであると自然消滅を迎えてしまう。採算だけの話でいくとこういうことになってしま

うので、その辺をひとつ今、答えられれば答えていただきたいのですけれども、ちょっとそう

いった形がないといかがなものか。 

民間でもそうなのですよね。民間の診療所でも、やはり人気あるいは専門性、そういうもの

で頼りになる、そしてかかりつけの医師になるということだと思うし、スタッフともどもであ

ります。そういったところの意気込みをちょっと聞いておかなければならないかなというよう

な感じがしますが、いかがでしょうか。それと……。 

○議   長  簡潔と、大綱質問ですのでわきまえてお願いします。 

○岡村雅夫君  はい。それと職員の問題については、やはり医療機関でこうした形になって

きたわけでありますので、それを継続できるような処遇を考えていくべきではないかというふ

うに考えますが、いかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  無床化後の運営につきましては、議員がおっしゃるとおりでありまして、中

之島診療所は黒字を出して市のほうに還元をしていただいているわけでありますから、やはり

そういう形を目指さなければなりません。きのう城内で説明会をやらせていただきましたが、

大変厳しいご意見を賜りました。医者も看護師もみんな２流だ、３流だと、こういうくらいの

ご指摘もいただきまして、やはり医師を含めた医療スタッフの質の向上、それから接遇、こう

いうことも厳しくやはり指摘をしていかなければならないと思っております。必ず黒字化にも

っていきたいと思っておりますが、何せ医者とスタッフが大きく影響するわけでありますので、

これらの教育的な部分についても、きちんとやっていきたいと思っております。 

それから、職員の臨時の方の処遇は確かにそういうことであります。この城内診療所もまだ

臨時が全然全て要らなくなるという状況ではありませんので、そういう対応も含めて極力きち

んとしたまた職場のほうに就いていけるように、我々も支援をしてまいりたいと思っておりま

す。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 71号議案は、社会厚生委員会に付託します。 
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○議   長  日程第３、第 72 号議案 平成 25 年度南魚沼市下水道特別会計決算認定につ

いてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 72 号議案 平成 25 年度南魚沼市下水道特別会計決算認定について提案理

由を申し上げます。平成 25年度は前年度、新潟・福島豪雨災害復旧作業を優先するため、下水

道事業費を抑制したものを平成 27 年度面整備完了に向け、事業費を通常ベースに戻したため、

前年度比較で大幅な増額予算での執行となりました。また、平成 26年度前倒し分として３月定

例会でご決定いただいた国の補正分６億 5,000 万円は、全額未契約で繰り越し、既に発注済み

となっております。 

 大和地域では公共下水道事業として基幹病院関連の管渠整備と管渠耐震補強、大和クリーン

センターの耐震診断及び施設設計計画の見直し業務を実施いたしました。六日町地域では余川、

川窪、欠ノ上、君帰、四十日新道、五日町地区などで管渠整備を実施し、上の原処理区は流域

関連下水道への統合が完了いたしました。塩沢地区では沢口、上神字、宮野下、泉盛寺、石打

地区などの管渠整備と塩沢地区で管渠の耐震工事を実施いたしました。 

浄化槽整備事業では 21基の浄化槽整備と、京岡新田地区で臭気対策のための集合管整備を実

施いたしました。農業集落排水事業では、家屋新築等に伴う公共桝設置工事を実施いたしまし

た。さらに下水道接続補助事業、実績では 208 件でありますが、この継続実施、あるいは不明

水対策など下水道事業投資効果を高める事業を実施した結果、平成 25年度末の普及率は前年度

比 1.5ポイント増の 96.4％、水洗化率は前年度比 1.3ポイント増の 82.8％となったところであ

ります。 

平成 27年度面整備完了に向けて管渠整備は順調に推移しておりますが、今後も大和クリーン

センターの耐震化や長寿命化対策も含め、国の動向を的確に把握し、予算確保に努めてまいり

ます。また、農業集落排水 10処理区の流域下水道編入のための下水道事業計画変更業務や、浄

化槽区域及び流域下水道処理区域内におけるディスポーザー認可などについて引き続き国県と

の協議を進めてまいります。 

その結果でありますが、歳入総額は 54億 8,095万円、歳出総額 54億 2,797万円となり、差

引形式収支 5,298 万円から翌年度繰越明許費一般財源 385 万円を差し引いた実質収支額は、

4,913万円となったところであります。概要につきまして企業部長に説明させますので、ご審議

の上認定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  企業部長。それでは第 72号議案についてご説明を申し上げます。 

 別紙の資料の９ページをお開きいただきたいと思います。歳入であります。１款分担金及び

負担金であります。決算額 7,498万円となりました。1,106万円、17.3％の増ということになり

ました。前年比 17.3％の増でありますが、新規賦課件数の増によるものでございまして、平成

24年度の新規賦課が 30件でありましたが、平成 25年度の新規賦課は 152件ということによる

伸びでございます。 

 不納欠損でございますが、執行停止３年の後時効となったものにつきましては、23件、14人
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分であります。無財産、倒産、生活困窮、死亡等の事由によるものでございます。収納率でご

ざいますが、現年度分で前年比 3.4ポイントの伸びとなりまして 95.9％、滞納分につきまして

は前年度比 1.2ポイントの伸びとなりまして 26.2％となりました。 

 ２款使用料及び手数料であります。９億 9,411万円であります。平成 24年度比較で 761万円、

0.8％の伸びとなっております。ほとんど事業が終了しております公共下水道、それから事業が

終了しました農業集落排水につきましては、水道使用量等が減っているということに比例をし

まして、前年比マイナス 0.7％というふうになっております。一方、特環でございますが、事業

が進捗しているということでございまして水洗化率の向上等によりまして、平成 24 年度比

4.6％の伸びとなりました。 

不納欠損は総額で 78万円、件数で 73件、47人分ということであります。収納率であります

けれども、現年度分が前年度と比較しまして 0.1ポイント伸びの 99.1％、滞納分につきまして

は前年度比 3.3ポイントの伸びとなりまして 40.1％となっております。 

 ３款であります。国庫支出金８億 622 万円となりました。前年度比１億 7,792 万円、28.3％

の伸びとなっております。今年度平成 25年度は平成 24年度からの繰越分２億 1,859万円を含

み、調定額 11億 4,477万円となりましたが、収入済額が８億 622万円となっております。残り

の３億 3,855万円は 26年度への繰越分ということになっております。 

 ４款であります。県支出金、1,089万円、平成 24年度比で 240万円、18.0％の減となってお

ります。農業集落排水整備事業費の 12％相当額を 15年の分割とします県単の償還費補助制度と

いうことで農集の 13処理区中平成 25年度は４処理区分が該当となっております。 

 ５款繰入金であります。19億 7,831万円の決算となりました。平成 24年度比較で１億 9,019

万円、10.6％の伸びとなりました。これは歳入で賄いきれない不足相当分につきまして一般会

計から繰り入れるものでございまして、総額の 96.5％はルール分ということになっております。

この 10.6％の伸びの原因でありますが、下水道事業費の大幅な伸びということが要因となって

おるものでございます。 

 ８款の市債であります。15億 3,060万円の決算であります。平成 24年度比較で 7,080万円、

4.8％の伸びとなりました。昨年度比較で事業費が減となっています公共下水道事業債で１億

1,420万円の減、一方、事業費が大きく伸びました特環下水道事業債では２億 1,570万円の増と

なりました。全体では先ほど申し上げました 4.8％の伸びとなったものでございます。また、調

定額と収入済額の差３億 6,170万円につきましては、平成 26年度への繰越分ということになり

ます。 

その他の款の合計でありますが、8,582万円となりました。平成 24年度比較で 3,689万円、

30.1％の減となりました。増減の内容でございますが、前年度繰越金で 5,233 万円の減、それ

から雑入では六日町の市民病院の関連の施設補償料 1,580 万円の増などによるものでございま

す。 

 10ページをお願いいたします。10ページの歳出であります。１款の総務費、２億 4,312万円

となりました。平成 24 年度比較で 1,485 万円、5.8％の減となっております。執行内容でござ
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いますが、ほぼ平成 24 年度並というふうになっております。増減の主な内訳でございますが、

人件費が 800 万円ほどの減額、それから一般会計の繰出金 3,856 万円ほどの減、それから消費

税の平成 25年度分の中間納付分 2,970万円の増ということで、最終的には平成 24年度比較で

1,485万円ほどの減額となったものでございます。 

 ２款施設管理費であります。６億 3,687万円、3,204万円、5.3％の伸びとなっております。

処理場や管路などの維持管理経費で、基本的にはほぼ平成 24 年度並の内容となっております。

流域下水道の負担金、あるいは修繕費、それから上の原処理場を廃止をしたことによります汚

泥の引き抜きなどによりまして前年度 5.3%の伸びとなったものでございます。 

 ３款であります。下水道事業費 18億 9,670万円、24年度比較で４億 4,879万円、31.0％の伸

びとなりました。平成 24年度比較で大幅な増額決算となりました。内訳でございますが、公共・

特環及び流域を合わせた下水道事業費で３億 9,742 万円の増、浄化槽事業費でも京岡新田の臭

気対策事業などで 4,070万円の増となったものでございます。 

 ４款公債費 26億 5,126万円、平成 24年度比較で 5,746万円、2.1％の減となりました。元金

では昨年度の繰上償還１億 444万円が全てなくなったということで、1.0％、1,946万円の減額

となりましたが、償還のピーク時期を迎えておるというようなことで平成 25 年から平成 30 年

頃までは、20億円前後の償還が続いていくというような状況となっております。一方利子であ

りますが、5.3％、3,800万円の減額ということになりまして、今後 26年度以降につきましても

毎年 3,000万円から 4,000万円程度の減額というような見込みとなっております。 

以上で説明を終わります。 

○議   長  質疑を行います。16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  いよいよ企業会計に移るまであと２年くらいということでありますので、そ

このところを踏まえてお聞きをいたします。平成 25年度は使用料が大体９億 9,000万円くらい、

それに対して維持管理費が８億 8,000万円くらい、公債費が 26億円である。不足分については

繰り入れと市債で何とか賄っているという構図は従来と変わらずという部分でありますけれど

も、この構図のまま企業会計に移行するということについては、繰り入れをどうするかという

部分はずっと前から問題視をされてきたわけなのであります。この決算の数字を見て企業会計

に移行した場合についての繰り入れに対する考え方というものは、どのようにお考えかという

ことをまずお聞きをします。 

 それと企業でありますので、収入確保ということでいきますと、つなぎ込みについては 82.8

という報告がありました。これに対してはいろいろな補助金をつけたりということで、100％の

つなぎ込みを目指していくという方向でありましたけれども、その方向という中で言うとこの

平成 25年の決算の中ではどうであったのかということをお聞きをしたい。 

 もう１つは滞納状況であります。それから、滞納については分担金もありますけれども、3,800

万円ほどある。この部分をどうやって解消していくのか。ゼロにすることはほぼ不可能であり

ましょうけれども、この滞納整理についても考え方もきちんとしていないと、企業会計に移行

したときに非常に問題が出てくるのではないかと思いますので、この数字を見てのお考えをお
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聞きします。 

 それと、不明水の問題であります。不明水の調査をなされて、この部分をいかに解消してい

こうか。ついては施設の老朽化も非常に激しいということの中で、この不明水というのは調査

をしていけばしていくほどそれに対する補修費というのは多分増えるだろうということであり

ますので、不明水に対する解決方法については、この決算の数字を見た中ではどうなのかとい

うことをお聞きします。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  質問が４項目だったと思いますが、１点目であります。企業会計へ移行した場

合というようなことでありますが、私どものほうでの、企業会計に移行した場合の想定の数字

をつくっております。その中では平成 25年度決算を見ますと、ルール分は除きましてルール外

の繰り入れを大体１億 3,000 万円から１億 4,000 万円くらいしないと、収支が均衡しないとい

うような状況であります。さらに、その１億数千万円の一般会計からの繰り入れをもらったと

しても、将来的ないわゆる施設の更新費用だとかそういったものの財源留保といいますか、そ

ういうものが全くできない状況であるというようなことです。今のまま移行したとしても非常

にやはり数字的には厳しいものがあるだろうというふうに考えております。それを何とか少し

でも一般会計からのルール外の分を減らせるようにということで、今一生懸命やっているとこ

ろでございます。 

 それから、接続の関係ですが、水洗化の関係だと思います。接続補助がおかげさまで 26年度

でちょうど３年目ということで終了年度になっているわけですが、今年度の状況を見ますと接

続補助の申請数がすごく伸びている。昨年度、平成 25年度では、先ほど市長が申し上げました

が 208件の実績ということでありましたけれども、平成 26年度では７月末で 290件の申請があ

るということであります。接続補助制度の最終年というようなこともＰＲをしておりますので、

そういった中で非常に市民の皆さん方に、接続を早くしなければいけないというような意識が

あるのではないかなというふうに思っています。引き続きＰＲをしていきたいというふうに思

っております。 

一応接続率、水洗化率については、総合計画の中の数値目標で平成 26年度で 85％ということ

を目指していたわけですが、残念ながらちょっと 85％までには非常に難しいかと思いますが、

できるだけ 85％に近づくように一生懸命やっていきたいというふうに思っております。 

 それから、滞納の状況ということであります。解消ということはまず全く 100％なくなるとい

うことは非常に難しいとは思いますが、私どもも今までは臨戸徴収で納入をお願いしていたわ

けです。けれども、今後はできれば税などの方法と歩調を合わせた中で、もうどうしても支払

能力のある人については、差し押さえだとかそういったようなことを重点的にやっていきたい

というふうに考えております。引き続き非常に生活が厳しいという皆さん方については、分納

だとかといったことで少しずつというようなことでも、収納率を上げていきたいというふうに

考えております。 

 それから、不明水でありますが、不明水につきましても平成 24年度から原因だとかそういっ
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たものを全部調べておりまして、本年平成 26年度が一応最終年度ということになります。不明

水の解消の方向ということになりますと、どうしても今、一番不明水が発生している要因とい

うのが、マンホール周りのところから水が浸入していくということです。マンホールだけでも

今、大体市内でもって２万個程度あります。マンホール周りを修理するだけで、大体 20万円か

ら 30万円くらいの費用がかかるということですので、単独でマンホール周りの２万個分を全て

修理をしていくというのは、非常に難しい話です。できれば補助事業を採択しながらそういっ

たことで進めていきたいということで、下水道の管とマンホールの長寿命化というようなこと

の方向性を今、模索をしておりまして、そういった中で国の補助をもらいながら、少しずつ不

明水率を少なくしていくような格好で努めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議   長  16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  はい、わかりました。滞納状況について一言ですけれども、調定額が増えま

した。それに対して収入未済額が減っているということで、滞納については非常に健闘なさっ

ているのではないかなということで評価をしているということを申し添えて、質問を終わりま

す。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  18番。私は１点、今、農集のつなぎ込みということが順次計画されているよ

うでありますけれども、市単独でやられておる大和地域ですね、大和地域の処理場の計画、見

直し等もという話が今ありました。大和地域の農集をつなぐ、そしてまた今、基幹病院絡みで

人口が増えていくだろうという予測等を見たときに、今の処理場で何とかペイできるような面

積であるか、施設整備がそこで可能かどうかというあたりが、今後問題になっていきやしまい

かというような感じがしているのですが。 

 さらにもう１点は、私が問題にしておりましたディスポーザーですね。これが今、大和地域

に許可されているわけでありますけれども、これが爆発的に増える――今は実績が多分ほとん

どないと思うのですけれども、その実績を聞きたいということと、それがもし増えたとしたな

らば、下水道対策として、処理場対策として、何らかの含みを持たせた計画が必要なのかどう

か、その辺をひとつお聞きしておきます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  農集の関係でございますが、大和地区につきましては三用の北部と南部という

ことで、２つの農集の処理施設がありますけれども、そこを最終的には大和のクリーンセンタ

ーのほうに持っていくということであります。そして、農集をそういうふうな方向づけにする。

それから、魚沼基幹病院そういったような問題もありますけれども、今の状態で何とか処理能

力は間に合うだろうという見込みであります。それで、最終的にどうしても間に合わないとい

うことでありますと、今の大和処理場のところに未利用地がありますので、そこでもう１基、

施設を増設をすることも不可能なことではないというふうには思っていますけれども、今の状

況ですと、そういう増設をしなくても何とか処理ができるだろうというような見込みで思って

おります。 
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 それから、ディスポーザーの関係でありますが、ディスポーザーにつきましては、今、実績

が５件だそうです。それで、県のほうともいろいろ話をしていますけれども、ディスポーザー

が仮に 30％普及すると、あるいは 20％、30％普及したとしても、今の下水道の処理施設、ある

いは下水道管への影響というのはもうほとんどないだろうというようなことが、ほかの地区で

もそういうふうな実証実験で成果が見られています。うちのほうも、今のごみ処理施設の中の

生ごみの関係の 20％、30％がディスポーザーのほうにいったとしても、ほとんど処理能力的に

は影響がないということが出ております。そういったことで、さほど処理能力とかそれから下

水道管への影響だとか、そういったことは大きな心配はしていないところであります。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 72号議案は産業建設委員会に付託します。 

○議   長  日程第４、第 73 号議案 平成 25 年度南魚沼市水道事業会計決算認定につい

てを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 73 号議案 平成 25 年度南魚沼市水道事業会計決算認定について提案理由

を申し上げます。初めに収益的収入及び支出についてご説明を申し上げます。収入では営業収

益が給水人口の減、あるいは節水機器の普及等により、前年度比 1.8％減、営業外収益において

も平成 25 年度より広域化分繰入金が皆増となりましたが、高料金対策繰入金の減額が大きく、

前年度比 17％の大きな減額となったことで、水道事業収益としては前年度比 5.3％減の 20 億

9,708万円となりました。 

支出では営業費用で維持管理経費の節減、あるいは放射性物質関連経費の減額などによりま

して、前年度比 1.4％減、営業外費用でも企業債利息の 7.0％減などによりまして、水道事業費

用としては前年度比 2.6％減の 18億 2,888万円となりました。収益的収支の本年度経常利益は

２億 6,714 万円、これに特別利益あるいは債権放棄などを差し引きした当年度純利益は２億

6,819万円となり、前年度末未処分利益剰余金を加えました当年度末未処分利益剰余金は、９億

2,473万円となったところであります。 

次に資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。収入ではこれまでの建設改良費の財

源に充当する企業債に加え、新たに資本費平準化債３億 5,600 万円が皆増、また、他会計出資

金において新たに広域化対策繰入金 7,780 万円が皆増となったことによりまして、前年度比

36.5％増の７億 1,320万円の決算となったところであります。 

支出では第一次拡張事業費において前年度比 11.2％減、改良費では 26年度への繰越事業が多

くなったことによりまして、前年度比 49.6％の大幅な減額決算となりました。資本的収入７億

1,320万円に対し、資本的支出は 15億 9,958万円となり、収入が支出に対して不足する額８億

8,638万円につきましては、過年度損益勘定留保資金等で補塡することで決算を調整いたしまし

た。概要につきましては水道事業管理者に説明させますので、ご審議の上認定賜りますようお
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願い申し上げます。 

○議   長  水道事業管理者。 

○水道事業管理者  それでは第 73号議案について説明を申し上げます。 

 水道事業の決算書の１ページ、２ページをお願いいたします。消費税込みの報告書となって

おります。１ページ、２ページでありますが、収益的収支の収入でありますけれども、いまほ

ど市長が申し上げました給水人口の減あるいは節水等によりまして、前年度比 1.8％の減となり

ました。営業外収益では一般会計繰入金のルール分の減などによりまして、前年度比 16.9％の

大きな減となりましたことで、水道事業収益としては 5.2％、21 億 8,238 万円の減となってい

るものでございます。 

 支出でありますが、営業費用は前年度比 1.4％の減ということで、執行内容はほぼ平成 24年

度並というふうになっております。営業外費用につきましては利息の減などがありまして、

4.1％の減、水道事業費用としましては前年度比 2.1％減、18億 9,888万円となりました。また、

支出予算の予備費支出及び流用につきましては、いずれも消費税納付額に不足が生じたため流

用・充用で対応をしたものでございます。 

 めくりまして３ページ、４ページをご覧いただきたいと思います。資本的収支であります。

資本的収入につきましては、企業債で資本費平準化債の皆増、それから一般会計繰入金のほう

で広域化対策の繰り入れの皆増がございました。ほか分担金それから国庫補助金などの皆増な

どで、収入全体では前年度比 36.5％増、７億 1.320万円の決算となったものでございます。 

 支出でありますが、建設改良費で前年比 38.5％の大きな減となっております。この 38.5％の

減の理由でございますが、予算繰越が１億 4,294 万円のほか、浄水場の今後といいますか、そ

ういったものを勘案しまして不急な事業を先送りしたということによるものでございます。 

企業債償還金では、償還のピーク時を迎えておるということで、前年度比 0.9％増となってお

ります。次年度は償還のピークということになりますけれども、平成 29 年度までは 12 億円を

超える償還額が続くというような状況となっております。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。消費税抜きの損益計算書となります。本業であ

ります営業利益でありますが、料金収入の減などにより前年比 4.5％の減というふうになってお

ります。営業外収益でも一般会計繰入金で 9,100万円の減など、純利益は前年度比 20.3％減の

２億 6,819 万円となり、当年度の未処分利益剰余金は９億 2,473 万円となったものでございま

す。 

 めくっていただきまして７ページ、８ページをご覧いただきたいと思います。剰余金の計算

書でございます。３月議会で決定をしていただきました資本金の額の減少等によりまして、資

本金が前年度より 128億 3,744万円の減となる一方、資本剰余金では 122億 8,154万円の増と

なり、129億 5,846万円の残高となったものでございます。また、下の段ですが、剰余金の処分

計算書でございますが、いずれも議会議決あるいは条例による処分はありませんでした。 

 めくりまして９ページ、10ページをご覧いただきたいと思います。貸借対照表であります。

資産の部、固定資産の明細につきましては、この決算書の 29ページ、30ページに明細が載って
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おりますので後ほどまた参考に見ていただければと思っております。 

 流動資産の内訳につきましては記載のとおりでございますが、未収金１億 5,146 万円は５月

末現在では 7,675万円となっているものでございます。 

 それから負債の部、流動負債の内訳でございますが、記載のとおり２億 6,959 万円でござい

まして、負債合計で３億 359万円となっております。 

 資本の部でございますが、資本金で先ほど説明したとおりでありますが、平成 26年度からの

制度改正の関連でございまして、引継資本金が 122 億 4,072 万円の減となりまして、資本金合

計では 243 億 9,677 万円となっているものでございます。また、剰余金でございますが、資本

剰余金におきまして引継資本金の減額相当部分が、資本剰余金のそれぞれの区分ごとに配分を

されているということで、資本剰余金の合計、129億 5,846万円の大きな伸びとなっているもの

でございます。 

以上資産の部、それから負債・資本の合計のいずれも 386 億 4,456 万円で一致をしているも

のでございます。 

 13ページ、14ページをご覧いただきたいと思います。水道事業の報告書でございますが、平

成 25年度の大きな変更点は、３点ほどでございます。１点目でありますが、一般会計繰入金に

ついて広域化分が新規計上されたということで、平成 25年度はルール分 100％の繰り入れとな

っているものでございます。２点目でありますが、新規でありますが資本費平準化債３億 5,600

万円ということで、将来の水道事業の運営資金に不足が生じないよう資金の留保に努めたとこ

ろでございます。それから、最後３点目でありますが、水道事業の認可変更を行ったというこ

とです。認可変更の内容でございますが、給水区域の拡大、水源増設を行うとともに、この水

道事業の認可目標年次を今現在は平成 25 年度であったわけですが、それを平成 40 年というこ

とで変更しまして、人口推計あるいは水道の実績等を勘案しまして、平成 40年の見込み推計値

を計画給水人口８万 1,820 人から５万 3,555 人、１日最大給水量を６万 9,809 立米から２万

5,848立米とそれぞれ大きく減少をすることといたしました。 

15ページ以降につきましては参考資料ということで載せてありますので、後ほど見ていただ

きたいと思いますし、21ページ以降につきましては収支明細書、それから 29、30は固定資産の

明細書、31ページ以降は企業債の明細書となっておりますので、後ほど参考にご覧をいただき

たいと思います。以上で平成 25年度水道事業会計の概要について説明を終了いたします。 

○議   長  次に監査員の監査報告を求めます。監査委員。 

○監査委員  おはようございます。それではお手元の南魚沼市公営企業会計決算審査意見書

をご覧いただきたいと思います。１ページ目でございますが、平成 25年度南魚沼市公営企業会

計決算審査の報告を行います。審査の対象につきましては、平成 25年度南魚沼市水道事業会計

決算でございます。審査の期間ですが、平成 26年６月 13日から平成 26年８月 18日まででご

ざいます。審査の方法につきましては、審査は各事業会計の決算処理が関係法令に準拠して作

成されているか否か、並びに各企業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているかどうかを

検証するとともに、その経営の内容を分析いたしました。 
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審査にあたっては、決算書類と会計諸帳簿、証書類との試審、照合及び関係職員からの説明

を聴取して審査を実施いたしました。 

審査の結果でございますが、審査に付された水道事業会計の決算書類は、いずれも関係法令

に準拠して作成されており、かつ係数は水道事業会計の経営成績及び財政状態を適正に表示し

ているものと認めました。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。審査意見といたしまして、水道事業会計でござい

ますが、業務関係では先ほどお話がありましたように、当年度の大きな動きは厚生労働大臣に

事業認可の変更を行い、認可を受けたことであります。その内容は水道未復旧地区である蛭窪

地域への給水区域の拡大と栃窪・岩ノ下地区の水源の増設であります。また計画書元の変更に

ついては、計画目標年次の平成 40年度で、計画給水人口が８万 1,820人から５万 3,555人に、

計画１日最大給水量が６万 9,809 立方メートルから２万 5,848 立方メートルに、計画１日平均

給水量が３万 9,453 立方メートルから１万 9,903 立方メートルと、それぞれ大幅に減少するも

のであります。 

今後の課題といたしましては、過剰施設の縮小、廃止をどのように進めるか、経費の削減を

図るかということでありますが、こうしたことから平成 21年３月に作成された南魚沼市水道ビ

ジョンの見直しを行いました。その内容については、今後の水道事業経営が厳しい状況にある

ことから、施設の適正規模への見直しや水利の多目的利用などの施策を掲げ、今後の 10年間を

見据えたものであります。また、昨年来進めている非常用・緊急用水源の確保については、危

機管理対策の一環として取り組み中でありますが、二重投資とならないよう将来のブロック別

配水方式も想定し、事業化を進めていただきたいと思います。 

工事関係では、昨年に続き道路工事や下水道工事との同時施工により経費の軽減に努めてお

ります。また旧簡易水道の栃窪地区の管路更新については、国庫補助事業により行ったもので

ございます。設備工事については大月送水ポンプ場の更新、浄水場では急速攪拌機及び残留塩

素計の設置を行い、安定給水や浄水機能の向上を図りました。 

利用概況について説明します。平成 26年３月末現在の給水人口は５万 8,424人で前年度より

567人の減、給水件数は２万 3,426件で前年度より 49件の減となっております。水道普及率に

ついては 97.5％と前年度より 0.1ポイント上昇いたしました。わずかながらですが改善が図ら

れました。年間有収水量は 655 万 8,563 立方メートルで、前年度比 98.4％、給水収益は 16 億

3,614万円で前年度比 97.9％となりました。有収率は 79.6％で前年度より 0.1ポイント上昇し

ました。先ほども言いましたように節水が進んだことや少子化などで、今後とも有収水量の減

少は引き続き続くものと思われます。 

経営状況でございますが、事業損益を見ると、事業収益 20億 9,709万円、事業費用 18億 2,889

万円で、２億 6,820 万円の当年度純利益となり、前年度の繰越利益剰余金６億 5,653 万円を加

えた当年度の未処分利益剰余金は９億 2,473万円でございます。今年度の給水収益は 16億 3,614

万円で、有収水量の減少により前年度より 3,499 万円の減収となりました。収益のうち一般会

計からの補助金、高料金対策、水源開発、広域化対策の繰入金等については合計で３億 7,580
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万円で、今年度より繰出基準どおりの繰り入れが行われましたが、前年度より 9,113 万円の減

となりました。補償金免除繰上償還の効果や水源開発、広域化等の大規模投資事業分の企業債

の償還が進んできたことにより、繰入金も減少傾向が続くものと思われます。高料金の最大の

要因であります企業債、当初施設の建設に係る企業債ですが、この元利償還金は、元金 12 億

6,887万円、利息３億 6,028万円、合わせて 16億 2,915万円で、主たる事業収益である給水収

益 16億 3,614万円とほぼ同程度の額が返済金に回っているという状況でございます。したがっ

て、資金は一般会計からの繰入金及び企業債残高が減少することを前提に本年度より資本費平

準化債の借り入れを行うことで確保に努めております。 

収益に関する比率を見ますと、総費用に対する総収益の割合で、営業活動の成果をあらわす

総収支比率は 114.7％、営業収支比率は 114.2％といずれも前年度と比べて低下しております。

この要因は費用も減少したものの、それ以上に給水収益や一般会計補助金との収益が減少した

ものによるものであります。 

次に資金繰りに関する比率を見ますと、200％以上が理想値とされる流動比率は 715.2％、

100％以上が理想値とされる当座比率は 495.1％、20％以上が理想値とされる現金預金比率は

439.0％といずれも理想値を大幅に上回っております。 

むすびでございますが、近年自然災害が多発しており、危機管理体制の強化や非常用水源の

確保等深刻な課題も非常に多くあります。当初建設費の負担が大きく高料金の要因となってお

り、料金改定については引き上げ等は困難な状況であります。資金繰りについても当面資本費

平準化債を活用しながら財政運営を行わなければならず、依然厳しい状況が続くものと思われ

ます。未収金対策、人員の見直し、下水道工事との同時施工に伴うコスト削減、逆ザヤの解消、

施設利用率の引き上げ等々、確実に取り組み、成果を期待するものでございます。平成 27年以

降には、医療再編が具体的に進み、魚沼基幹病院を核としたメディカルタウン構想も具現化し

てくるものと思われますので、給水先の増加も期待できることから、引き続き安全安心な水の

供給に努めていただきたいというふうに思います。 

なお、詳細については６ページ以降 37ページまで記載してありますので、ご覧いただきたい

と思います。以上で報告を終わります。 

○議   長  質疑を行います。18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  事業認可を行って、その給水人口とかそういった給水量とかを見直している

わけでありますが、以前私は施設建設のときに、見直しが必要でないかという話をした経過が

ありますけれども、そういう中では非常に計画変更は補助金返還につながるのでだめだと。非

常に膨大な費用とあるいはその償還とが伴うので、というような話を聞いたことがあります。

今回こういった施設を建設し完了した段階で、いや実はこれだけの規模でよかったんだという

ことをここで正式にやったわけでありますが、そうすると今までの経過からして、過大な施設

分については利用しないということでありますので――利用というか縮小して使うということ

でありますので、補助金返還等につながるというふうに私は聞いてみなければならないと、こ

ういうことなのですが、いかがでしょうか。 
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○議   長  水道事業管理者。 

○水道事業管理者  認可変更の件でございますが、平成 24年度までは厚生労働省がその事業

の認可変更、いわゆる給水人口だとかそういったものを大幅に増やすことは別なのですが、減

らすということについては非常に難しいというような判断をしておりました。それで、平成 25

年度中に厚生労働省のほうで、人口減――日本中で今人口減になっているわけですが、そうい

ったような問題も踏まえて、正当な理由があれば認可変更は認めるというような文書が来まし

て、認可変更をした場合については補助金の返還を求めないというような文書が来ております。

そういったことに基づいて認可変更を、実績等に基づきまして給水人口だとかそういったもの

については減らすべきものはもうきちんとやはり減らしていかなければいけないというような

ことで、減らしたものでございます。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  私が当時聞いたときには、要するに必要ない、あるいは計画が過大だったと

いう部分に関しては変更したほうがいいではないかと、こういう話だったのです。今、ではこ

れを見直したとして、補助金返還もなしと。ということは、では今までやってきたことと今後

のメリットというのは、やはりきちんとなぜ変更して、変更することによってどういう効果が

あるのだというあたりの話が、やはり必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議   長  水道事業管理者。 

○水道事業管理者  認可変更することによるメリットというふうなお話ですけれども、メリ

ットとかそういったことではなくて、認可の内容を今の南魚沼市の水道事業の実態に近いもの

にしていく。そういった意味合いで認可変更を行ったものでございまして、認可変更を行うこ

とによってメリットが出るとか、デメリットが出るだとか、そういったことは私どもは想定は

しておりません。実態に近いものに合わせていくということでございます。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  そして、去年の３月議会で私が言ったのは、水道料はいつになったら下げら

れるのだと、こういう話をするのですよね。そういった現行に見合った規模に見直すというこ

とは、やはり過剰投資だったとこういうことを認めたわけであります。それを全部水道料にか

けてきたということ、また今後もかけていくということですので、やはり何らかの変更があっ

た、そしてこうだったということをお認めになっているわけですから、何らかの手当をして水

道料というものはこういうものなのだということを、やはり過剰な水道料ということは避けて

いかなければならないというふうに私は思うのです。 

何らメリットがないということであるとなると、私はやはりちょっとおかしいなというふう

に感じました。当然事務方としてみればそういった動きをし、補助金返還などということにな

らないような手はずをとって、全国的な運動をきちんとするべきだったのではないかというふ

うに、私は何のメリットもないということを聞かされて感じました。所見があったら聞いてお

きます。 

○議   長  水道事業管理者。 
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○水道事業管理者  何のメリットもないというか、メリットだとかデメリットを想定して認

可変更を行ったものではないということを申し上げただけで……（「認めたのだったら、水道料

がどうなるとか……。」と叫ぶ者あり） 

○議   長  岡村議員。 

○水道事業管理者  私どものほうでメリットだとかそういったことを想定しての認可変更で

はないということだけご理解いただきたいと思います。水道料金につきましては従前から市長

が申し上げていますように、私どもも水道料金を下げられるのであればいつでももう引き下げ

たいという思いは持っております。けれども、今の状況では、すぐ大幅な水道料金の引き下げ

だとかそういったものは非常に厳しい状況であるということは、市長もずっと申し上げている

ところであります。将来に向けて、昔の広域水道のときの借金の償還こういったものが減って

いくのが平成 33年、34年頃からになりますので、その時期を見据えて、できれば料金の引き下

げというものを頭に置いて事業運営をしていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  議員が――岡村議員がいつも言っているということだけではないわけであり

ます。この高い水道料金ということは、全てが意識をしております。ただ、議員おっしゃるよ

うに一般会計からどんどん繰り入れをして、それで下げろという論には、やはりくみしないと

いうことであります。今、水道事業管理者は非常に慎重な言い回しをしておりますが、そう遠

くない将来に料金をある程度引き下げられるのではないかという部分も出てきております。こ

れはまだ確定的ではございませんけれども、そういうことを含めながら――大幅になどという

ことはなかなかでき得ません。それから、一度岡村さんもご理解いただきたいのですけれども、

１回下げているのですね。（「わかる」と叫ぶ者あり）全然下げない、下げないと言いますが下

げているのです。それでまた厳しい運営をしてきているということでありますから、またこれ

らが実際もう１段下げられるか否か。今、水道事業管理者と鳩首会談をしているところであり

ますので、これらについては 12月あるいは３月議会等に、おおむねの結論は出していけるだろ

うと思っておりますので、よろしくお願いたします。 

○議   長  16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  まず損益計算書こちらを見てちょっとお伺いしたいのですけれども。給水収

益が 16億円、当年度の純利益が２億 6,800万円というこの部分だけ見れば、大変な優良企業で

ありますよね。その内情は他会計からの繰入金が３億 6,000 万円近くあるという部分であるわ

けです。こういうのを見ると、以前から一部あるいは全部であろうけれども民間委託というこ

ともこの平成 25年度決算数字を見た中で、水道事業のほうの中では民間委託についてはどのよ

うな結論になったのかなという部分をお聞きしたい。 

 それから、貸借対照表に目を移しますと、現金及び預金が 11億 8,000万円。予算の段階では

９億 5,000万円くらいであろうという部分でありましたが、平成 25年度中に資本費平準化債３

億 5,000 万円の借入を行った。この一部分が現金で残っているというところであるわけなので
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ありますけれども、減価償却費が９億 6,000 万円というこの部分については、来るべき更新に

備えて内部留保としてとどめておかなければならないのが、毎年９億円くらいはなければなら

ないという部分であるわけですけれども、それに比べてはるかに少ない。こういう状況を見れ

ばとても民間で引き受け手があるかというと、そうではないだろうという部分あります。 

先ほど水道事業の計画のほうを変更して、平成 40年度までということでありました。更新と

いうことで懸念をしているのは、水道ビジョン、改訂された水道ビジョンの中でもこの施設の

設備であったり、機械等の更新の需要のピーク、これが平成 30 年代後半から平成 45 年頃にな

るだろうという見込みを立てた中でこの水道ビジョンを立てているわけでありますよね。平成

40年までの計画ということになってきたわけです。そうすると、来るべき更新に備えた費用と

いう面からいくと、非常に厳しい数値というものがこの貸借対照表の中からも出ているという

ことであろうと思います。水道ビジョンの中でそのピークは出ていると、それを合わせた計画

変更であるということでありますけれども、それに備えた中でのさらなる水道ビジョンの改定

というのはあるのかどうかということを、またお伺いしたい。 

 もう１つは先ほどもお伺いしましたけれども、滞納の問題であります。滞納。未収金１億 5,000

万円でありますけれども、現年度分の水道料、平成 25年度については、4,531万円の滞納があ

る。以前からは 5,992 万円ということがありました。ついに１億円を突破したわけであります

よね。５月末でという数字もおっしゃいましたけれども、毎年いただくこの時期の貸借対照表

から見れば、確実に増えているということであります。これは企業として非常にゆゆしき問題

であるわけであります。確か収納の対策員ということで、平成 24年までは２名お願いしておる

と、平成 25年度は１名に減ということで臨んでいる。コンビニ収納が増えているからというも

のがありましたけれども、そういうところの影響も徐々に出てきているのではないかと思いま

すけれども、以上をお伺いします。 

○議   長  水道事業管理者。 

○水道事業管理者  最初に民間委託の関係でありますけれども、民間委託につきましては、

従前から少しずつお話はしてまいりましたが、平成 27年度から今の水道業務のつなぎをやりま

すが、料金の収納関係、それから滞納整理の関係、そういったものについて平成 27年度から民

間委託をしていきたいということで今、準備を進めているところであります。それで、平成 27

年度から民間委託をすることによりまして、水道のほうの人件費といいますか、職員は３名ほ

ど少なく済むだろうというふうに一応見込んでいるところであります。 

それから、民間委託の関係で水道事業全体というようなことですけれども、なかなか今の水

道事業全体を民間委託している自治体というのが、全国的に全くないわけではありませんけれ

ども、ほとんどないというようなことです。現実的には非常に水道事業全体を民間委託をして

いくということは、今のところ難しいのですけれども、私どものほうで今、民間の業者のほう

から１社、自分たちのほうで水をつくって南魚沼市の水道事業に水を売るということをしたい

のだという申し出を受けております。その辺のお話もちょっと聞きながら、そうした場合に今

の水道事業の内容がどういうふうな格好になるのか。水道事業とすれば受水費という格好で水
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を買って、それを皆さん方のほうに配水をするというような方式になろうかと思いますけれど

も、それで本当に水道事業がきちんと成り立っていくのかどうなのか。あるいはリスク管理だ

とか、そういった問題もございますので、十分慎重に検討していきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、更新のピークということであります。施設あるいは機械関係の更新というような

ことでありますけれども、これも前々から申し上げているとおり平成 35 年から平成 40 年代の

初めにかけてピークというような格好になりますが、その更新費用が 100 億円という非常に大

きな数字になります。今のこの水道事業の中で 100 億円というその費用を捻出するということ

は非常に難しいというふうに考えております。従前から申し上げていますように、できれば今

の浄水場をできるだけ縮小、あるいは最終的に廃止までできるのかできないのかはちょっとは

っきりわかりませんが、先ほど申し上げましたように補助金の返還というようなそういうハー

ドルもなくなってきておりますので、廃止もにらんだ中で今の浄水場の施設関係、それから機

械関係、どういうふうな格好で更新をしていくのか、あるいは更新をしないで別の方法ででき

るのかということは、慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 

その辺の方向が出た段階では当然のことながら、今の水道ビジョンの見直しは行わなければ

いけないというふうに思っておりますし、もう１つ、今年度中に従前から申し上げております

ように、平成 26年度からの会計制度の変更がございましたので、そういったことも含めた中で

財政計画の見直しを、できればこの平成 26年度中に行いたいというふうに思っているところで

あります。 

 それから、滞納の関係でありますが、増えているというようなお話でありますけれども、増

えていることは確かに事実であります。私どもも４か月未納になりますと、給水停止というよ

うなこともやっているわけですが、実際に伺うと非常に内情が厳しい家が多いというようなこ

とで、無理やり剝ぎ取るというようなこともできませんので、少しずつ分納をしていただいて

いるというのが現実であります。 

なかなか急激な成果には結びつきませんけれども、先ほど平成 27年から料金の収納管理ある

いは滞納整理、こうしたものを民間の業者のほうに委託をするというお話を申し上げましたが、

そういった中で民間の業者とよく打ち合わせをする中で、きちんと――何て言いますか、分納

はもちろんですけれども、水道料金が払えるのになかなか払っていただけないというような皆

さん方については、ある程度法的な手段というのも視野に入れた中でちょっとやっていかない

と、いつまでたってもこの分というのはもう減っていきません。そういったことをちょっと民

間の業者の皆さん方と打ち合わせをしながら、平成 27年からはちょっとその辺のところを具体

的に進めていきたいというふうに思っております。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 
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○議   長  ただいま議題となっています第 73号議案は産業建設委員会に付託します。 

○議   長  ここで休憩といたします。休憩後の再開は 11時 20分といたします。 

〔午前 11時 03分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午前 11時 20分〕 

○議   長  日程第５、第 74号議案 平成 25年度南魚沼市病院事業会計決算認定につい

てを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 74号議案、平成 25年度南魚沼市病院事業会計決算認定について提案理由

を申し上げます。まず概況を申し上げます。ゆきぐに大和病院では平成 25年度も医師確保に努

めてまいりましたが、平成 24年度末で整形外科医師２人の退職があり、さらに６月末で非常勤

の眼科医師１人が退職されるなど、医師確保は思うに任せない状況が続いております。その一

方で４月には内科医師１人を採用することができ、限られた医師数の中でありますが、地域医

療の提供と充実に努めてまいりました。 

このような医師の充足状況から業務量を見てみますと、入院患者におきましては、内科は前

年度に比べ増加しましたが、整形外科では大幅な減少となり、入院患全体では前年度比 96.6％

と前年度を下回る結果となりました。また、外来患者におきましては、整形外科及び眼科で医

師数の影響で前年度に比べ大幅に減少したところから、外来患者全体で前年度比 95.5％とこれ

も前年度を下回る結果となりまして、当初予定には入院患者、外来患者とも届かなかったとこ

ろであります。 

 決算の状況につきまして、病院事業会計の収益的収支のうち大和病院事業分は収入が税抜 36

億 6,974万円、支出が 37億 298万円となりまして、単年度の純損失は 3,324万円となったとこ

ろであります。これに新病院事業分の新市立病院建設業務の一般会計への委託及びコンサルテ

ィング業者への委託業務から生じる消費税を加えますと、病院事業会計全体の支出は 37億

2,100万円となり、病院事業会計全体では単年度で 5,126万円の純損失を計上することとなりま

した。これに前年度の繰越欠損金を加え、累積の繰越欠損金を 11億 6,423万円としたところで

あります。 

また、資本的収支でありますが、大和病院事業分につきましては税込で、収入は１億 1,014

万円、支出は１億 4,741万円となりまして、3,727万円の不足が生じましたが、当年度分損益勘

定留保資金等で補塡をいたしました。 

 新病院事業分につきましては税込で収入、支出とも４億 2,159万円で不足は生じておりませ

んが、５億 5,639万円を継続費逓次繰越として翌年度へ繰り越させていただきました。概要に

つきましては大和病院事務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議   長  大和病院事務部長。 

〇大和病院事務部長  それでは平成25年度 南魚沼市病院事業決算の概要につきましてご説

明を申し上げます。決算書の１ページ、２ページをご覧いただきたいと思います。 
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 収益的収入及び支出で税込の額です。収入では１款のみですが、大和病院事業分になります。

前年度比 98.1％の 36億 8,970万円の収入決算となりました。減額となりました主な要因は患者

数の減少と一般会計繰入金の減額によるものです。 

 次に支出です。１款の大和病院事業分では前年度比 99.0％の 37億 2,234万円となりました。

減額となりました主な要因は、非常勤医師数の減によります賃金の減と給与費の減、高額医療

器械の除却――平成 24年度はＭＲＩ等の除却がありましたが、平成 25年度はなかったことに

よります資産減耗費の減によるものです。 

 ２款は新病院事業分として 1,801万円の支出がありますが、消費税によるものです。 

収支差引では 5,066万円の損失となります。 

 ３ページ、４ページをご覧いただきたいと思います。資本的収入及び支出、税込になります。

平成 25年度から大和病院事業分と新病院事業分にわけて計上しております。収入では大和病院

事業分においては企業債の減及び一般会計からの繰入金の減によりまして、前年度比 45.3％の

１億 1,014万円となり、新病院事業分においては新病院建設が本格的になってきたことにより

まして企業債、繰入金とも増となり、県からの補助金もあり前年度に比べて大幅増の４億 2,159

万円となっております。 

 支出では大和病院事業分においては、高額医療器械等に係る建設改良費の減及び企業債償還

が終わったものがあることによります企業債償還金の減によりまして、前年度比 49.6％の１億

4,741万円となり、予算に対し不用額は 868万円となっております。新病院事業分におきまして

は、新病院整備委託等建設改良費が４億 2,159万円、翌年度繰越額５億 5,639万円となり、予

算に対し不用額は 756万円となっております。収入が支出に対して不足する額 3,727万円につ

きましては、当年度分損益勘定留保資金等で補塡するものでございます。 

 ６ページをご覧ください。損益計算書です。税抜の表示となっております。医業収益は 31億

9,182万円、介護保険収益は 4,874万円となり、医業費用の 36億 3,109万円を差し引きました

医業損失は３億 9,052万円となります。医業外収益は４億 2,917万円、医業外費用は 8,947万

円で経常損失は 5,083万円となります。これに過年度損益修正損、過年度の診療費不納欠損等

ですが、43万円を合わせますと、当年度純損失は 5,126万円となり、前年度繰越欠損金が 11

億 1,297万円となっていますので、当年度末未処理欠損金は 11億 6,423万円となります。 

 ７ページ、８ページをご覧いただきたいと思います。剰余金計算書及び欠損金計算書（案）

でございますが、記載のとおりとなっております。 

 ９ページ、10ページをご覧ください。貸借対照表です。まず資産の部です。固定資産は有形、

無形の固定資産合計で 27億 8,300万円となっておりまして、明細につきましては 35ページ、

36ページの固定資産明細書を後ほど参考にしていただきたいと思います。流動資産は現金、預

金、未収金、貯蔵品等の合計で 12億 3,744万円となっております。 

 負債の部です。流動負債は一時借入金、未払金等の合計で 11億 2,637万円となっております。 

 資本の部です。自己資本金に企業債を加えました資本金の合計 27億 6,578万円に剰余金１億

2,828万円を加えた資本金合計は、28億 9,407万円となり、負債資本合計は 40億 2,044万円で
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資産合計と一致をしております。 

 12ページをご覧ください。平成 25年度南魚沼市病院事業の概要総括事項につきましては先ほ

ど市長が説明を申し上げたとおりでございます。 

 13ページ、議会議決報告事項及び行政官庁認可事項は記載のとおりでございます。 

 14ページをお願いいたします。職員に関する事項でございますが、年度末における職員数は

全体として２名の増ということになっております。 

 続きまして 15ページ、16ページをお願いいたします。業務量であります。ゆきぐに大和病院

における入院患者数は、内科では前年度に比べて 1,679人、5.5％の増、整形外科では前年度に

比べて 3,731人、31％の減ということになりまして、全体では５万 5,742人で 1,952人の減、

マイナス 3.4％ということになりました。 

 17ページ、18ページでございますが、外来患者数です。整形外科で前年度に比べて 3,128人

の減、13.6％のマイナス、眼科で前年度に比べまして 3,507人、マイナスの 57.9％となるなど、

全体で 13万 6,309人で 6,430人の減となりました。4.5％の減ということになります。 

 19ページです。事業収入及び費用に関する事項、これは税抜になりますが、ゆきぐに大和病

院では病院事業収益が 36億 6,974万円、病院事業費用が 37億 298万円で当該年度の純損益は

3,324万円の純損失ということになりました。 

 20ページの重要契約の要旨及び 21ページの企業債及び一時借入金の概要については記載の

とおりでございます。一時借入金につきましては、前年度より 3,000万円減少しております。 

 23ページ以降は税抜の事項別明細となっておりますので、後ほどご覧をいただければと思っ

ております。以上で概要説明を終わります。 

〇議   長  次に監査員の監査報告を求めます。監査委員。 

〇監査委員  それでは、平成 25年度南魚沼市公営企業会計決算の報告を行います。審査の対

象につきましては平成 25年度南魚沼市病院事業会計決算でございます。審査の期間ですが平成

26年６月 13日から平成 26年８月 18日まででございます。審査の方法につきましては、審査は

各事業会計の決算書類が関係法令に準拠して作成されているか否か、並びに各企業の経営成績

及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するとともに、その経営の内容を分析いた

しました。審査に当たっては、決算書類と会計諸帳簿、証書類との試査、照合及び関係職員か

らの説明を徴収して審査を実施いたしました。 

 審査の結果でございますが、審査に付された病院事業会計の決算書類は、いずれも関係法令

に準拠して作成されており、かつ係数は病院事業会計の経営成績及び財政状態を適正に表示し

ているものと認めました。 

 ４ページをお願いしたいと思います。病院事業会計でございますが、業務状況につきまして

は、入院業務は一般病床 161床、療養病床 38床、外来業務は月曜日から土曜日までの週６日制

でそれぞれ業務を行いました。平成 25年度末時点では、医師 17名で前年度末より２名の減で

あります。前年度末で整形外科医２名、非常勤眼科医１名の退職があり、当年度に内科医１名

を採用いたしました。医師不足の状況は１名増えましたけれども、医師不足の状況は依然とし
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て変わりなく、限られた医師数の中での地域医療の提供と充実に努めてきました。また、新た

な取り組みとして在宅支援ベッドや脳血管リハビリ入院を開始するなど、市民生活を支える医

療を展開しながら病床利用率の向上を図りました。結果として業務量は医師の減により入院患

者、外来患者とも前年度を下回る結果となりました。 

 資本的支出の建設改良費は、医療機器として内視鏡超音波生理検査システム、画像処理シス

テム、超音波診断装置等の導入に要した費用でございます。 

 利用概況でございますが、当年度の延利用患者数は 19万 2,051人で、前年度より 8,382人の

減となりました。入院患者数は５万 5,742人で、前年度より 1,952人の減、病床利用率は 76.7％

となりました。入院患者のうち一般病床は４万 2,095人で、前年度より 1,939人の減、病床利

用率は 71.6％となっております。同じく療養病床は１万 3,647人で前年度より 13人の減、病床

利用率は 98.4％となっております。外来患者数は 13万 6,309人で、前年度より 6,430人の減と

なりました。また、１日平均の入院患者数は 153人で前年度より５人の減、外来患者数の１日

平均は 480人で前年度より 26人の減となりました。 

 経営状況でございますが、事業損益を見ると事業収益は 36億 6,974万円、事業費用は 37億

2,101万円で 5,126万円の当年度純損失となり、前年度繰越欠損金 11億 1,297万円を加えた当

年度未処理欠損金は 11億 6,424万円となっております。 

医業収支は、医業収益が 31億 9,182万円で前年度より 2,216万円の減、医業費用が 36億 3,110

万円で前年度より 2,864万円の減であります。医業損失は４億 3,928万円で、医業費用は４億

3,928万円であります。特に給与費は医師の減少や国の要請に基づく減額措置により前年度より

3,003万円の減となりました。しかし、医薬品が前年度より 2,024万円の増となっており、医業

収益が落ち込む中、医薬品等の適正管理を図られたいと思います。 

企業債の現在高は当年度に 7,048万円を償還し、１億 2,920万円を借り入れたことから６億

3,227万円で、その内訳はゆきぐに大和病院５億 4,797万円、新病院事業 8,430万円となってい

ます。また一時借入金の当年度末残高は前年度より 3,000万円減少し、５億円となっておりま

す。運転資金の不足が恒常化しており、新病院開院までには具体的な処理方法等検討願いたい

と思います。 

収益に関する比率を見ますと、総費用に対する総収益の割合で経営活動の成果をあらわす総

収支比率は 98.6％、経常収益と経常費用の対比により単年度黒字の目安を示す経常収支比率は

98.6％、病院固有の事業にかかわる医業収支比率は 87.9％となっております。 

次に資金繰りに関する比率を見ますと、短期債務の支払能力や資産の流動性を見る流動比率

は、200％以上が理想値とされますが、109.9％、当座資金と流動負債を対比する当座比率は、

100％以上が理想値とされるが 105.4％、当座資金の調達運用が円滑であるかを示す現金預金比

率は、20％以上が理想値とされますけれども、32.6％となっております。 

また前年度より新病院事業の収支を明確にするため、会計を分けることになりました。新市

立病院整備事業に関する業務は南魚沼市へ委託し、新市立病院の運営の仕組みや流れに関する

計画の策定及び医療情報システムの調達等についてはコンサルティング業者へ委託したもので
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ございます。 

結びといたしまして、隣接する魚沼基幹病院の工事も着々と進んでおり、平成27年６月以降、

魚沼基幹病院開院に伴い、魚沼地域の医療再編が加速いたします。既存病院の規模や機能、運

営形態を見直し、あらゆる医療を地域内で受けられる体制が確立されます。ゆきぐに大和病院

においても在宅支援ベッド、脳血管リハビリ入院を開始し、新たな取り組みにより病床利用率

の向上を図っておりますが、当年度は医師が２名減少する中、限られた人材や設備で医療を提

供するなど、現場の医療スタッフには敬意を表するものでございます。安心、安全な市民生活

を支える医療の提供や病院の運営は、医師や医療スタッフの努力と熱意によるものと考えられ

ます。国は高度医療を提供する病院の強化、病院の役割分担、病院同士の連携強化を打ち出し

ており、ゆきぐに大和病院の果たす役割はますます重要となってきます。毎年、医師の招聘が

最優先課題でありますが、現状では限られた医師の中で地域医療の充実を図っていかざるを得

ないものと思われます。今後とも医師の招聘と合わせ、医業収入の確保や経費の見直しを図り、

病院経営の健全化をより一層推し進めていただくよう強く望むものであります。 

なお、詳細については 38ページ以降に記載してありますので、ご参照願いたいと思います。

以上で報告を終わります。 

〇議   長  質疑を行います。１番・永井拓三君。 

〇永井拓三君  いろいろとお話を伺っている中で、一番重要なのは医師をどうやって確保す

るかという点だと思うのですけれども、今現在 19名が２名退職されて 17名になっている。全

体的に見たら約 10％近い医師が減ってしまうという中で、病院経営をしていかなければならな

い。病院経営をする、それでも何とか医業収入を上げていかなければ、確保しなければいけな

いということを考えていくと、本当に医師をどうやって招聘するかが課題だと思うのです。今

までなかなか医師が確保できないというところの問題点というのは、例えば給与の面なのか、

それとも仕事量の面なのか。そこら辺がもしわかっていれば教えていただきたいのですけれど

も。 

〇議   長  大和病院事務部長。 

〇大和病院事務部長  まず、医師が 19名から 17名になったということですけれども、ちょ

っと事情がありまして、19名、前年度末には後期研修の、たまたま２か月の先生が２人おいで

いただいた事情がありまして、実質的には１名の減ということでございます。それから医師確

保の問題、困難性といいますかそこにつきましては、医師の業務量については、本当にうちの

病院ばかりではなくてほかのところに行きましても、先生方、特に勤務医は非常に業務量が多

くなっていると、こういうことが実態でございます。 

給与につきましても、民間ですと相当高いといいますか高額な給与というところもございま

すが、自治体の病院につきましてはそう大きな開きはないかというふうに思っております。大

学などに比べますと給与の面だけで言えば、幾らか条件はいいかなというふうに思います。大

きな問題は、全国的に医師が不足しているということと、それから臨床研修制度が始まりまし

て、医師が大きな病院に集まるという傾向が顕著になったということがあります。それに伴い
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まして地方の医師が不足をしているということになっております。 

その新医師研修制度ですけれども、医学部を卒業して医師免許を取りますと、その後に２年

間の初期研修というのがあります。その後、後期研修が２年ございますが、その研修できる病

院というのが決まっているといいますか要件がありまして、その病院でないと研修できない。

地方の病院に行っても研修ができないというような仕組みになっている関係で、なかなか地方

の中小病院に医師が来ないということがございます。 

そういうことがありますので、できるだけゆきぐに大和病院としましては、これまでも取り

組んできました自治医科大学との連携、それから北里大学との連携を深めまして、その大本の

研修病院から関連病院というような位置づけになるような取り組みをずっと取ってきたのです

が、そういうことをこれからも取りながら医師確保ができるように、若い先生が来られる条件

を整えていくような取り組みをしていくということが重要かと考えております。 

先般の特別委員会のときにも病院事業管理者、院長の宮永先生から報告説明がありましたが、

平成 27年度病院再編の後の病院長の体制なのですけれども、南魚沼市民病院につきましては、

田部井先生という方が病院長になる予定でございます。田部井先生は現在、自治医科大学さい

たま医療センターの腎臓科の教授でございますが、今年度末で退職をされて南魚沼市の病院に

赴任していただくという話になっております。 

新しいゆきぐに大和病院は松島先生が院長になる、南魚沼市民病院の副院長は廣田先生が継

続して実質的な体制、対応をとっていくということになります。そういうことで自治医大から

おいでいただいた先生が増えると、その関係がより深まっていくというようなことがあります

ので、かくも含めてそういう取り組みをしながら先生が来られる環境づくりを進めていくとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

〇議   長  １番・永井拓三君。 

〇永井拓三君  今、自治体の給与がほかのところとほぼ同じ、もしくは少しよいというよう

なお話でしたけれども、若手の医師も含めて仕事を選ぶ中で一番重要視されるのは、やはり給

与面だと思います。給与面でうちの病院が優れているというふうになれば、ある程度人の目は

向いてくると思いますので、今後そういうことも含めて医師確保を進めていただければと思っ

て期待して終わりたいと思います。 

〇議   長  ６番・佐藤 剛君。 

〇佐藤 剛君  経営の方針的なことにかかわるかもしれませんので、この場で１点だけお伺

いいたします。15ページをちょっと見てもらいますと、一番下段に療養病棟の平均在院日数75.2

日があります。これは過去の推移を見ますと去年が 156日、その前が 173日、その前が 196日

で、今年度は大変少なくなっていて、これは回転をよくするというようなそういう方針があっ

たのかもしれませんけれども、まずそこの実情といいますか、内容をちょっとお聞かせいただ

きたい。 

〇議   長  庶務課長。 

〇大和病院庶務課長  今の療養病棟の 75.2日は、多分昨年 150何日とかになっていたかと思
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うのですけれども、要はこの計算上の問題がちょっとありまして、要するに今回、一番右の欄

ですが、うち療養病棟入院患者数、再掲というのがありますが、昨年は多分入院と退院という

表示だけだったと思うのです。要はここの転入と転出、要するに転入と転出というのは、院内

において一般病棟から療養病棟に行った場合が転入という形になりますし、逆の場合は転出と

いう形になります。そういった中で転入はここで一般病棟から療養病棟のほうへ増えている関

係上、これが本来の形の平均在院日数を出す姿でしたので、昨年までの表示がうそと言えばう

そになるのですが、そうではなくてこの形で出してくるのが本来の形。だから、別に減ったと

いうのではなくて、ここへ表示してある計算上からいくと、昨年が 150幾つになるのですが、

院内のやりとりをここで加えていくのが本来の形ですので、これが 75.2日ということでここに

計算の結果を出させていただいております。以上です。 

〇議   長  ６番・佐藤 剛君。 

〇佐藤 剛君  では、今までの出し方が違うということで、75日というのが大体一般的な在

院日数ということで理解いたしました。そうしますと、私が心配して質問したのは、こういう

療養病床等に入る方というのは、居場所が 75日くらいだと次のところがどうなるのだというよ

うな心配があったわけです。前年まで175日という数字がそのまままともに受け止められれば、

それは 175日もいれば経営的にはちょっと苦しいかもしれませんけれども、患者さんの立場か

らするといいなと思ったのです。けれども、75日が正しい数字だとすると、その期間で大体入

れ替わっていくということなのでしょうけれども、そうなりますと、その分在宅がそれだけ充

実してきているか。まだきていないと思いますし、受皿の関係もありますのでそれもまだない

と思います。ただ、今、病院の中には地域連携室みたいなのがありまして、そこら辺で患者さ

んとのやりとりがうまくいって、次の場所に行っていただいているのか。もしくは患者さんに

もうこのくらいですからほかに変わってくださいというようなことで、患者さん任せでかわっ

ていただいているのか。では、そこのところだけお願いします。 

〇議   長  大和病院事務部長。 

〇大和病院事務部長  大和病院事務部長。ご指摘のとおり経営的な面とそれから患者さんの

都合といいますかが、なかなか一致しないという部分も当然ございます。需要が非常に高いと

いうことになりまして、供給にも限界があるということになりますと、どうしても回転という

ことも出てくるわけですが、それに伴いまして今ほどご指摘もありましたように、在宅支援と

いうことが重要になってくるというふうに考えております。 

在宅支援につきましては、今年度新しく在宅医療部門の体制を評価しました。退院調整看護

師を配置したり、それから往診の体制も、在宅医療を中心になっていただく医師の赴任も昨年

ですか、ありましたので、その先生を中心に在宅医療、在宅復帰をということで取り組みを進

めて、開始をしたというところですが――取り組みを進めているところでございます。 

それに伴いまして訪問看護、それからホームケアステーション等々の機能も強化をしていく

ということになっておりますし、今年度、平成 26年度の診療報酬の改定でも、在宅復帰へ向け

た取り組みに誘導するような診療報酬の改定が行われております。在宅包括支援病棟ですとか、
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回復期リハビリ病棟等が設けられてきておりますが、現在の大和病院の中では取り組みがなか

なか難しいところがあります。新しい病院になることを前提にどうやったら回復期リハビリ病

棟、それから包括支援病棟等の取り組みができるかを今検討中でございまして、具体的な検討

の作業に入っているということでございます。よろしくお願いします。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

〇議   長  17番・中沢俊一君。 

〇中沢俊一君  本当に医療スタッフの皆さんのご検討には敬意を表させていただきます。１

点、新市立病院が来年開院するわけでありますから、現状の把握ということで確認をさせてい

ただきますが、累積赤字が 11億 6,000万円あるという話は今ありました。そして、毎年４億円

前後の一般会計からの繰入金があるということ。 

それから新市立病院には機器も含めますと 60億円からの投資があって、このうちのかなりの

部分が借り入れという形で上がってくるということ。そして、この部分は私はまだわかりませ

んが、旧八色園や今の大和病院の一部の解体費用がどうなってくるのか。そして、かねて話題

になっておりました、では大和病院の新建設をやるとした場合のこの辺の負担。かなりの新市

民病院丸も大量のバラストを積みながら安定を保っていると、こういうふうに理解するわけで

ありますけれども、この辺についてのこれから生まれる負担、それから現在の負担と確認だけ

ひとつ市長にさせてください。 

〇議   長  市長。 

〇市   長  新しい病院の建設については議員がおっしゃったとおりでありまして、60億

円近い金を投資するということであります。この中で今の大和病院の解体、それから向こうへ

やります今の県立病院の解体、これらにつきましては当然ですけれども、前にも申し上げてお

りますが県の負担という部分が出てまいりますので、額がどのくらいというのはちょっとはっ

きりわかりませんが、県の負担といいますか、県の補助、これらが相当入ってくる予定であり

ます。これが新たな負担になるということにはならないことであります。 

新設部分これは監査員のご指摘にもありますように、今の未処理の欠損金を、11億円、12億

円近くなるわけですが、これを一気に解決するというのは非常に難しいことでありますので、

当然それを引き継ぎながら徐々に解消していくという方向は、今、目指しているところであり

ます。 

 新しい病院の運営のシミュレーションにつきましては、医療対策室のほうで何度かこれを実

施させていただきました。先般も病床利用率が 85％だったか以上ということがあれば、大体運

営は非常に良好になっていくというようなことのシミュレーションを出しております。ただ、

実際始まってみなければ、これが本当の数値かどうかというのはわかりませので、これらをき

ちんと確保していくということが大前提だというふうに今、考えているところであります。 

大和病院の新設とか移転とかにつきましては、これも毎々申し上げておりますとおり、現在

のところでまずは40床ということで開院をいたしますが、基幹病院との連携、そして役割分担、

これらを１年あるいは２年かけて見据えた上で、大和病院の本格的な将来像は、そこで決定を
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させていただこうということでありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議   長  17番・中沢俊一君。 

〇中沢俊一君  先般の医療対策特別委員会でも、病床稼働率 85％以上あればという数値が示

されました。収益ということについてもいろいろな捉え方があるわけでして、営業収益であれ

ば確かそれがかなりの部分で当てはまると思います。ただし、今のように船で言えば、過積載

のこういう負担を持っていながら、その中で経常収支がどうなってくるかということ。こうな

ると一概にでは 85％を超えただけでは、私はどうも不安が残るのですよ。これからの投資とか

いろいろ含めて。本当に慎重に、慎重に取り組んでいただきたい。このことだけ申し添えて質

疑を終わります。 

〇議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

〇議   長  ただいま議題となっています第 74号議案は、社会厚生委員会に付託します。 

〇議   長  昼食のため休憩といたします。再開は 13時 20分といたします。 

〔午前 12時 01分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後１時 20分〕 

○議   長  日程第６、第 75号議案 平成 26年度南魚沼市一般会計補正予算（第２号）

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 75号議案 平成 26 年度南魚沼市一般会計補正予算について提案理由を

申し上げます。主な内容といたしまして、歳出では公用車更新整備事業費にバスの老朽化に

よります車両更新のための購入費として 2,384 万円、基金費には合併振興基金への繰り戻し

分１億円を追加し、繰りかえ運用分を計画どおり全額繰り戻すことといたしました。不燃ご

み処理施設整備事業費には、城之入川排水施設の設置工事における排水方式変更によります

増額分 3,620万円を計上いたしました。 

農業振興対策補助事業費では、ＪＡしおざわラック倉庫への補助金を 3,847 万円、観光交

流拠点駐車場整備事業では、道の駅駐車場等消雪施設の整備費として 3,300 万円、体育施設

整備事業費には、筑波大学石打研修所の土地購入費及び建物等解体費として 3,970 万円を新

たに計上いたしました。また、機械除雪費には２億円を追加し、総額を８億円に、土地開発

公社所有の下薬師堂と水無原公共用地の買い戻し費用として普通財産取得費に１億 6,553 万

円を計上いたしました。 

歳入では前年度純繰越金が９億 6,173 万円で確定したことによりまして、既決予算額２億

7,721 万円との差額、６億 8,451 万円を追加計上いたしました。また、普通交付税の当初算

定額の確定によりまして、３億 2,355 万円を増額いたしました。その他、介護保険、城内診

療所及び下水道特別会計の繰越金を特別会計繰入金として 8,098万円計上いたしました。 

収支差額につきましては、当初予算で充当を見込みました財政調整基金からの繰入金を３
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億円減額し、２億 8,000万円としたところであります。 

以上によりまして、歳入歳出予算にそれぞれ８億 1,024 万 9,000 円を追加し、歳入歳出予

算総額を 360億 9,354万 4,000円としたいものであります。詳細につきましては総務部長に

説明させますので、ご審議を賜りご決定いただきますようお願い申し上げます。 

○議   長  総務部長。 

○総務部長  それでは、第 75号議案について、補正項目の内容につきましてご説明を申し

上げます。14、15ページをお開きいただきたいと思います。２歳入の事項別明細書でござい

ますが、これに沿ってご説明を申し上げます。まず、９款１項１目、市長の提案理由にもご

ざいました地方交付税の追加３億 2,355万円でございます。当初算定交付決定額 99億 3,655

万円と既決の予算額 96億 1,300万円の差額の追加でございます。 

次に 13款１項１目民生費国庫負担金でございます。平成 25年度の障がい者医療費、育成・

更生医療費でございますが、それに係る精算による追加交付の受け入れでございます。次の

段、２項１目民生費国庫補助金でございますが、説明欄記載の生活・介護支援サポーター養

成事業補助金の交付決定による計上 205 万円ほど、成年後見制度の周知、組織づくりの推進

事業に係る国庫補助金 120 万円ほどの計上でございます。なお、先に申し上げました介護支

援サポーター養成事業でございますが、10分の 10の補助でございますが、７月 17日に交付

の内示がございまして、この補助対とするには速やかに事業実施が必要ということで、歳出

の分、老人福祉高齢者生活支援事業費でございますが、そちらのほうへ社会福祉協議会への

委託料として歳入に同額の額を予備費で対応させていただきましたので申し添えます。 

 次に２節の児童福祉費補助金でございます。平成 27 年度に施行予定でございます、子ど

も・子育て支援制度の円滑な移行を図るためとして、保育緊急確保事業で新制度における地

域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援することが決定されたことに伴いまして、当市

の地域子育て支援拠点事業、それから私立の保育園の保育士等の処遇改善特例事業などが、

現在の財源でございます安心こども基金事業から新制度のほうの保育緊急確保事業に移行い

たしまして、国庫補助分 2,833万円ほどを計上するものでございます。 

４目教育費国庫補助金では、１、２節の小中学校費で理科教育用品整備に係る補助金２分

の１相当額の追加でございます。３節幼稚園費でございます。私立の幼稚園３園、90人分に

対します就園奨励費の補助単価の増に伴う追加でございます。４節は社会教育費でございま

すが、塩沢地域、大沢地内の県道拡幅、六日町地域は畦地地内の県営土地改良事業に伴う遺

跡試掘調査の箇所の追加でございます。 

６目総務費国庫補助金でございますが、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交

付決定が内示になりました。住民基本台帳関連システム改修分及び中間サーバー、市町村負

担分 908 万円の計上でございます。なお、改修分の歳出につきましては 1,110 万円ほど当初

予算に計上済みでございます。 

最下段は 13款３項４目商工費委託金でございます。説明欄記載の補助金執行が、当初は民

間機関を通じてでございましたが、国と市の委託による執行に変更されましたので、諸収入
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雑入のほうへ計上しておりました収入 250 万円を国庫委託金として受け入れるものでござい

ます。 

 16、17ページをお願いいたします。14款１項１目民生費県負担金でございます。国庫負担

金でご説明申し上げました平成 25年度の障がい者医療費追加の県負担分でございます。 

次に２項県補助金でございます。２目の民生費では、２節児童福祉費の部分で、児童福祉

費国庫補助金でこれもご説明申し上げました、保育緊急確保事業による安心こども基金事業

から保育緊急確保事業補助金への移行に伴う増減でございます。５目農林水産業費では農業

台帳システム改修に係る補助金、10分の 10の相当額の計上でございます。６目商工費では、

平成 23年度の新潟・福島豪雨で被災いたしました五十沢キャンプ場施設の改修事業に係る県

補助金決定による計上でございます。８目の教育費でございますが、先ほど申し上げました

遺跡試掘調査に係る県補助金の分の追加でございます。 

16 款以降、寄附金でございます。Ⅰ目の一般寄附金では 36万円を、ふるさと納税では 21

万円をそれぞれ記載の皆様方から、２目の指定寄附金では、長岡信金様から浦佐グラウンド

のジュニアサッカーゴールの購入費として 30万円を、株式会社プリンス様からは「南魚沼の

おいしい湧き水」売り上げ１本１円で 17万 4,000本分を自然環境保全にということでご寄附

いただいたものでございます。それぞれありがたく受納させていただきました。 

めくっていただいて 18、19 ページをお願いいたします。17 款以降、特別会計繰入金につ

きましては、先ほど市長が提案理由で申し上げたとおりでございます。次に２項１目財政調

整基金繰入金につきましても、市長が提案理由で申し上げたとおり既決の繰入金予算を３億

円減額するものでございます。 

18款繰越金でございます。これも市長が提案理由で申し上げました前年度純繰越金につい

て６月定例会でご決定いただいた追加補正分２億 7,721 万円を差し引きまして，６億 8,451

万円の計上でございます。 

次に 19款４項７目広域行政受託事業収入でございますが、湯沢町さんとの受託事業に係る

収入の受け入れの部分でございます。前年度の精算過不足を実績によりこの定例会で行うこ

ととしておりまして、それぞれ説明欄に記載のように精算いたしました。合計では 2,198 万

円の減額でございます。 

めくっていただきまして、20、21ページをお願いいたします。19款５項３目雑入では、２

節民生の部分で説明欄記載の額の計上でございます。６節商工の部分では、先にご説明申し

上げました説明欄記載の事業補助金の国庫委託金への移行による減額でございます。20款は

市債でございます。１目では合併特例債事業の増、この後，歳出のほうで申し上げますが、

上田地区の学童クラブ施設建設工事増、それからわかば保育園の整備費補助金市負担額の増

に伴うものでございまして、まちづくり建設事業債で 470万円、地域づくり資金貸付で 30万

円の追加でございます。以上が歳入の部分でございます。 

めくっていただきまして、22、23ページをお願いいたします。事項別明細書の３歳出でご

ざいます。１款議会費でございます。説明欄の丸、議会一般経費で議会活性化市民会議開催
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に係る諸経費 24万 8,000円の計上でございます。下段の丸、議会補助・負担金事業では、来

年度平成 27年度が統一地方選挙の年でございます。ついては県市議会議長会の春の定期総会

を今年度前倒し開催することによりまして、市議会議長会負担金の追加でございます。 

次が２款総務費でございます。１項１目一般管理費は議会常任委員会の管外視察の随行に

係る職員旅費の追加をお願いするものでございますし、防犯灯、街路灯、灯具支給要望の対

応不足分といたしまして、ＬＥＤ50基相当額の追加をお願いするものでございます。 

２目電算対策事業費では、歳入、国庫補助金の部分で申し上げました社会保障・税番号制

度システムの情報ネットワークに参加するための中間サーバー利用に係る市負担金の計上で

ございます。 

４目車両集中管理費は、説明欄の丸、公用車更新整備事業費は市長の提案理由にございま

したバスの更新でございます。大型 42人乗り１台の購入でございます。なお、更新対象バス

は平成 10年式の大型 52人乗りで走行距離は 34万キロほど、車検費用の参考見積もりをとり

ましたら 350 万円以上必要になるということで、このたび更新をお願いするものでございま

す。 

６目財産管理費では説明欄の丸、庁舎整備事業費でございますが、六日町駅前通りに名倉

堂さんの現在空き地になっております、そこと本庁舎の駐車場等を連絡通路として使用でき

るようにするために駐車場との段差を階段なりスロープなりで解消する工事費の計上でござ

います。次の普通財産費は、旧東保育園ほかの立木伐採等の委託費でございます。最後の丸、

基金費は市長が提案理由で申し上げました、合併振興基金繰りかえ運用分の繰り戻し、１億

円の追加でございます。繰りかえ運用分に係る繰り戻し計画は、平成 23年度から平成 26 年

度の４年間で総額 19億 6,182万円を繰り戻すとした計画でございます。最終年度でございま

す平成 26年度に、当初に 4,800万円、このたびの追加１億円を含め１億 4,800万円で繰り戻

しは終了となるものでございます。 

７目企画費、説明欄の丸、集落振興事業費でございますが、川窪区の集落集会施設の下水

道つなぎ込みにあわせたトイレ改修分の補助追加、30%補助でございます。次の丸、交流事業

費では国際大学の共催事業等に係る負担金、環境整備分の追加でございます。今年はいろい

ろなインターナショナルフェスティバルをはじめ共催をやっておりますが、マイマイガが大

変あの地区で発生したということで、環境整備ということでそれに係る市の負担分の計上で

ございます。 

めくっていただきまして 24、25ページをお願いいたします。８目地域開発センター費でご

ざいます。大巻地域センターの壁紙等の修繕料の不足分対応、公会堂費は薮神地区センター

まほろばの消雪用井戸の改修でございまして、揚水ポンプ入れかえ等で 400 万円の計上でご

ざいます。 

９目バス運行対策費は、歳入で申し上げました湯沢町さんとの広域行政の受託事業精算減

による財源内訳の構成でございます。 

２段目になります。３款民生費１項２目の心身障がい福祉費でございます。説明欄の丸、
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心身障がい福祉一般経費 1,095万円は、平成 25年度障がい者自立支援給付費、重度心身障が

い者医療費助成事業等の確定に伴う国県負担金補助金の精算返還金の計上でございます。 

３目老人福祉費の丸、市民後見推進事業 120 万円ほどは、成年後見制度検討会議というの

を市で設置して協議しておりましたが、平成 25年度で終了いたしましたので、その報償費費

用弁償の減、歳入で説明した後見制度の周知、組織運営の推進事業の社会福祉協議会への委

託料の計上でございます。 

８目老人ホーム魚沼荘管理運営費は、先ほどもございました湯沢町さんとの受託事業収入

の精算増による財源内訳構成でございます。 

３段目は２項１目子育て支援費でございます。説明欄の丸、学童クラブ施設整備事業費は

上田クラブ消雪設備工事の追加、次の丸、こども医療事業費から次のページにわたっており

ます養育医療費助成事業費は、平成 25年度の各医療費助成事業の確定による県補助金の精算

に伴う返還金の計上でございます。 

めくっていただいたところの 26、27ページの分でございます。３目児童福祉施設費、説明

欄最初の丸、常設保育園管理委運営費 457 万円余りは、子ども・子育て会議委員の報酬費用

弁償の増減、子育て支援後援会の開催委託、施設備品は石打保育園におきます取り外し式の

車いす用スロープの購入でございます。最下段は延長保育促進事業等の特別保育事業の確定

に伴う県補助金の返還金でございます。次の２つの丸、公設民営保育園、私立保育園委託事

業費は、歳入のこれも国庫補助金でご説明申し上げましたが、保育緊急拡張事業の実施によ

る私立の保育園、保育所の人事確保対策としての賃金改善、保育士等処遇改善臨時特例事業

を公設民営の保育園では３園でございますが、市単独費として対応しているところでござい

ます。その３園分 551 万円余りを、下の私立４園につきましては国庫補助を受けての実施で

ございまして、758 万円余りを追加するものでございます。最後の丸、保育園等施設整備費

では石打保育園ほか４園の修繕工事費追加、わかば保育園に係る安心こども基金の基準額の

変更によりまして、県及び市負担分 1,286万円ほどの追加でございます。 

次の３項１目生活保護総務費では、平成 25年度の生活保護費国庫負担金等の精算によりま

す返還金でございます。 

その次４款１項２目健康診査事業費では、健康教育事業、簡易検査など県健康増進事業補

助金の精算返還金でございます。 

めくっていただきまして 28、29ページをお願いいたします。４款以降、保健衛生費の続き

でございます。４目医療対策費は、これも湯沢町さんとの受託事業収入精算減によります財

源内訳の構成でございます。 

次の段２項１目環境衛生費、環境衛生費一般経費では、先ほど申し上げましたが７月中旬

からマイマイガが特に六日町地域から大和町地域にかけて大量発生が確認されたということ

でございます。公共施設に産みつけられました卵塊、卵の除去作業委託 78万円余りの計上で

ございます。所信表明で市長が申し上げたように、市民の皆様にもこの卵の除去をお願いし

たところでございまして、公共施設につきましては職員でできるところは作業を行っている
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ところでございますが、高所作業車が必要な部分につきまして、委託で除去作業を実施する

ものでございます。 

その下、３項清掃費、説明欄の丸、可燃ごみ処理施設運営費では、し尿処理施設の廃止に

向けた排水処理方法を検討しているところでございますが、その決定に当たって水質検査実

施の手数料を計上するものでございます。次の丸、不燃ごみ処理施設整備事業費は、市長が

提案理由で申し上げました当施設周辺地域での浸水被害の防止対策としての排水施設の設置

工事費追加で 3,620万円でございます。 

次の段、５款１項１目労働諸費では、湯沢町さんとの受託事業収入、職業訓練業務に係る

ものでございますが、精算減による財源内訳の補正でございます。最下段は６款１項１目農

業委員会費でございます。歳入で申し上げました農業台帳システムの改修業務の委託料の計

上でございます。 

めくっていただきまして、30、31ページをお願いいたします。６款１項の農業費の続きで

ございます。２目農業振興費の説明欄の丸、農業振興一般経費では、現在、南魚沼産コシヒ

カリの販売促進活動を行っているわけですが、中京地区以西の販売促進を新規に活動すると

いうことで、魚沼みなみ、しおざわ両ＪＡの補助金、旅費相当でございます。追加 33万円で

ございます。次の丸、農業振興対策補助事業費ではＪＡしおざわのラック倉庫整備というこ

とで、強い農業づくり推進事業補助金市負担分 3,847 万円余りの計上でございます。3,847

万円は、事業費の補助残の 10分の１相当額でございます。鳥獣被害防止対策協議会には、サ

ル被害の対策用の箱穴 10基相当額の追加でございます。最後の丸、農業体験実習館事業費は

レイホー八海の室内用品、スリッパが創設当時からかえていないということで、それの購入

でございます。 

４目農地費の説明欄の丸、土地改良事業費では農地災害関連区画整備事業、吉里地区で実

施しております県単農業農村整備事業の附帯工、工種はのり面保護コンクリートでございま

す。その増工分の追加でございます。次の丸、農集事業の対策費でございますが、事業費調

整による繰り出し金の減額でございます。次の丸、多面的機能支払事業でございますが、市

長の所信表明にもございました、市内の全農振農用地 5,825ヘクタールほどでございますが、

そのうち 93%、5,435ヘクタールほどになりますが、そこで取り組みが実施されることとなり

まして、1,353万円の追加でございます。 

次の５目揚水設備管理費は、余川第一ポンプの送水管修繕料の計上でございます。 

次、下段の表、２項１目林業振興費でございますが、南魚沼の木で家づくり事業補助金、

ことしは大分好調でございまして、16棟分、800万円の追加でございます。当初予算枠は 10

棟分でございますが、７月末で交付決定済みでございます。 

その下、２目林道事業費では、林道大崎水尾線の現地を再調査した結果、説明欄記載の費

目の増減をお願いするものでございます。 

めくっていただきまして、７款１項商工費でございます。Ⅰ目商工業振興費では、これも

市長の所信表明にございました市内中小企業の人材育成推進等に係る説明欄記載の補助金、
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延べ 16人分、31万円を追加したいものでございます。当初予算枠は 40万円でございました

が、ほぼ枠いっぱいの 39万円余りを既に交付決定済みでございます。 

２目観光振興費では、これは市長が提案理由で申し上げました道の駅駐車場等の消雪施設

整備工事費及び電気料、計 3,348 万円余りの計上でございます。中段は８款土木費でござい

ます。２項２目道路橋りょう費説明欄の丸、道路橋りょう維持補修事業費では、市道舗装補

修に係る委託料が１,200万円のほか、田中町の木橋修理材、小川の共同井戸組合管理の井戸

修繕で、２分の１相当額の補助金 80万円を計上でございます。次の丸、交通安全交付金事業

費は、区画線の消失箇所、カーブミラーの修繕工事の追加でございます。 

３目でございます。道路橋りょう除雪費でございます。これは市長が先ほど提案理由で申

し上げました機械除雪委託料追加２億円のほか、塩沢地域、市道仁田山本線の消雪用ポンプ

交換に係る南魚沼土地改良区への負担金の計上でございます。最下段は３項１目河川総務費

でございます。塩沢地域は上十日町地内城之入川の転倒堰と調査業務委託、大和地域では三

用地内、中沢川の護岸修繕のほか４河川の修繕工事等でございまして、河川管理費計で 2,050

万円の追加でございます。 

めくっていただきます。34、35をお願いいたします。４項１目都市計画総務費でございま

して、国道 17 号浦佐バイパスの魚沼市十日町地区で供用開始が今年度に決定いたしました。

それに伴う開通式の負担金 80 万円の計上でございます。なお、供用開始日につきましては、

現在調整中ということでございます。 

次に２目の都市計画事業費でございますが、公共下水道事業補助対象事業が当初見込みの

繰り出し分よりも追加となりまして、その部分の追加でございます。その下、３目都市計画

施設費では六日町駅西口のエレベーターの修繕料、４目公園費では大和地域の児童公園、上

島公園ほか３公園の遊具の修繕料の計上でございます。 

次の段、５項１目住環境整備事業は、市営住宅管理費で泉盛寺団地ほか４住宅の修繕料の

追加でございます。 

次の６項１目国土調査事業費では、過年度事業に係る地理訂正、地籍更正 11筆分でござい

ますが、委託料の追加をお願いするものでございます。 

最下段は９款１項１目常備消防費では、消防業務に係る湯沢町さんとの受託事業収入精算

減に伴う財源内訳の構成でございます。 

２目の非常備消防では、女性消防団員の活動服のほか、消防団再編に伴いまして所属がか

わりました。ついては部章等の購入費の計上でございます。 

 めくっていただきます。もう先ほどちょっと話してしまいまして大変恐縮でございますが、

教育費でございます。１項１目では先走ってお話ししてしまいましたが、上関小、大和中学

校の外国人児童生徒の支援を行う日本語支援非常勤講師１名分の賃金の追加でございます。 

その下、２項１目でございますが、歳入で申し上げましたところの理科教育備品、用品整

備の追加でございます。 

３項１目中学校教育運営費では、暖房器、消雪設備等の修繕の追加 300 万円、及び前項で
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申し上げました理科教育部品、用品整備の追加でございます。 

２目中学校整備費では、中学校統合に関連いたしまして、城内中学校の用地及び建物の購

入で 1,350万円の計上でございます。 

最下段は５項１目私立幼稚園振興事業費でございますが、幼稚園就園奨励補助に係る国の

補助基準の変更によりまして、当初見込み比較１人当たり３万円ほど増になりまして、322

万円ほど追加するものでございます。 

 めくっていただきます。38、39 ページでございます。６項２目公民館費でございますが、

説明欄の丸、公民館施設管理費で塩沢、大和公民館さわらび分でございますが、修繕料不足

分の追加、それと塩沢公民館では桜の枝打ちの委託料の計上 101万円でございます。次の丸、

セミナーハウスでございますが、更地となりました欠之上セミナーハウス駐車場のクロカン

大会等、冬季利用時における除雪費の計上でございます。 

３目図書館費では、臨時職員１名分の賃金の追加でございます。 

４目文化行政費では、歳入でご説明申し上げました遺跡試掘調査委託料の追加でございま

す。 

次の段、７項１目保健体育総務費でございますが、ディスポートの施設備品の更新でござ

います。具体的には血圧計でございます。 

２目体育施設費では、体育一般管理費でディスポートアリーナの照明修繕料の追加、体育

施設整備費では、市長が提案理由で申し上げました塩沢地域は大原地区の筑波大学石打研修

所の用地購入及び建物解体費の計上でございます。土地面積は６万 3,500 平米ほど、建物は

研修棟ＲＣ造りでございます、１棟。宿泊棟Ｓ造り、ＲＣ造り３棟、倉庫が１棟で延べ面積、

建築面積でございますが 1,370平米ほどでございます。 

次の３目学校給食費では、六日町の給食センターの冷房施設、それから大和給食センター

の熱風の消毒保管庫１基の更新でございまして、420万円の計上でございます。 

最下段は 11款災害復旧費でございます。３項１目公共その他施設災害復旧費でございます

が、歳入は商工費県補助金でご説明申し上げました、五十沢キャンプ場施設復旧工事費の追

加 120万円でございます。 

 めくっていただきまして、40、41ページをお願いいたします。13款１項１目普通財産取得

費でございますが、これも市長が提案理由で申し上げました土地開発公社所有の公共用地の

購入でございまして、下薬師堂 2,400平米ほど、水無原の公共用地１万１,860平米ほど、合

わせて１万 4,260平米ほどの買い戻しでございます、１億 6,553万円の計上でございます。 

 戻ってきまして８ページ、９ページをお願いいたします。８ページをまずご覧いただきた

いと思います。第２表、債務負担行為の補正でございます。小中学校及び特別支援学校の教

職員用のコンピュータ及び校務支援ソフトの更新に係るものでございます。期間は平成 26年

度から平成 31年度まで、限度額が２億 4,463万 9,000円の債務負担行為の追加をお願いした

いものでございます。対象施設は小学校が 19校、中学校が６校、総合支援学校１校、給食セ

ンター３か所のほかに教育委員会学習指導センターでございまして、コンピュータの台数は、
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教職員分で 530台、共有分としまして 30台の 560台の計画でございます。 

続きまして９ページは、第３表、地方債の補正でございます。歳入、市債でご説明申し上

げました合併特例債等の追加でございまして、500万円を増額し、限度額 41億 3,720万円を

41億 4,220万円に変更をお願いしたいものでございます。 

１ページに戻っていただきます。大変長くなりましたが、これまでご説明申し上げました

内容によりまして、歳入歳出それぞれ８億 1,024万 9,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 360億 9,354万 4,000円とさせていただきたいものでございます。以上

で詳細の説明を終わらせていただきます。 

○議   長  質疑を行います。なお、質疑に当たってはページを示して発言をお願いい

たします。６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  では、前のほうから、８ページの今説明があった債務負担行為の補正とい

うところですけれども、小中学校のコンピュータ等の更新ということで、時期が来れば更新

するのでしょうけれども、ちょっと単価的なことです。２億 4,400 万円ということで、560

台ですか、そうすると多分 43万円ぐらいの金額で、私たちが使っているのとはちょっとレベ

ルが違うというかそういうのでしょうけれども、非常に感覚からすると高いような気もする

のです。そこら辺をもうちょっと、こういう周辺ソフトとかそういうのもあるのだというこ

とを若干教えていただいて、43万円が納得いくような説明をいただきたいと思います。 

 次でありますけれども 23ページです。基金費の合併振興基金の積立金のところです。これ

は市長の説明もありましたけれども、当初予算の 4,800 万円と今回１億円を合わせて繰り戻

し終了ということです。ちょっと調べてから聞こうと思ったのですが、調べられないのであ

れですけれども、私の記憶だと予算編成時に１億 4,800 万円ではなくて、２億 4,800 万円だ

ったかという気もするのですけれども、そこら辺のいきさつというか成り行きをちょっと教

えていただきたいという気がします。 

 もう１点、33ページ、中段辺に交通安全対策交付金事業費ということで、交通安全施設工

事費があるのですけれども、区画線等の引き直しということでお話ありました。私が走って

いても、市道関係は大分量が多いのですが、この 450 万円ぐらいの追加で、どの程度の引き

直しといいますかができるのか。相当――全部一度になんてやれないのでしょうけれども、

計画的な引き直しというかそういうのになっているのか。そこら辺を教えていただきたい。

以上です。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  それでは、パソコンの件についてご説明いたします。現在使っているのが「ス

クールオフィス」というソフトでございまして、平成 21年９月に導入しまして、ここで５年

目で期限が切れるということでございます。この会社が今後継続していけばよかったのです

が、これが継続をしないでということで、今回新たにまた導入しなくてはいけないというこ

とでございます。これについて平成 26年度に業者の選定、機種の選定、ソフトの選定等をし

まして、平成 31年までの契約をさせていただきたいと思います。 



 - 38 - 

導入については順次準備をしまして、開始については平成 27年４月１日を目標にしており

ます。平成 26年度については、事業費とすればゼロでございまして、こちらについては機械

の導入とかそういう機種選定をやっていくということです。それで、平成 27年度に 4,892万

円ほど、それから平成 28年度に同じ金額を５年間、リース料込みで使わせていただいて、合

計金額が２億 4,463万 7,000円ということになっております。 

これは学校の先生方が、我々もそうですけれどもいろいろなメールだとか回覧板、それか

ら出席簿の入力だとか、成績、要録、あと通知表等もできるということですがそういうもの

と、それからあと学校教育課の県とのそういう文書のやりとりとか、備品の監理とかをやっ

ているソフトでございます。これらについて、ことし選定をして導入をさせていただきたい

ということでございます。以上です。 

○議   長  情報管理室長。 

○情報管理室長  今ほどの件について少し補足をさせていただきます。先ほど単価といい

ますか項目の金額が高いのではないかというところでのご質問でありましたので、その詳細

のほうを少し述べさせていただきます。まず、２億 2,400 万円というのが全てのものになり

ますので、まずサーバー、それから設定費、その辺が約 1,927万円。 

あと、教職員の先生方にお配りをする端末 560 台になりますが、これが約１億円程度でご

ざいます。大体、今、設計の段階で見ておりますのが１台当たり 18万円ということで見てお

りますが、ここの部分については端末のほかに設置をされます通信機器であるとか、バッテ

リーであるとか、そういうものを含みますので少々高くなっております。 

そのほかにソフトウェアといたしまして、各端末を監視する装置がつきますので、そこの

部分が約 5,400 万円、それがつきます。あとは教職員の先生方の校務支援、通知表ですとか

要録であるとかグループウェアの部分ですね、その辺のソフトウェアの部分が約 5,100 万円

ということで、おおむね２億 2,400万円ということになっております。以上であります。 

○議   長  総務部長。 

○総務部長  合併振興基金の件でございますが、３月の専決補正で１億円追加させていた

だきましたので、当初予算時の２億 4,800万円から１億 4,800 万円へということでございま

す。以上でございます。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  33ページの交通安全施設工事費ですけれども、予算のうち安全柵と外側線を

考えております。外側線につきましては、今のところ 1.5 キロメートル両側ということで考

えております。以上です。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  基金費の件につき私はちょっと調査不足でしたので、ありがとうございま

した。 

パソコンといいますか債務負担行為の関係ですけれども、総計すると単価が高くなるとい

うことで、サーバー等いろいろ含んでということです。私等の感覚からすると今までのもの
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が更新されるので、そこら辺で、例えばサーバーが昔のままではだめなのかとか、周辺機器

とか配線とかはそういうのでという感覚があったのです。ですが、先ほどの説明だと継続は

できなかったという面もあって、全部含んでこういうふうな積み上げで高くなったという理

解でよろしいのか、というところの確認だけひとつお願いします。 

 あと区画線ではなく外側線でした。済みません、ありがとうございました。ただ、1.5 キ

ロというと大変少ないですよね。先ほど言いましたように、私が車に乗っていて見る限りに

おいても相当数があるのですけれども、そこら辺は計画的に進める予定はおありなのかとい

うところだけ確認をさせていただきます。 

○議   長  情報管理室長。 

○情報管理室長  ５年で更新ということで、前の機種が使えないのかというご質問であり

ますが、まずハードウェアにつきましては、今、５年で保守が切れます。これにつきまして

はどこのメーカーでもそうですけれども、５年を過ぎるともう修理ができないという格好に

なります。最大延長しても７年とかというところが場合によってはできることがありますが、

通常は５年で機器については更新をします。端末については、もう５年を過ぎると部品がな

くなりまして修理すらできないという状況になってきております。そういう面で５年という

のが基本になります。 

あとソフトウェアにつきましては、買い取りができるソフトウェアも中にはあるのですけ

れども、通常でありますと５年間の使用料を買い取るということになりますので、そこで６

年目からは新しい契約が必要になってくるということでございます。以上です。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  外側線につきましては、春先に通学路等を中心に引かせていただきましたが、

現状を見る限り、議員がおっしゃるようにまだまだ消えている箇所が多いということで、今

回補正をお願いしたところです。これで十分ということではありませんので、順次計画を立

てて今後整備をしていきたいと思っております。以上です。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  20番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  39ページをお願いいたします。体育施設整備事業費 3,970万円。３項目を

お願いいたします。ようやく筑波大学研修所の土地を市が購入するということで、ここ 10年

来この問題ですったもんだしてきて、野球場ができる前から市長にもご足労を願ったり、何

やら感慨深いものがあるわけですが、３項目質問をさせていただきます。 

まず、現状ですけれども、県道万条新田越後中里停車場線、運動公園から出ていくところ

で、非常に見通しが悪いということで、これはもう長年地元からの苦情があるわけです。そ

れとあと駐車場の問題。ここのところ野球場ができてから、特に土・日の駐車スペースが足

りないという問題が発生している。イベントがあるときには大変だというところで、こうし

た問題が、筑波大学の用地を市が購入することによって改善するかなという期待があるわけ

ですが、それのところ。できれば購入したらすぐにでも、来年度多目的グラウンドができた
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らもっと大変になるでしょうから、それまでにある程度駐車場とか、出入りの見通しのよさ、

そうしたものを改善しておくべきではないかと思うわけですが、それのところの考え方をお

聞きしたい。 

 ２点目ですけれども、あそこは遺跡発掘調査というのが必要なのかどうか。筑波大学はや

ったのかどうか。今後あそこを活用する場合に、そうした遺跡発掘調査というものが必要に

なるのかどうか。 

 ３項目目は、大原運動公園については、第２期工事ということで基本計画があったわけで

すが、もう１回つくり直すという担当課の話も聞いております。今後のこの土地を含めた第

２期計画について、今の見通しについてお伺いをいたしたい。以上、３点お願いしたいと思

います。 

○議   長  企画政策課長。 

○企画政策課長  ご質問の点をお答え申し上げます。まず、筑波の用地の利用の方法でご

ざいますけれども、ご指摘のように大会等がございますと、周辺の駐車スペース等が不足し

ている状況でございます。当面は、今現在舗装されている部分が一部ありますので、そこを

駐車スペースとして使っていきたいということでございます。今ほどご質問の中にもありま

したとおりで、大原運動公園の２期計画の中で正式なものを決定しながら、整備は進めるも

のだと考えております。当面すぐに駐車場をそこにどんどん整備するということは想定して

ございません。 

 それから遺跡の発掘調査につきましてですが、ここのエリアは出る部分になっておりまし

て、当然、工事の概要――特に土を掘削する工事がありますと、必ずその前に調査が必要に

なるというふうに認識しております。 

それから２期工事の策定がえでございますけれども、これにつきましては、今、多目的グ

ラウンド等整備が進んでおりますが、これと並行しながら今後のことも進めてまいりたいと

思います。筑波のほうの用地につきまして、６万 3,000 平米ほど一括で購入する形になりま

すので、それを含めた形で再検討する形になりますが、いずれにしましても財政計画等を見

ながら、慎重に進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議   長 見通しは。総務部長。 

○総務部長  少し補足させていただきます。まず、筑波の遺跡発掘調査ですが、今ほど課

長が言いましたように、私どもでする必要が出るということで、事前・・・はございません。 

それと、出入口のというのは、筑波の用地へ入る部分ではなくて、現行の市道から県道へ

出るところということでしょうか。（「多目的グラウンドのところから県道へ出る」と叫ぶ者

あり）上へ上がるところでしょうか。それについても今ほど課長のほうで申し上げたとおり、

次の計画の中でいわゆるルート的なものも考えた中での対応をしていきたいと思います。以

上でございます。 

○議   長  20番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  了解しました。ただ、県道への出口については、多目的グラウンド、それ



 - 41 - 

からあとテニスコートからずっと道路へ来て出るところですが、非常に見通しが悪いという

ことで、長年地元のからの苦情が絶えないところであります。市の土地になれば、あの上部

だけでも崩せば見通しは非常によくなりますし、改善されます。それのところは２期工事と

あわせてというのは、全くそのとおりで何も言うことはないのですが、少しその辺のところ

を検討願えればと思っています。要望ではございませんが――要望になってしまいましたが

よろしくお願いします。 

〔「はい、します」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  15番・中沢一博君。 

○中沢一博君  ８ページの件でもう一度確認というか、今しかできないものですからちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。平成 21年９月のときのパソコン購入に関しては、議

会でもかなりもめたかと思います。リースにするか購入にするかとか、いろいろまた細かい

こと等、初めての部分でありまして、かなり論議をした中でこういう形になって５年間来た

わけでございます。 

私だけかもしれませんけれども見ている限りにおいては、どうも本当に使い切ってきたの

かというのが正直のところ実感でございます。教室にして１週間にどのくらい使ってきたの

だろうか、子どもたちにこのお金を通した中で活用されてきたのだろうかということを、ま

ず第１点に私は感じております。 

購入するときはすごくソフトの面とかそういうのが大事であるというそれはそこでありま

した。ですから、子どもたちにお金を惜しまないでしてあげたいという思いで、私たちはこ

れを押してきたわけですけれども、これで５年間を通して教育委員会としてどう成果を見て

おるか、１点ちょっとお聞かせいただきたいと思っています。 

 もう１点は 33ページの機械除雪で２億円プラスという件でありますけれども、市長の所信

表明の中にも、機械除雪は雪が少なかったにもかかわらず８億 8,600 万円となったという報

告をされております。確かにここの近年なかなか――当初私たちは６億円ということできて、

今まで我々議会は平均７億円ぐらいかかると聞いてきたのですけれども、ことし機械除雪に

ＧＰＳシステムを導入して、執行部のあれだと効率化だとか、除雪業務の厳格化をした中で

導入をしてまいったという報告を受けているわけです。そういうことを考えると本当にただ

単に２億円――いっぱいかかるかもしれないけれども、少なくなったにもかかわらずお金が

どんどんかさんできている。そういう理由は何かということをちょっとお聞かせいただきた

いと思っています。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  パソコンにつきましては、市役所の職員が使っているパソコンと同じように、

朝、教職員が来たら必ず立ち上げないと仕事ができないというシステムになっておりまして、

利用率についてはもう 100％、先生方また学校教育課のほうも使っております。以上でござ

います。 

○議   長  建設部長。 
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○建設部長  除雪費でございますが、平成 25年度がおおよそ８億円、その前が 10億円ち

ょっとということです。雪の割に高いかというふうな感覚を受けるわけですけれども、もと

もと除雪費の中には稼働費と固定費があります。固定費といいますのが、機械の管理費であ

りまして、動く、動かないにかかわらずかかるものということで、その分は必ずかかるとい

うものです。 

そして、昨年に比べまして２度ほど途中で労務費が上がりました。実質的には２割ほど上

がっておりますので、８億円という費用がかかっております。ですので、ことしにつきまし

ても当初６億円で予算を組ませていただきましたが、８億円はかかるだろうということで、

事前の準備として今回計上させていただきました。以上です。 

○議   長  15番・中沢一博君。 

○中沢一博君   最初にパソコンの件ですけれども、教務員の件はわかりました。生徒の

部分ですけれども、大体週何回ぐらい使われたというふうに実感しておりますでしょうか。

パソコン教室というかがありますけれども、そういう部分をちょっと私――せっかくこうい

うふうにこれから一生懸命に投資をしようとしているわけですので、有効に活用してもらい

たいというのが、多分我々議員の部分であるかと思うのです。そこをせっかくの宝の何とか

にならないようにしてもらいたいという部分のちょっと方向性というか、今までとまた違っ

た部分でこういう角度でやっていきたいというような部分が、ちょっと私どもにお示しでき

たらありがたいと思っております。 

 ２点目の機械除雪の件ですけれども、ちょっと私勉強不足で恐縮でございますが、今回、

待機費というものをある程度かさねてこういうふうにしたいというお話だったかと思うので

すけれども、機種によって違いますけれども、待機というのは大体１台どのくらいの部分を

想定してやっているのかということ。 

あと、何回も私ども議会のほうで言っておりますけれども、排雪のあり方というものを、

行政区長会等でも重々今後方向性等をお話しをして、本当にご理解をいただいた中で、より

よい機械除雪を進めていっていただきたいという観点から、お聞かせいただきたいと思って

います。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  パソコンの利用についてですが、中学校については技術家庭の部分で授業と

してやっておりますが、小学校の部分についてはそういうあれがありませんので、例えばイ

ンターネットを使うとかそういう形になろうかと思います。週何回という部分につきまして

は、ちょっと調査をさせていただいて後日報告させていただきたいと考えております。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  固定費につきましては、貸与するロータリーで大体１か月で 20万円ほど、委

託をしているドーザーで１か月 35万円ほどになっております。 

それで最初の質問の中でＧＰＳのシステムを導入した際のげんかく化、効率化ということ

で答弁が漏れておりましたので、お答えさせていただきます。位置情報を持つということで、
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効率化、厳格化ということにつきましては、効率化につきましては除雪がスムーズにいくと

いうこともありますけれども、事務をしています職員――特に集計のほうですけれども、こ

れ自体が即座に動いた瞬間に出てくるということで、かなりの効率になっております。残業

しているものがなくなったということでございます。 

厳格化につきましては、実際雪が降っていて出動するわけですが、出動基準に満たないで

出動しているのではないかと思われる場合があります。そのような場合、市民の方からご連

絡をいただいたり、パトロールで見た際に実際どうなのだろうということで、動いている時

間、それからどの機種が出ているのかというのがわかるようになりました。そんなことから

昨年も何度か企業体のほうに出動基準についての決定をお願いしたところです。そんなこと

で間違いなく効率、それから厳格化ということについては、有効的なシステムだと思ってお

ります。以上です。 

○議   長  15番・中沢一博君。 

○中沢一博君   詳細になって大変恐縮でございます。今ＧＰＳの価格で厳格化とありま

したけれども、例えば私ども基準は多分、10 センチになったら、また 10 センチになる見込

みになったらという形があると思うのですけれども、例えばことしみたいな状況のときに、

厳格にわかるということですから、そういう部分で指導等というのは何件かあったのか、ち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  実際、２度ほどお問合せがありましたので、調べて企業体のほうにその実態

を確認し、厳重な注意をさせていただきました。以上です。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  パソコンの件ですが、小学校については天体観測とかインターネットとか、

そういう調べもの等で使うということですので、週何回というようなことにはなっておりま

せん。中学校については、授業として週１回と、それから今ほどの調べものとかそういう形

で使っております。以上です。 

○議   長  ４番・清塚武敏君。 

○清塚武敏君  ２点ほどお願いします。まず 29ページですが、環境衛生費一般、気象条件

によってこんな年もあるのかなということで、マイマイガが非常に大発生したわけでござい

ます。そういう中でも、高所作業車がなければ除去できないというところがあった中で、こ

の予算がつけられたと思っていますが、この場所については公共施設だと思われます。 

私の地元のまほろばではかなり出ていたのですが、区長をはじめ何人かで高圧ポンプ等で

除去しました。この間、中学のほうへ行きましたら、市の職員の方も見に来ていただいたの

ですけれども、まだ処理ができていないということを伺いました。 

そういう中でやはり公共施設とかの判断基準ですよね。市の方がこの程度であればそうや

って予算をつけていただいて、高所作業車をやって処理をしてくれる。そういうのをちょっ

と件数等もわかりましたら、どの程度 78万 5,000円で処理されているのか教えていただきた
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いと思います。 

 続きまして 31ページです。農業振興一般経費、南魚沼産コシヒカリ販促活動補助金の件で

すが、補正で 33万円でしょうか。これはＪＡと一体になってやられると思うのですが、市の

ほうとしてもやはり販路拡大という中で、こういうことを実際にパンフレットをつくってや

っているとか、営業の交通費に使っているとか、ちょっと具体的な踏み込んだ何かをちょっ

と教えていただければありがたいのですが、２点お願いします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  マイマイガの件ですけれども、私どものほうで公共施設の一次調査とい

いますか、マイマイガの卵の生みつけがある公共施設は報告をいただくということで、一次

調査を行っております。ただ、その段階でまだ方針が決まっておりませんでしたので、今に

つきましてはどれぐらいが産みつけられているのか、それこそ１平米あたりどんな程度のも

のか、本当にそれに高所作業車まで使って対処しなければならないのかどうかを、これから

再度詳細な調査をした上で、あと場所もありますので効率的に回れるような形でやっていき

たいと考えておりまして、まだ具体的な箇所数については決まっておりません。 

○議   長  農林課長。 

○農林課長  市のほうの具体的な販売促進をやっている内容につきましてということです

けれども、私ども今年度につきましては当初ということで振興局と同じ取り組みの中で共同

して行っている件が、もう既にご承知かと思いますけれどもいわゆる美女旅。それに伴うポ

スターの製作だとか、そういうものを活用してＰＲ誌をつくってみたり、そういうことで共

同の中で 216万円ほど事業費を計画しております。それで、市の持ち出し等を今のところ 58

万円ということで、振興局との同じ取り組みの中で動いている。 

 あと、ＪＡとの取り組みの中で、私ども今回どのような作戦にしていこうかという、県の

ほうがＰＲ事業ということでそういう取り組み事業がありました。そこで、補助金 120 万円

ほど、２分の１補助ということがありましたので、前々からＪＡのほうからもこういう取り

組みをしたいということで、それを活用しようと。先日、日経新聞の新潟版のあたりに出た

と思いますけれども、西武球場でのＰＲ活動ということで、そういう補助金を活用した取り

組みの準備を今進めております。９月 21日、日曜日だと思いますけれども、その取り組みを

しております。 

 あと、首都圏でいろいろな販促活動等を、これから秋のシーズンに向けて行うわけですけ

れども、そんな中で共同で出かけていかれるものについては資金も出したりして出ていきた

いということも考えております。あと、これも振興局で先日もあったのですけれども、効果

的な宣伝活動とはどういうものなのか、そして流通業者との情報交換をした中で、販売戦略

というのはどういうものが効果的かということも、検討会を具体的にそういう民間の方を呼

んで検討を進めております。そんな内容で今のところ取り組んでいる状況でございます。 

○議   長  22番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  31ページ、南魚沼産コシヒカリ。先ほどの４番議員と同じですが、今度ま
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た新しい方向でやっていくということです。前々からちょっと聞いているのが、市のお昼の

お弁当についてそろそろ南魚沼産コシヒカリにかわったかどうか、ちょっと聞かせていただ

ければと思っています。 

○議   長  総務部長。 

○総務部長  それこそお昼の弁当の件だったと思いますが、やはり業者さんのほうが役場

の部分だけ、それも毎日変わる部分で、これだけコシヒカリという対応がなかなかしづらい

ということで、現在でも「特」のような弁当での販売等はやっておらない状況でございます。 

○議   長  22番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  それこそ私が思うのは、例えば下水道であれば、業者さんに下水道のつな

ぎ込みはしていますかとかいろいろ聞いたりするわけです。下水道課の職員とか庁内の職員

とかにも、下水道のつなぎ込みをしていますかとか言って、そういう指導をしているわけで

す。今、一生懸命お米を売ろうとしているわけですよね。その中で市のほうでやはり指導で

きることではないですかと、私は思うのです。 

やはり業者さんの経営方針の違いというものもあったりするというはありますけれども、

では何のために中学生、小学生の子どものお昼に南魚沼産コシヒカリを補助金を農協と一緒

になって提供したりしているのか。それは大人になっても南魚沼産コシヒカリを食べてほし

いからとか、そういう理由で私はしていると思うのですけれども、実際大人はそういうこと

をしないのであれば、全然意味がないと思います。 

庁内で、例えば悪意を持ったマスコミであれば、南魚沼産コシヒカリを食べてくれ食べて

くれと言っているけれども、実際自分たちは南魚沼産コシヒカリを食べていないのですよな

んて言えば、南魚沼産コシヒカリのブランドなんて真っ逆さまに私は落ちると思うのですが、

そういう思いを考えたことがあるかどうかについてお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  気持ちとしますと、おっしゃることは十分理解できますが、これはお昼の

弁当は公費を使っているわけでも何でもないので、それを南魚沼産コシヒカリを使わないか

ら庁内出入り禁止というわけにはいきません。業者は業者で結局損益分岐点があるわけでし

ょうから、例えばさっき総務部長がちょっと触れたように、南魚沼産コシヒカリを使った弁

当は幾らですよとかそういうことができればいいのですけれども、とてもいちいち炊く手間

から何かするとだめだろうということです。 

議員のおっしゃることは気持ちとしてはわかりますが、それを我々が南魚沼産コシヒカリ

を使いなさい、そうでなければ出入り禁止ですということにはこれはいきません。申しわけ

ございませんけれども。これは同じです。議員のところのお弁当だって、それを使わなけれ

ば例えば我々が一切市で扱いませんよなんてことは言えませんから。そういうことで、それ

はちょっと別物だと思ってください。これは一人一人の意識になりますから、それは幾ら責

められても、それについて私たちがそうしますということはちょっと申し上げられないわけ

であります。 
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そういうことは含めて、さっきの販促活動ですけれども、一生懸命回ってということはや

っているつもりであります。これはちょっと議論の対象にはならないということはご理解い

ただきたいと思います。 

○議   長  22番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  議会のときは、多分 50円アップで議員さんは食べていると私は思うのです

よ。まず、１点、そのお弁当。それともう１個あるのは、要は企業の努力だとかいろいろあ

りますけれども、例えば国体のときに弁当の注文。私はお弁当を提供していなかったですけ

れども、そのときに国体を運営している県が、南魚沼産コシヒカリを使ってくださいとかそ

ういう指示を出しているのです。それじゃないとだめですとか言っているわけです。そうい

うのを置いといて――あとそれと心で思っているとか、そんなきれいごとではないですよ。

北海道へ行けば、なるべく自分たちのところで消費して、それで自分たちがうまいと考えて

人に売っていくと言っているわけですから、役所の中が一丸になれば、私は可能だと思いま

すよ。私は市長のその考えはちょっと間違えていると思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  「天地人」の放映の際に，市内の飲食店にお願いを申し上げました。これ

はお願いです。大体、旅館組合関係はある程度使っていただいたのだと思うのですけれども、

しからば、ではほかの店で全て南魚沼産コシを使っているかと言われれば、これはだって市

の職員が食べに行くところだって幾らでもあります．庁内に入ってきて弁当を届けてもらう

について、議員がおっしゃったように南魚沼産を 50円アップでつくるというのならそれは幾

らでもいいですよ、それはそれで結構です。それはそれで別に我々がいろいろ申し上げると

いうことはありませんから、そういうのがあれば私はとりますけれども、そういうことはち

ょっと私の耳には届いていません。幾ら議員がそういうふうにおっしゃっても、これを無理

やり市として押しつけてということはでき得ないことですので、それはひとつご理解いただ

かなければなりません。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  17ページの歳入ですが、ふるさと納税についてです。先般、新潟日報で報

道されていますけれども、ふるさと納税の受け入れ額といいますかが公表されたようであり

ます。非常に南魚沼市が少なかったのではないかと私は思っています。そうした中で、よそ

はやはりいろいろの特典を設けているなというのが、報道の内容ではなかったかなと思いま

すが、その辺。あの記事を、報道を見て、その後何らかの変更をされているのか、取り組み

がされているのかひとつお伺いをします。 

 それから 39ページ、体育施設の 3,970万円、これについては話があるということはわかっ

ているのですが、こういうときには単価とかあるいは利用計画――どう利用できる、どうし

ようと思う、そういうのもやはりお知らせ願いたい。そして、かなり広大な土地ですので、

これを市が持つということになりますと、いろいろな維持管理についての苦情等も来るかと

思います。そういった面でもこれを管理するというのには、どれぐらいの費用を見込んでい
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るのか、そういう観点からひとつお聞きしてみたいと思います。 

 それから、私は武道館のときにもお話をしたのですけれども、やはり市全体で考えたとき

に、この広大な土地をどう利用していくかというのをまだ聞いていませんので言えませんけ

れども、全体でどういった財政計画を立てていくかという時期にもう来ていると考えますの

で、その辺を加味してひとつお話をしていただきたいと思います。 

 次に 41ページの土地開発公社からの買い取りの物件ですが、これについては売却の予定が

あっての買い戻しであるか、計画をお聞きします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ふるさと納税の件でありますが、今ここに上がったのは６月以降９月まで

の間ということです。この間、日報に載っていたのは、そう額が多いことではありませんけ

れども、確か県全体の中であんまり少ないほうでもなかった。以前はご承知のように大和出

身の方が会社も含めて 1,000 万円超のふるさと納税をしていただいたり、それからこの前の

予算で６月ですけれども補正で、柏崎にこちらから行っていらっしゃる方から 100 万円のふ

るさと納税もございました。そういうことでふるさと納税そのものが私たちは何も特典を与

えずに――与えず何てことは失礼ですけれども――用意せずにそういう成果も上がっている

ということは事実であります。 

この間、特産品協会の皆様方、町会議員もお２人ほどおいでいただいて、ふるさと納税の

お礼の品に南魚沼市の特産品を使ってはどうかと、使ってもらいたいと。そのとき申し上げ

ておきましたが、今、ご承知のように全国的にふるさと納税に対して相当お礼の品を送る、

いわゆる過熱をしている状況であります。そうしますと、例えば十日町や魚沼市在住の皆さ

んであっても、南魚沼市のお礼の品物がよければ、自分のところに納税をしないで南魚沼市

にして、そこから南魚沼から品物をいただく。これはどこでもみんなそうなります。 

そういうことが本来本当にいいのか、ふるさと納税の趣旨と全く合わないのではないかと

いう私は疑念がございまして、そこで皆さんからおいでいただいたときに、これは即否定だ

とか肯定だとかはしませんが、ちょっとやはり考えさせていただかなければなりませんと。 

もう１つ国のほうもやはりこれを相当懸念しておりまして、本来のふるさと納税という意

義が全然薄れてきている。本来は自分の出身地、あるいは愛着を持っている地域に、そこか

ら離れている、大体はやはり首都圏の皆さんです。そこから税額の少ないそういう地域に税

金を振り向けようというのがもとの考え方です。そこが全く今逸脱しておりまして、非常に

問題が出ております。国のほうがこのことについても少しはやはり、制度の簡略化も含めて

見直すという方向がちょっと出ておりますので、そういう状況を見ながら対応していこうと

思っております。ですので、今そのお礼の品をつけるということは申し上げられるところで

はございません。 

 それから筑波大ですが、単価それらについては失礼しました、この後申し上げます。実は

交渉の過程で、結局市が買収等に応じて――応じてというか気持ちがなければ、これはもう

一般公募しますよ。公募と言えますかね。これがもし南魚沼市以外の民間の手に渡りますと
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大変なことになろうということも、我々の頭の中にありました。そしてさっき腰越議員から

お話がありましたように、第２期工事の中では、当然ですけれどもあそこを相当駐車場用地

に、それからこれはちょっと無理かと言われているのですけれども、今ある建物を何とか補

修をして屋根つきの体育館に使えないのかと。どうも使えないということを現場を見た職員

は言っているようですけれども、まだ私があきらめていませんで、またこれから調査をした

いと思いますが、そういうこともちょっと考えながら購入をさせていただこうと思っている

ところであります。 

 維持管理につきましては、周辺の地域がほとんど山林原野ということでありまして、新た

に市が所有したから、あの地域の皆さん方があれもしろ、これもしろということには至らな

いだろうと思っておりますが、最低限度の維持管理はしていかなければならないと思ってお

ります。２期工事の、大原運動公園整備の２期の関係の中で、でき得る整備はしていきたい。

財政計画は先ほど企画課長が申し上げましたように、今調整中でありますのでよろしくお願

いいたします。 

○議   長  総務部長。 

○総務部長  土地開発公社と公共用地の買い戻しですが、現時点での売り渡しの計画はご

ざいません。以上です。 

○議   長  企画政策課長。 

○企画政策課長  単価の件でございますけれども、これは平米で 625 円という単価になっ

ております。面積のほうが６万 3,569 平米ございますので、それを乗じていただきますと三

千九百七十数万円になるのですが、端数整理の関係で 3,970 万円というのが土地の評価額と

いうことで、筑波大学さんのほうではそれを基準に売買価格のほうを設定しているという状

況です。土地の価格が 3,970 万円ということでして、そこにあります建物のほうを撤去する

費用ということで 2,080 万円相当を筑波大学さんのほうも土地の価格から減じているという

形になっております。 

したがいまして、もしも今回の契約の段階で、建物を筑波大学さんが撤去して市のほうに

売却という形になりますと、用地の購入費のほうは 3,970 万円という数字になったというふ

うにご理解いただければと思います。以上です。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  単価のほうについては了解しました。利用計画についてですけれども、私

は以前申し上げましたが、２期工事についてはちょっと見合わせたほうがいいのではないか

という考え方を持っています。要するに今現在の状況というのは、投資というよりもやはり

市民の生活を守っていくという方向に財政を投下していかないと、なかなか大変になるので

はないかという意味合いを私は持っています。所見を伺っておきます。 

○議   長  岡村議員、質疑は自己の意見を述べることはできませんので注意してくだ

さい。 

○岡村雅夫君  はい。それから公社の土地ですが、もう少し説明がやはり必要ですね。計
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画があって買うのかというのに関してはありません。これは市長の考え方で一般財産として

管理をし、私は常に前から言っているような形で、一般財産として売却先を探す。あるいは

利用計画を探す予定だということぐらいの話はしなければならないし、今までもこの件に関

しては、市長は水無については買い手がつくだろうという予想をしゃべっているわけであり

ますから、当然私が言うように売却の予定はあるかと聞くわけです。そうでないですか、課

長。（「課長じゃない」と叫ぶ者あり）それがありませんということなのか、そこを聞きたい

ということです。 

○議   長  市長。 

○市   長  私も何か投資をするときに、市民の生活を守らずにそれを犠牲にして投資

をするなんてことを今までしたこともありませんし、するつもりもございません。ご承知の

ように当然使うとすれば合併特例債を使うわけですから、合併特例債そのものがハードです

ね。これを市民の生活を守るための何か料金の値下げのために使おうなんてそんなことはで

きないということは十分ご存じでしょう。ですので、そういうことではなくて、やはり、今、

市がこれから生き残っていくためにどういう施設が必要かと、この観点に立ってやっていか

なければならない。 

若い皆さん方からスケートボードのやはり競技場といいますか、練習場的な部分も欲しい

という話も今来ているところであります。これは大体やるとすればすぐ 5,000 平米ぐらい使

うわけですから、そういうことも含めて財政的に無理のない範囲の中でやるべきはやらせて

いただこうと思っております。 

 それから議会答弁は、私がちょっとしゃべり過ぎるのであれですけれども、常に簡潔に。

議員から聞かれれば、そういう計画あるか。「ありません」これで不足だということになりま

すと、またやはり相当つけ足して物を言わなければなりません。 

部課長はいろいろ政策的なことについて、いちいち述べる部分がありませんから、今そう

いう計画はありませんとこういうことだけですから、それが木で鼻かんだようだからおもし

ろくないなんて言われれば、議会の答弁は今度部課長もなかなかできなくなりますよ。それ

はひとつご理解をいただきたい。 

これは結局土地開発公社で所有している土地を早く買い戻し、あるいは処分をしたい。こ

れで市で今買い戻しをしてしまえば、後の金利は全くかからないわけです。そういう中でじ

っくりと売却先を高い部分を見つけていこうということです。あと残るのは八海山、あそこ

だけです……。天王町もありました。これはもう来年売りますけれども。そういうことです

ので、私に対してならそういう議論の吹っかけは結構ですけれども、ひとつご容赦をお願い

したいと思っております。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  後段に公社についてはそういう説明があってしかるべきだったということ

です。要するに一般財産として利息をというあたり、私が前から言っていることでありまし

た。 
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それで筑波大学の問題について、合併特例債だからということは、余りそういった固定し

た考え方はいかがなものかと思っています。やはり負担というのはついて回る。要するに以

前にも言われたように、我々は経験しているのですけれども、合併前ですよね。優良債、優

良債でどんどん建設をやっていった。そして合併せざるを得ないと、財政破綻だとか財政的

にとかいうような話がなされた経過がある。やはりそれとも関連していますので、合併特例

債は後年度負担がないなんていう考え方はしないほうがいいということで、私は申し上げて

おきたいと思います。 

それで、利用計画について、そういう話からやっと出てくるわけですけれども、では建物

はどういう――体育館の部分を残してそういった利用ができないかという計画なのか、全て

壊すのかというその辺に、やはり問題が出てくるのですけれども、その辺、どこまで撤去し、

そして更地化するのか。スケートボードの練習場とかなんて話がありますけれども、そうい

ったのが本当に計画されていくのかどうか。それについては県がどうのこうのという話まで

あるわけであります。県にお願いしたとかという話まであるわけですから……（「それは、あ

なた、ハーフパイプのことでしょう」と叫ぶ者あり）そのあたりからしてみて、どういった

利用計画があるのかというあたりをもう少し明らかにしておくべきではないかと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  筑波大の用地は、まだ買える、買えないということがわからない時点では、

なかなか２期工事の計画ということでは入れられなくて、２期工事の中で屋根つきグラウン

ドというのがありましたね。それを今の多目的グラウンドの道路のすぐ上、あの部分がちょ

っと市の所有地なので、そこあたりに確か図面上では載せていたわけです。ところが、非常

に狭くてこれはなかなか無理だろうと、そういうこともあって、今この用地が取得できます

れば、そういうことも含めて６町歩の中にある程度組み込んでいきたい。さっき言いました

スケートボードもそういうことで財政的に許せば、それはやっていかなければならないこう

いうことであります。 

今ある建物は、とりあえず取り壊し費用がこれだけかかると、これは筑波大が見積もった

部分ですからこうして予算計上してございますけれども、骨組みだけでも例えば残してある

程度使えないのか。職員は大体行ってきたらだめだろうと言うのですけれども、まだ私があ

きらめきれないで取り壊せとは言っていませんので、やはり使える部分は使って費用を抑え

ていかなければならない。 

それから、もうこれからは、ある程度額の大きい部分、道路改良も含めてですけれども、

ほとんど合併特例債を使ってハード整備をやっていきます。それはもう限度額は近づいてい

ますから、そうどんどんと言うつもりではありませんが。ですので、後年度負担が３割ある

ということは十分承知しておりますし、それにしても一番有利な起債でありますので、これ

はやはり使うべきところは使わせていただきたい。 

それは財政計画の中できちんと負担分を計算しながら、将来的にも南魚沼市の財政に悪影

響を与えないような方法をとりながらやっていきたいと思っております。まだ、２期計画の
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全容を皆さんのところへぽんと出してこうですよということは、まだ我々も固まっておりま

せんのでこれから財政計画ともども練り直して、そしてまたいずれご公表させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  12番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  32、33ページの城之入のリサイクルセンターのところにポンプのやつがつ

くと思うのですけれども、その威力というか効果というかはどれぐらいの。２３水害でかな

り水が上がったわけですし、昨年の９月 16日、あのときは 18 号の台風ですかのときでも、

かなり膝ぐらいまでの水が道のところであったわけです。効果というものがどれぐらいある

のか教えていただきたいと思います。 

ちなみに２３水害、清塚部長のときに、ポンプを全部稼働させても１ミリぐらいしか下が

らなかったというような検証が出ていますので、ぜひ、やったときの効果というものがどれ

だけあるのか教えていただきたいと思います。 

 そして 38、39ページの図書館の臨時職員賃金ですけれども、聞き落としていたら申しわけ

ないのですが、新たな方なのか、また臨時職員を置く理由というものをお聞かせいただきた

いと思います。 

○市民生活部長  ポンプを設置した場合の効果ということですけれども、平成 23年の大水

害、あれ級が来たときに全く浸水がないかと言われますと、そういうわけにはとてもいかな

い量だと考えています。ただ、これの設置は、地元との協議の中で効果が全くないわけでは

ないので、できることをとにかく市として地元と協議をしながら、できる限りのことを――

県との関係で排水できる量というのも決まっておりますので、その中で最大限の排水をして

いこうということで、地元と協議の結果やっと決めた量ということになっています。 

これを回したことによって水位が低下するわけですけれども、その実際の効果については、

５センチとかというレベルの話になるかなとは考えています。ただ、平成 23年の水害――余

り異常と言ってはならないのかもしれませんけれども、そのレベルでなくて昨年の水害等の

ときにもポンプは稼働していたわけですので、それらであれば地元の方のところに迷惑がか

かるという数値にはならないだろうと。当然のことながら、今あります不燃の処理施設につ

きましては、浸水はいたします。ただこれにつきましては、機械類については上げてありま

すので、その辺のところには支障がないものだと考えております。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  図書館の臨時職員の問題でございますけれども、今現在職員が 11人ござ

います。うち１人は支援学校卒業生で掃除等を専門にやっておりまして、10人の職員が２交

代で回しております。総務文教委員長の報告にもございましたけれども、６月１日開館以来、

職員は本当に年休もとれないような状況で２交代制で頑張っていただいております。とても

これでは無理だということで、新たに 12人目の職員を８月１日から臨時で採用をさせていた

だきました。以上でございます。 

○議   長  12番・塩谷寿雄君。 
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○塩谷寿雄君  城之入の件ですけれども、ポンプを設置してそうやっていただくのはすご

くありがたいとは思うのですけれども、もともとの水路の路線が建物全部を回っているよう

な形でして、真っすぐにいく形状とかそれを回避する――機械は平成 23年の水害で上げたの

ですけれども、あそこばかりがプールになってしまう形状です。そういうこともまたいろい

ろ検討していただいて、国、県絡みのことになるとは思うのですけれども、河川のほうもし

っかりと見ていっていただければと思います。そちらのほうはわかりました。もっといっぱ

い人が来て、もっと人がいっぱい使えるようにしてください。 

○議   長  25番・樋口和人君。 

○樋口和人君  17ページの安心こども基金事業の県補助金と、その下の保育緊急確保事業

の県補助金ですかがちょっと振りかえになったりしていて、そのほかにも県から保育の緊急

確保というのが来ています。確か当初予算のときに児童館の予算の話の中で、一昨年かに児

童館に関する補助金が半額になって、それが昨年ちょっと戻ったけれども、その辺をまだ市

からの補助金が非常に少ないですよというお話をしたときに、多分、この安心こども基金の

中から児童館のほうにお金が行くので、大体当初といいますか今までと同じぐらいの額が児

童館のほうには回るという答弁を確かいただいていたと思うのです。その辺は今の組みかえ

の中で問題なく、そういう形に組みかえて、安心こども基金ではないのになったわけですけ

れども、それでも児童館に対しては支障がないような補助金ということでいくのか。その辺

をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  ご指摘の、安心こども基金からその部分を児童館へ補助金の振りかえと

いうことですが、具体的にはこの中に児童館の補助金への給付分といいますか、それは含ん

でおりません。これはいろいろ事情がありまして、児童館につきましてはまた別途改めてと

いいますか。本当は国のほうから一般財源で交付金でという話があるのですけれども、その

辺はちょっと明確になっていない部分がありますので、それは今後研究材料にさせていただ

きたいと思っています。以上です。 

○議   長  25番・樋口和人君。 

○樋口和人君  そうすると児童館の運営というのもちょっと支障が出てくるのかなと思い

ますがその辺のことと、今後、市として、児童館は今、塩沢にしかないわけですけれども、

この辺を児童館という施設について市が今度どういう観点で政策的に持っていくか。その辺

も今後きちんとやはりしっかりした考えを持って、こういう言い方あれですけれども、今ま

での旧町単位の時代にあったやつだからという形でいくのか。あるいは市としてきちんと児

童館という施設を、今後各地区に置いた中で、子育てですとか子どものために進めていくの

か。その辺のやはり政策的なことも今後きちんと示していただければありがたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議   長  市長 

○市   長  児童館につきましては、旧六日町にも一時あったが六日町時代にやめてお
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ります。今、議員おっしゃったように、これから児童館について市がどういう方向でという

ことでありますけれども、児童館を各地区に置こうとか、これからどんどんと発展をさせて

いこうという考え方は全く持っておりません。 

今の児童館をどういうふうにやっていくか。これは去年、おととしからですか、ちょっと

いろいろ補助金の関係とか問題点もありまして調整をしているところであります。その地区

に１つだけあるこれはこれであって悪いということではありませんけれども、児童館という

部分については、でき得れば解消をしていくということが、私は望ましいと思っております。

では、それにかわる部分が何かと、これは出てくるわけですのでその辺を調整しながら、今

すぐにということではありませんけれども、子ども・子育ての支援の部分の中でどういう位

置づけができるのか、考えていかなければならないと思っております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」「まだいっぱいある」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  簡潔明瞭にお願いいたします。ではあと１人で、16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  まずは 22ページ、総務費の関連で徴税費ということで１つお伺いしたいの

は、市長の所信表明にありました東京事務所が今月末で閉鎖ということについてであります。

これは平成 15年に旧塩沢町で始まった取り組みでありまして、非常に思い切った取り組みで

あったということで話題をまいたわけであります。このことが今現在どのような状態になっ

ているかというのは、総務文教委員会の報告でも知りました。この取り組みに対する意気込

みでありますね、この部分をどのように総括をして、今後の徴税に当たるのかというところ

をお伺いしたいと思います。 

 33ページでありますが、観光交流拠点の消雪施設工事費でありますけれども、今現在、冬

になると非常に消えの悪い部分がところどころ見えるという部分を直すだけであるのか、あ

るいは今現在冬場になると使っていない部分に対して消パイを拡張していくというものであ

るのか、というところをちょっとお伺いしたい。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  東京事務所の閉鎖の件でございますけれども、所信表明のほうで述べさ

せていただいたとおりでございまして、理由のほうもそちらで市長から説明があったかと思

います。現在それこそ回ってもらってはいますけれども、なかなか留守がちであったりとい

うことから、対面での徴収あるいは、ということもできておりません。それから調査につき

ましては、こちらのほうから各市役所に直接調査をかけることもできますし、それから預金

調査を現実にこちらのほうから行って、なおかつ差し押さえ等も行っているのが現実でござ

います。 

今、１人お願いをしているわけですが、この方につきましても高齢でございますし、東京

からなかなか離れておりますので、回ってもらっているどうしても行かなければならないと

いうところについては、こちらからの出張でも新幹線を使っていけばすぐに行けます。そん

なことから、ここで費用対効果ということでもありませんけれども、この際に閉鎖をさせて
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いただくという判断をさせていただきました。以上です。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  議員ご質問の、結論から言いますと両方考えてということであります。

具体的には今、入場利用者数が大変多くなってきておりまして、冬期間駐車場が狭くなって

いる。特に北側のいわゆる大型バスといいますかの駐車スペースの部分、それから「ゆきあ

かり診療所」ができまして、診療所に入るところの動線この辺が消えにくくなっているとい

う部分、それから現存の直売所の屋根あるいはその周辺が消えづらくて非常に困っていると

いう部分がございますので、その辺を解消するための経費でございます。以上です。 

○議   長  16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  東京事務所に関してでありますけれども、あえて東京に事務所を構えても

やろうという、納めていただくものは納めていただこうというこういう精神が、９月以降、

コンビニ収納も含めてでありますけれども、そういうところに徴税に当たっている職員全員

にそういう精神が受け継がれているのか、というところが私は聞きたかったわけです。そう

いうところはどうかという部分でお聞きをしたわけです。 

それから、観光交流拠点についてでありますけれども、この部分については冬場の駐車場

拡張は絶対に必要だということを言いました。そのときに、水が今よりも多く流れるとなる

と、要は農業用水路に入るわけですので、その排水路の排水が実は水が多過ぎるためになか

なか排水路から流れない、あふれる、田んぼに入るという状況が出ています。この辺もきっ

ちりと調査をして、そういうことが起きないようにしていただいて、駐車場を広げていただ

きたいという話をしたのですけれども、この辺の調査についてはどうですか。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  職員の士気は、ということですけれども、徴税に当たっている職員の士

気は今大変高いというふうに考えております。県の機構に参加をして徴収技術等を学んでき

まして、先ほども東京事務所の件でも説明をさせていただきましたけれども、預金調査それ

から給与等の調査これらを行った上で、滞納処分を中心に実施をして、東京のほうについて

もやっておりますので、そういう意味で職員の努力はこれからもしていっていただけると考

えております。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  以前、議員のほうからもそういったご指摘がありまして、現場のほうを

確認させてもらってはおりますけれども、なかなか具体的に排水路の関係を、例えば結論に

持っていくとかなかなかそういう対策がとれないという部分もございまして、直接水量とか

そういった部分での調査、具体的な調査という形ではしておりません。今後、特に消パイ、

消雪施設ということで、冬期間の消えるということ自体はいいのですけれども、そういった

周りへの影響という部分も当然ございますので、その辺はまた検討しながらやっていきたい

と思っております。以上です。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 
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○議   長  簡潔明瞭にお願いします。17番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  31ページ、南魚沼産材で家づくり事業、600万円の補正ですが、16棟とい

う話がありました。消費税引き上げ後の補正ですから非常に喜ばしいわけですが、この背景

にはどんなことがあるのか聞かせてください。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  これにつきまして当初予算の中では、今までの実績等に応じてちょっと

減額の当初予算でございました。木材利用ポイント制度ですか、これあたりの利用延長があ

ったり、あるいは県の制度こういったものもありまして、市の制度とを使うと３つの制度を

使いながらできるということで、ことしもう既に予算を消化してしまう。相談が何軒か来て

いるのですが、これ以上それを消化できないという部分がございまして、今回補正というこ

とで対応をさせてもらったものです。以上です。 

○議   長  17番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  今、日本の杉林が適期を迎えていまして、ある意味、日本で使う以上は世

界で一番安い木材という評価もあるわけでして、こういう時期に県外も含めて打って出る、

南魚産材の良さというものをもう１回詳しく分析した中で、そういう手も打っていってほし

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  国内どこもそうだと思うのですが、常々言っておりますようにいわゆる

木を搬出したりする部分での経費そういった部分を考えますと、当市の現状から他の地域に

打って出るということになると、なかなか価格面の部分は当然考えなければならないと思っ

ています。実際にそれを出せる需要があったときに、出せる状況にあるのかという現実的な

作業道ですとか林道、そういった問題もございます。その辺を少しずつ予算かしながら整備

をして、搬出できるような条件を整えるということでやってきております。そのような方向

で、当然市の産材を使ってもらう、それが林業の発展につながるわけですから、方向性とし

てはそういう方向でいいと思うのです。ですが、なかなか今すぐ、ではほかに打って出る対

応ができるのかということになると、まだ条件がもう少し整わないとだめかなという気はし

ております。以上です。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 
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○議   長  採決いたします。第 75号議案 平成 26年度南魚沼市一般会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 75号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開は３時 35分といたします。 

〔午後３時 16分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後３時 33分〕 

○議   長  日程第７、第 76号議案 平成 26年度南魚沼市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 76号議案につきまして提案理由をご説明申し上げます。今回の補正は、

皆さんご承知のとおり５月 27日開催の議会全員協議会で協議いただきました方針に基づき、

それぞれの項目の精査による主要額の補正をお願いするものであります。 

主な内容といたしましては、歳入では税率据え置きに伴い国民健康保険税の収入額を減額、

決算に伴い確定した繰越金を増額し、歳出では当初予算で不足する療養給付費の増額、後期

高齢者支援金及び介護納付金について額が確定したことから減額、国県負担金補助金につい

て前年度の精算に伴う返還金を増額するものであります。これによりまして歳入歳出予算の

総額にそれぞれ 7,480万 3,000円を追加して歳入歳出予算の総額を 61億 3,280万 3,000円と

したいものであります。 

 詳細につきまして市民生活部長に説明させますので、ご審議の上、ご決定賜りますようお

願い申し上げます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  それでは詳細についてご説明申し上げます。予算書の事項別明細書８，

９ページをお願いいたします。歳入の１款１項国民健康保険税、一般保険者 5,741万円及び

退職被保険者国民健康保険税を 3,374万円、合計 9,116万円減額いたします。保険税率を据

え置きし６月に本算定された平成 26年度国保税に基づき医療給付費分、後期高齢者支援金分、

介護納付金分を調整するものです。 

３款１項１目特定健康診査等負担金、特定健康診査等事業費の増額に伴う国庫負担金の増

120万円です。３款２項１目財政調整交付金、特別調整交付金 2,000万円の増、額は確定し

ておりませんが昨年度と同額程度を計上いたしました。 

５款１項１目前期高齢者交付金 59万円の減、交付額確定に伴う減額です。 

６款１項２目特定健康診査等事業費の増額に伴う県の負担金の増分 120万円になります。 

 10、11ページをお願いいたします。11款１項２目前年度繰越金１億 4,326万円の増、補正

後額で１億 7,326万円、前年度決算額確定額全額になります。 

Ⅰ２款４項５目諸収入の雑入、特定健康診査実費徴収金、こちらにつきましては 600人分

90万円の増になります。 
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12、13ページをお願いいたします。歳出の２款１項１目一般保険者療養給付費 8,500万円

の増、及び３目一般被保険者療養費 470万円の増については、単価上昇分及び今後の予想外

の給付費の伸びに備えるものです。 

３款１項１目後期高齢者支援金等、次の４款１項１目前期高齢者納付金、その次６款１項

１目介護納付金については、納付金等の額が確定し通知があったことからそれぞれ減額する

ものです。 

14、15ページ、８款１項１目特定健康診査等事業費、特定健診委託料に不足が生じる見込

みであることから 600人分 360万円を追加するものです。 

11款１項３目償還金、過年度国県補助金等返還金 5,277万円の増額、前年度概算交付され

ていた療養給付費等負担金をはじめとする国県補助金等について、受け取りの過受領分につ

いて実績に基づき精算返還するものです。11款３項１目直営診療施設勘定繰出金、病院事業

で医師確保や救急患者受け入れ等に要した経費の一部について、特別調整交付金で措置され

る見込みですので、昨年度とほぼ同額を計上しました。 

１ページに戻っていただきまして、歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算総額に 7,480

万 3,000円を追加し、予算総額を 61億 3,280万 3,000円としたいものです。以上で説明を終

了いたします。 

○議   長  質疑を行います。18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ことし４月から 70歳から 74歳の人の窓口負担が１割から２割に増やされ

て引き上げられましたが、これによる受診抑制がありはしまいかというのが懸念されるとこ

ろです。そういった傾向というのはあるのか、ひとつお聞きしたいと思います。 

○議   長  市民課長。 

○市民課長  ことしから新たに 70歳になられた方ですね、去年まで 70歳以上で 74歳まで

の方については、同じく２割負担が続いているわけでありますけれども、ことし 70歳に到達

された方については、法令どおり２割負担ということで施行させていただいているところで

あります。 

特にこの件について、市民から受診しづらくなったとか、負担が重たいという意見、苦情

等は私の耳に届いておりません。特に受診抑制ということが表立って聞かれている状況では

ございませんので、報告させていただきます。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  医療費全体ではどんな感じでしょうか。景気等の関係が若干出ているかど

うか、ひとつお聞きします。 

○議   長  市民課長。 

○市民課長  景気の動向によりまして、医療費が上がっている、下がっているということ

は、今の段階では平成 26年度の会計においては特に目立って見えてはおりません。平年どお

りと、被保数が昨年よりも減少しておりますので、その分の若干の減少は見えますけれども、

単価的にはやはり上昇傾向にありますので、同じ推移を今見ているというふうに私は感じて
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おります。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 76号議案 平成 26年度南魚沼市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 76号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第８、第 77 号議案 平成 26 年度南魚沼市介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 77 号議案につきまして、提案理由を申し上げます。今回の補正は平成

25年度決算に基づき繰越金等を計上するものであり、主な内容といたしましては、歳入では

前年度繰越金１億 4,326万 7,000円を計上し、歳出では介護給付費準備基金に１億 2,989万

6,000円を積み立てるほか、平成 25年度事業の精算額に基づく国県への返還金等を計上する

ものであります。これによりまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億 4,326 万 7,000 円

を追加し、予算総額を 64億 1,351万 3,000円としたいものであります。ご審議の上ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 77 号議案 平成 26 年度南魚沼市介護保険特別会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 
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 異議なしと認めます。よって、第 77号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第９、第 78 号議案 平成 26 年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 78号議案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。これにつきま

してもこの補正は平成 25年度決算に伴いまして、歳入では繰越金 756万円の増額、歳出では

後期高齢者医療広域連合納付金について前年度保険料の精算分 746 万円を増額し、過年度所

得の修正に伴う保険料還付金に不足が生じる見込みであることから 10 万円を増額するもの

であります。これによりまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 756 万 5,000 円を追加し、

歳入歳出予算の総額を４億 8,856万 5,000円としたいものであります。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 78 号議案 平成 26 年度南魚沼市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 78号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 10、第 79号議案 平成 26年度南魚沼市城内診療所特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 79号議案につきまして、提案理由を申し上げます。今回の補正は歳入で

は平成 25年度決算に伴う繰越金を追加し、歳出では諸支出金に一般会計繰出金として歳入で

追加した繰越金と同額を計上するものであります。これによりまして、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ 3,173 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億 9,873 万 8,000

円としたいものであります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 
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○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 79 号議案 平成 26 年度南魚沼市城内診療所特別会計

補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 79号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 11、第 80号議案 平成 26年度南魚沼市下水道特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 80号議案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。今回の補正は、

今年度下水道事業費の内示によります公共下水道及び特環下水道事業費８億 3,100 万円の減

額が主な内容で、歳出の下水道事業費減額に伴い、歳入の国庫支出金４億 1,760 万円及び市

債４億 2,800 万円を減額するものであります。また、前年度繰越金の確定によりまして、歳

入の繰越金、歳出の一般会計繰出金にそれぞれ 4,912万円などを計上いたしました。 

なお、平成 26 年度下水道事業費の内示は、要求額に対しまして 54％程度の予算化であり

ますが、これは前年度の国の補正予算によります平成 26年度事業費前倒し分６億 3,000万円

がございますので、これを当年度事業費と合わせますと要求額の 89％で、ほぼ要求どおりの

事業執行が可能となっております。これを受けまして、歳入歳出予算の総額から７億 9,318

万 1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を 50億 7,881万 9,000円としたいものであります。 

詳細につきまして企業部長に説明させますので、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  それでは説明を申し上げます。事項別明細の８ページ、９ページをご覧いた

だきたいと思います。歳入の３款であります。国庫支出金１項１目の特環及び公共下水道の

社会資本整備総合交付金につきましては、国の内示によりまして４億 1,580 万円ほど減額を

するものでございます。この中で水洗化の補助分でございますが、先ほどもちょっとお話し

申し上げましたが、本年度、平成 26年度は申請が増えているということで、1,400万円ほど

追加をしたいものでございます。実績が７月末時点で 290 件、昨年の１年間が 208 件に対し

て７月末で 290 件と、40％ほど申請が増えているという内容になっております。２目の浄化

槽市町村整備事業費でございますが、これにつきましても国の内示によりまして 180 万円を

減額するものでございます。 

４款の県支出金１項１目でございますが、農業集落排水事業の補助金でございます。県単

の償還補助でございますが、新潟県からの変更内示ということで 90万円を追加するものでご

ざいます。 
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それから、５款の繰入金１項１目でございますが、歳入歳出の調整額としまして公共下水

道で 1,058万円を追加、農業集落排水事業で 819万円を減額補正をするものでございます。 

６款の繰越金１項１目でございますが、平成 25年度の決算によりまして、説明欄の記載の

ように事業別に追加計上をするものでございます。 

 めくっていただきまして 10 ページ、11 ページをご覧いただきたいと思います。８款の市

債でありますが、１項１目及び２目につきましては、平成 26年度の事業費内示によりまして

説明欄記載のとおり所要額を補正するものでございます。４目の浄化槽市町村整備推進事業

債でございますが、国の内示によりまして補助金が減った分を起債に振りかえるものでござ

います。 

 12 ページ、13 ページをご覧いただきたいと思います。歳出の１款の総務費でございます。

１項１目下水道一般管理費でございますが、消費税につきましては平成 26年度中に支払が生

ずる申告によります申告納付額及び中間納付額の不足額としまして、833 万円を追加計上す

るものでございます。一般会計繰出金につきましては、１目、２目、３目いずれも歳入で計

上されました前年度繰越金相当額を一般会計に繰り出すものとなっております。 

３款の下水道事業費であります。１項１目下水道事業費でございますが、公共下水道事業

につきましは、国の内示によりまして管渠整備費につきましては 1,200 万円、接続補助分に

ついては 300 万円それぞれ補正をお願いするものでございます。それから特環下水道事業費

でも、国の内示によりまして管渠整備費につきまして８億 7,100 万円の減額、接続補助分に

つきましては 2,500 万円を追加補正するものでございます。３目ですが、浄化槽整備費でご

ざいますが、財源の変更のみとなっております。 

14ページ、15ページをご覧いただきたいと思います。４款公債費でありますが、４款公債

費１項１目の元金でございますが、平成 25年度の資本費平準化債について償還の条件の変更

がございまして、償還期間の据置期間がないものと見ておりましたが、据置期間が３年とい

うことになりましたので、平成 26年度の償還予定額が不要になったため減額をするものでご

ざいます。２目の利子でございますが、平成 25年度債の利率が決定されたということで、事

業別に増減がございますが、総額４万円ほどを減額補正するものでございます。説明は以上

でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 
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 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 80 号議案 平成 26 年度南魚沼市下水道特別会計補正

予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 80号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 12、第 81号議案 平成 26年度南魚沼市水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 81 号議案につきまして提案理由をご説明申し上げます。今回の補正は、

資本的収入の既決額７億 7,645 万 2,000 円に企業債２億 4,900 万円を追加することで 10 億

2,545万 2,000円とし、資本的収入が資本的支出に不足する額 10億 8,225万 3,000円を８億

3,325万 3,000円に改めるものであります。 

企業債２億 4,900万円の追加は、平成 26年度からの公営企業会計制度改正により、当初予

算では資本費平準化債の借入限度額は１億 5,000 万円と見込んでおりました。起債借入限度

額の算定において特例が認められたことによりまして、資本費平準化債の借入限度額が３億

9,900 万円となりましたので、既決予算との差額２億 4,900 万円を増額補正するものであり

ます。なお、借入限度額は大幅な増額となりましたけれども、後年度負担を考慮しながら実

際の借入額は本年の中間決算、あるいは年度末決算を見込み勘案し決定したいと考えており

ます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 81 号議案 平成 26 年度南魚沼市水道事業会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 81号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 13、第 82号議案 平成 26年度南魚沼市病院事業会計補正予算（第

２号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 82号議案について提案理由の説明を申し上げます。今回の補正は、大和

病院事業の収益的収支におきまして試算減耗費を増額補正し、その他医業収益及び他会計補
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助金を追加するものであります。新病院事業の資本的収支においては、医療機器等の購入費

を増額補正し、財源としては企業債を予定するものであります。 

 まず、大和病院事業の収益的収入では、その他医業収益において医療相談収益を 380 万円

追加し、その他医業外収益においては国保直診施設特別調整交付金として国保会計補助金を

219 万円追加するものであります。収益的支出では、基幹病院駐車場整備のために病院前の

庭園が撤去され除却が必要となることから、固定資産除却費に 600 万円追加するものであり

ます。 

 次に新病院事業における資本的収入では、医療機器整備に係る企業債を２億 5,000 万円追

加するものであり、資本的支出では集中治療室の医療機器等購入費として２億 5,000 万円を

増額補正するものであります。これによりまして、大和病院事業の収益的収入及び支出の既

決予定額にそれぞれ 600 万円を追加し、事業収益総額を 39 億 3,305 万円に、費用総額を 42

億 8,893 万円に改め、また病院事業資本的収入及び支出の既決予定額にそれぞれ２億 5,000

万円を追加し、総額を 38億 6,884万円に改めさせていただきたいものであります。 

 詳細につきまして大和病院事務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  それでは詳細の説明を申し上げます。議案の１ページをご覧くださ

い。第１条は総則でございます。第２条収益的収入及び支出の補正、第３条の資本的収入及

び支出の補正につきましては、実施計画明細書で説明を申し上げます。 

 ６ページ、７ページをご覧ください。収益的収支でございます。大和病院事業に係るもの

です。収入では１款１項３目その他医業収益に人間ドック収益の増収分として３節医療相談

収益に 380 万円を追加し、３項１目他会計補助金の２節国保会計補助金に国保直診施設特別

調整交付金を 219万円追加計上し、総額で 600 万円を増額計上いたしました。支出では、市

長の説明にもありましたように基幹病院駐車場整備のため、病院前庭園の撤去が必要となり

まして、池、庭石、植栽等の除去、取り壊しをしなければならないことから、１款１項５目

資産減耗費２節固定資産除却費に 600万円を増額計上いたしました。 

 資本的収支でございます。こちらは新病院事業に係るものです。収入では２款１項１目企

業債１節企業債に医療機械整備に係るものとしまして２億 5,000 万円を増額計上いたしまし

た。支出では躯体建築に影響し発注から納品まで時間を要する集中治療室、それから中央材

料室等の医療機器を前倒しして発注することが必要になることから、２款１項２目医療機械

等購入費１節医療機械等購入費に２億 5,000万円を増額計上いたしました。 

 ２ページをご覧ください。第４条企業債の補正です。企業債の増額に伴いまして限度額を

２億 5,000万円増額し、33億 9,050万円に改めたいものでございます。 

４ページをご覧いただきたいと思います。平成 26年度、今年度からの予算から会計制度の

変更により義務づけられました南魚沼市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書の補正でご

ざいます。記載のとおりとなっております。よろしくお願いいたします。以上で説明を終わ
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ります。 

○議   長  質疑を行います。６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  ２点お伺いしますといいます、といいますか、確認をさせていただきます。

金額的とかそういう面に私は異論ないわけですけれども、参考までにお聞きしたいのです。

今、説明のありました医療機器購入費、病院の本体の建設の進捗に合わせて、そしてまたこ

れも時間がかかるのでということで、ここで２億 5,000 万円ということです。一番心配なの

は、ここで医療機器は全部で８億円ぐらいになるのですけれども、病院の建設といいますか

引き渡しが、この間の特別委員会だと９月中ごろになるという話でした。この部分だけ先に

進めるのかもしれませんけれども、病院建設とのすり合わせといいますか、スケジュール的

な、工期的な、そこら辺ができているのか。私は８億円の医療機械がこの年度内に入る、入

らないと、来年度の貸借対照表といいますか、そこに大きくちょっと影響が出てくると思う

のです。ですので、予算化したのはできるだけ買っていただかなければならないし、買う分

には私は異論ないのですけれども、そこのスケジュール的なすり合わせはできているのかと

いうのを１点お聞きしたいと思います。 

 もう１点が、その資金になりますのが、企業債といいますか病院債といいますかそれで見

ているということで、建設改良費で企業債の補正がありました。全部で 33億 9,000万円、こ

の金額もいろいろ話には聞いていることですので、異論はないわけです。けれども、一番心

配なのは、この中でこれは企業債ですから合併特例債とはちょっと関係ないのでしょうから、

建設にかかわる企業債の中で多分一般会計の持ち出しがあると思うのです。一般会計の持ち

出しがある。その中でも今度交付税で処置される部分がある。だけれども、純然たる持ち出

しがある。それがこの 33億円の中ではどのぐらいになっているのか。この辺でちょっとチェ

ックをさせていただきたいと思いますので、この２点だけお願いいたします。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  工事と機械とのスケジュールといいますか調整は、当然行っており

まして、医療対策室、設計士等も含めまして調整を図りながら進めているところでございま

す。企業債につきましては、医療対策室のほうでお答えをいたします。 

○議   長  医療対策室長。 

○医療対策室長  スケジュールのすり合わせはそのとおりでございます。特別委員会のと

きにも申し上げましたが、極力スケジュールを縮めるために医療機器の搬入も最終的な部分

は一緒にということで今考えておりますので、毎週とは言いませんが２週間に１回ずつ廣田

先生を中心とした皆さんと打ち合わせをしながら進めているという状況でございます。 

 もう１点の起債でございますが、当然 22.5％が交付税ございますし、それに見合う額が、

これはルールとしまして一般会計で出すというルールはございます。ただ、そこを純然と出

すのかどうかというのは、その時々の財政状況によりますので、当然交付税のみを出すとい

う市町村もあります。そこはまた病院の会計でどういくかということでございますが、ルー

ル的には 22.5％の掛ける２というのを、一般会計から繰り出しという格好で出して、その半
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分については交付税で来るというルール的にはございます。ただ、そのルールが、市町村と

いいますか自治体の状況によって、22.5％は当然国から来るお金でございますのでもう満額

出すということでございますし、あとはいろいろ経営の状況を見ながらということになると

思っております。以上でございます。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  パーセントで言われてちょっとわかりづらかったのですけれども、では 33

億 9,000 万円のうち半分が病院のほうの努力でする。あと半分については交付税も含めて自

治体負担、その中には交付税が、今 22.5％と言いましたか、残りの部分が純然たる持ち出し

ということで、大体今のところこの中では額にしますと１億円弱ぐらいな――その計算では

じいて出した額が実際の持ち出しということですか。 

○議   長  医療対策室長。 

○医療対策室長  33 億円の 22.5％ですと約７億 5,000 万円になります。ですので、７億

5,000 万円を逆に掛ける２になりますので、一般財源としましては７億 5,000 万円を長期債

であれば 25年をかけて繰り出しをしていくという計算になります。ということでございまし

て、22.5％掛ける２でございます。以上でございます。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ７ページの固定資産除却費 600 万円について伺いますが、基幹病院絡めて

大和病院それから旧八色園そして新八色園とこういう中で、土地利用計画というのがどうな

っているかというのがなかなか見えないのです。病院前の庭園というのは景観上と申します

か、非常に有効だと私は思っているのです。そしてロータリーになったりしていまして、大

和病院があの現状で一、二年いくと、あるいはもっと延びるかもわからないという状況の中

で考えますと、私はあの庭園、池はそれなりに意味があるのかなというふうに捉えている１

人です。 

そうした中で、あの一帯で薬草園等もなくなり、緑と申しますかそういった土地もないと

いう感じです。私は 600 万円かけて壊すよりも、それなりの残す価値というのはあるのかな

と感じているのですが、そういった検討はされた経過があるのか。 

また、どういった土地の所有形態になるのかもわからない状況で、取り壊しとか駐車場計

画とかというのだけ示されるのですが、そういう点からしてみて、もう少し市が主体性を持

った形の土地利用計画を立てられないのかお聞きしたいと思います。 

○議   長  医療対策室長。 

○医療対策室長  景観の件でございますが、いろいろ賛否両論あるのかなという感じがし

ておりますし、当然でございますがモニュメントなどもありまして、どういう経過かという

のは今調べているところでございます。 

あそこの部分でございますが、５月の特別委員会でご報告申し上げましたように、駐車場

の整備といいますか大和病院の取り壊しを含めてですが、大和病院に向かって左が１期、２

期、３期、４期と詰めさせていただいたところでございます。３期、４期につきましては、
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病院を壊す部分がかなりございました。先般の特別委員会で内定ということで出ましたが、

松島院長予定者を含めまして、３期、４期計画につきましては、先般の特別委員会で示させ

ていただいたように取り壊し部分をぐっと圧縮した形でさせていただくということでござい

ます。 

 駐車場でございますが、土地利用――全体の中で駐車場が一番大きなウエイトということ

でございますが、取り壊しが減ったことによりまして 120 台前後だったかと思うのですが、

計画の 800台強からちょっと減ってくるということで 700台弱かなということでございます。 

今、再計算といいますか、基幹病院のほうに本当に何台要るのですかということでしてお

りますし、私ども試算が出ておりますので、それに従ってまた全体の台数はきちんと決めて

まいりたいと思っております。今のところ大丈夫かなと考えておりますが、したいと思って

おります。 

それから石の関係も裏に庭がありまして、石も捨てずに確保してございます。それをどう

使っていくかというのも新病院の外構も含めましてちょっと検討してまいりたいと考えてい

ます。以上でございます。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  病院をとりあえず壊さないということでありますので極力――庭園は私は

非常にいいものだと。景観上も、こういうところがやはりくつろぎの場というか憩いの場と

いうか、あるいはほっとできる場所というのは、そういう点ではいい場所ではないかと思い

ます。 

大和病院を建設する段階でも、その正面にああいった形を残してあるわけでありました。

当時 87床ですかで始まったわけですが、今回大和病院としては 40床ですから、あと 454床

の計画はどうであったのかというのが正式に示されたのは、５月ですかの特別委員会でしか

なかったわけであります。そういう点からしてみても、市がゆきぐに大和病院をあそこにし

ばらくの間こうした形で残すということになれば、一帯のものとして私は検討していただき

たい。そうすることによって、また今、仮に基幹病院が駐車場等を計画している中でも、一

時転用という形も言われておりますけれども、そういったところでのきちんとした対応がな

されるものと私は思います。ただ壊してしまうという形は、余りにも拙速過ぎるなという感

じがしますので、本当に私はこの予算に反対をしたいぐらいのことであります。本当に一考

をひとつしていただきたいなと。結晶ですから、よろしくお願いします。 

○議   長  医療対策室長。 

○医療対策室長  残念ながらあれをそのまま残すということはちょっとできませんので、

いろいろ石に込める思いといいますか、モニュメントに込める思いは、また大和病院側とご

相談をさせていただきまして、大和病院の敷地の中がいいのか、あるいは新病院というまた

新しく船出をする病院もございますので、その辺を慎重に考えてまいりたいと考えています。

以上でございます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 82 号議案 平成 26 年度南魚沼市病院事業会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 82号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 14、第 85 号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼市養

護老人ホーム魚沼荘改築（建築）工事）を議題といたします。本案について提案理由の説明

を求めます。総務部長。 

○総務部長  それでは第 85号議案につきまして、ご説明を申し上げます。本案は本年５月

の第１回臨時会におきまして、請負契約のご同意を賜りました南魚沼市養護老人ホーム魚沼

荘改築（建築）工事につきまして、工事請負変更契約締結の同意議決を賜りたいものでござ

います。なお、本案それからこの後ご審議いただきます第 86号、第 87号議案の工事も含め

ました養護老人ホーム魚沼荘の改築事業に係る年度別の事業費及び財源内訳につきまして、

追加資料として配付させていただいているころでございます。参考にしていただきたいと存

じます。 

 それでは、議案の１ページをご覧いただきたいと存じます。１の契約の名称でございます

が、工事番号が養魚改第１号 南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘改築（建築）工事でございま

す。２の変更の契約金額でございますが、変更前の契約金額が８億 460 万円、変更後が８億

3,199万 9,600円でございまして、2,739万 9,600円を変更増としたいものでございます。変

更の増額の率にいたしますと 100分の 3.41、3.41％の増でございます。３の契約の相手方で

ございますが、桐生・井口・山崎特定共同企業体でございまして、代表者及び構成員は記載

のとおりでございます。 

めくっていただきまして、３ページから５ページまでが先月８月 18日に締結いたしました

建設工事請負変更仮契約書の写しでございます。 

６ページをお開きいただきたいと思います。工事変更概要でございます。２に変更内容、

３には変更理由が８点ずつ記載してございます。少しとりまとめてご説明をさせていただき

ます。①から③の変更の工事につきましては、新設されますＢ棟、Ｃ棟の基礎の底部部分に、

当初の施設であったかと思われるということですが、コンクリート廃材等が出現したために

その処理、撤去それから掘削等の土工事及び基礎部分の地盤処理でございますラップルコン

クリート工事の増工でございます。④は外構工事でございますが、施工の際のヤード及び既
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存施設の安全確保ということから、樹木の伐採範囲を拡大したいものでございます。⑤から

⑧につきましてですが、現在の施設と新設施設が重なる部分、正面玄関及びロータリーの位

置となりますが、既設、新設施設の機能切りかえに際しましては、入居者に最も負担が少な

い施工順序ということで、解体、新設を協議いたしました結果、玄関部分を先行工事するこ

とにしました。既設施設の一部を解体するに当たって、入所者の皆さんの安全と現在の施設

で機能している部分を確保するため、既設の中央棟でございますが、に仮設通路それからト

イレの設置・撤去及び新設部分Ｂ棟になりますが、その一部を仮使用するための仮設の通路

の設置・撤去工事を追加させていただきたいものでございます。 

７ページはただいま申し上げました地下埋設物コンクリート廃材等でございますが、掘削

工事を始めたときに出現した箇所でございます。及び外構工事伐採範囲ですが、拡大部分に

係る平面図でございます。 

裏面の８ページは変更施工に係ります既設施設中央棟でございますが、解体箇所をちょう

ど真ん中あたりにばつ印でしてございます。それから仮設通路の平面図が記載した図面でご

ざいます。 

それから９ページは新設施設のＢ棟になりますが、仮使用に係る平面図と断面図でござい

ます。あわせてご覧いただければと存じます。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議   長  質疑を行います。16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  変更理由で予期せぬコンクリートの塊が出てきたという部分ですけれども、

これは掘削をしなければわからなかった部分でいたし方ない部分であろうかと思います。 

２番目の施工ヤード確保のための当初想定よりも多く既存の樹木を伐採する必要があるた

めという部分がある。この部分ですけれども、言わせていただければ、当初この程度の伐採

で十分であろうという部分から見て、伐採云々について 611 万円という費用をかけて拡大を

しようというのは、これなどもう当初設計のときにどのような図面を描いてやったのかとい

うところを疑いたくなる部分であると思います。 

最も不思議だなというのは、「施設機能の切りかえ等を考慮し入居者に負担の少ない施工順

序という部分で、仮設の通路をつくり、それについて電気設備等もやっていこう」というこ

の部分が 3,872 万円という追加の工事ということです。けれども、もともと切り離して設計

をしてつくるということについては、丸々新築して完全にでき上がったその時点で引っ越し

をしていくというのが当初の計画であったわけです。それを一部使いたいという部分は、家

の新築であれば新築がなってきたな、一部使いたいなとそういう気持ちはわからないでもな

い。 

しかしながら、こういう施設はそういうものではないでしょう。当初予算ではそういうこ

とを想定しないで、わざわざ離してつくったということについては、こういう仮の使用をす

るということなど、頭の中になかったわけです。それをわざわざここでやるということはど
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うも解せないという部分があります。 

皆さんの希望があるということもあるでしょうけれども、既存の建物が本当にもうだめだ

と、パンクしそうであるというのでどうしても必要だという理由であるならば、いたし方な

い。しかしながら、入居者に負担の少ない施工順序と言われても、理解し難いです。どうし

てなのかきちんと説明していただきたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  １点目の樹木の伐採につきましては、これは簡単に言いますと当初の見

積もりが甘かったということに尽きると思います。できるだけ小範囲での作業が可能という

ふうに、またそれに基づいてやっていただきたいという思いがあったわけですけれども、実

際、重機を入れたりそれから資材の運搬トラックを裏側から入れたりする現場に至って考慮

した場合には、やはり建物に支障が及ぶ。重機を旋回したり運搬車が出入りする建物に支障

が及ぶという考えから、やむなく拡大したものであります。 

なお、変更の伐採範囲、特にまた樹木の密集というのがありまして、本数的には増えてし

まったということでありますので、再三申し上げますけれども当初のちょっと考えが甘かっ

たのではないかと思っております。 

 それから、仮設の関係でありますけれども、この設計は当初からつくって壊して、つくっ

て壊してということで、同じ場所につくる関係上、全部できてから一斉に移るということで

はなくて、つくったところから順次移動して、その旧施設を壊しながらそこにまた新たに建

物をつくるという設計になっております。ただ、その移り方、どこまでつくってどこまで壊

すかということにつきましては、業者が決まってから詳細を決めるということになっており

ましたので、実際に業者が決まって施工する段階で、こういう方法がベストであろうという

話になりまして、こういう方法をとったものであります。以上です。 

○議   長  16番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  変更の伐採範囲でありますけれども、図面で見る限り相当広い面積です。

木の部分は確かに少ないと。これだけの面積が必要であろうということなど、申しわけない

けれども設計士さんであれば、図面を見てどこにどれだけの材料か、どういう車の出入りが

あるか、当然考えて設計をするわけです。それが見抜けなかったとするならば、やはりこれ

は発注者としてもどうですかね、という部分が当初設計にあってよかったのではないかと思

います。 

それからつくっては壊し、つくっては壊しという部分でありますけれども、それならば最

初から仮説の通路を使ってやりますよということは、当初から設計コンペにしたときにこう

なりますよということは盛っておくべきです。それを後からやるということになると、何が

しかあるのかなという思いを持ってしまうわけです。なかなか合点がいかないという部分が

あります。そういうような工程であったというのは、いたし方ないと言って承知するだけで

は済まない部分があるわけです。 

全て当初設計にどれだけ盛り込むかということになると、設計者の技量というのはあるで



 - 70 - 

しょうけれども、発注者としてこういうやり方でやるのですということを、設計コンペの段

階ではっきりと申し上げてあるはずです。それが全体の図面ができ上がってきた中で、こう

いう工程であるということまで含めて、やはり業者を選定していくということを怠ったとい

うことではないかと思います。 

これは責任重大ですよ。金額的にすると総額 5,318 万円でありますけれども、建物で地下

から出たコンクリート部分を除けば、中ら 5,000万円近くでしょうか。総額 14億 7,642万円

ですかの建設費、これに比べれば 5,000 万円は確かに少ない。少ないけれども、本当に申し

上げれば、市の公共工事発注の仕方として、当初の設計からいろいろずれてくるということ

が目に余るものです。金額的に少ないから何とかなるのではないかという部分であるならば、

当初設計の段階できちんとしたものが出せないということであるならば、南魚沼市の公共工

事発注の仕方としてどうだろうと……（「簡潔にお願いします」と叫ぶ者あり）いうことが言

えるわけです。私は非常に合点がいかないという部分であります。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  樹木の伐採に関しては、おっしゃるとおり私どもも設計の段階、それか

ら現場を見た中で、設計者と十分に打ち合わせをして、当初設計の段階で入れるべきだと思

っておりますので、大いに反省しているところです。 

それから、仮設の関係でございますが、やはり当初、こういう工法ですので、仮設の通路

なりそういった関連の工事が必要だというふうには当然想定をしておりましたし、設計者の

ある程度のつかみということでの設計額は入っております。私どもも予算上は予定をしてお

りました。ただ、こういった複雑な工事ですので――これは言いわけになりますけれども、

詳細につきましては現地を見た中で業者と相談するということで、当初設計には入れており

ませんでした。 

当然おっしゃるようにある程度の想定される部分で当初設計に入れて、設計額の総額を盛

って予定しておくべきだという部分は、おっしゃるとおりですが、結果的には設計者の考え

と私どもの考えの十分すり合わせができなかったということによりまして、当初設計には落

としてしまったということですので、こういう形になりました。十分反省しているところで

ありますのでよろしくお願いします。 

○議   長  26番・若井達男君。 

○若井達男君  今ほどの件と全く同じですが、部長がそういった答弁されております。こ

の伐採についてには、地元への説明がなされていますか。ということは、この位置に来たと

いうときに、地元の下の地域の人たちは、あの木を伐採するのですかという話が、私のとこ

ろに来たのです。何でと。防風林の役目をしているのですよ、ということがあったものです

から、ありったけ林には、なるべく手をつけない、少しでも木を残そうと。個人的に私は相

談をいただいてあるのです。 

そして、その前の段階とすると、これは長森運動公園にもこうでもいいではないか、場所

は言わないけれども川北の３集落の区長さん、副区長さんが私のところに来て、とにかく昭
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和 30年代の始まりから始まったものを、これを外には出さないでくださいと。私たちと一緒

になってきょうまできているのです。場所はどこどこだと言えませんと、それはそのとおり

です。その後に運動公園の中でもどうでしょうということありましたよね。しかしながら、

用地的に、地形的に無理があるのではないかということで現位置の建設だと。 

その説明をいただいたとき、まず１つが、ここは長森字水押と――水を押すところです。

小字で水押と書いてあるのです。それだけ堤防が切れて水が押したのです。そしてその下流

に、今ある杉から始まって他の雑木を自然に育ったものと植林しているのですよ。それがあ

るものですからあれを切らないでくださいと始まっているのです。 

多分、そういった意図があって、今の部長の説明とあわせてなるべく木は切らないにしよ

う、ギリギリでやってみようと、私はそのように感じておったものですから、ああ、木がち

ゃんと残ったと。ときには破堤があっても防水の役割もするではないかと、私はそのように

考えておったのです。なものですから、今の答弁はそれでいいのですが、地元の皆さんに伐

採がここまで来ます、やりますというのは話をされていますか。そこをひとつ答弁をお願い

します。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  地元の集落の皆さんとは、たびたび土地の売買の関係からこの建築につい

ては説明してまいりました。この建物の今コンセプトは林を残すと、自然環境を大事にする

というものがありますので、設計段階では極力切らないでほしいということをお願いしてお

ります。これについては地元の方にも説明して、実際、業者が決まってからまた地元の皆さ

んに施工計画ということで、こういう順番で工事を始めますと丁寧に説明はさせていただい

ております。 

どちらかというと中庭の木の部分です。八海醸造さん側のほうはなるべく手をつけており

ませんし、今、部長が言いましたようにどうしても搬出に土手をちょっと仮使用させてもら

うということになりまして、その部分はやはり枝が引っかかっても安全上非常に危険である

という判断から、そこは申しわけないのですが安全性を優先させていただいたと。現場のほ

うはまた常に区長さんには見ていただいておりますので、丁寧な説明は今後も、複雑な工事

ですので、いろいろな問題については提案をしたり、見ていただいたりということを心がけ

ております。以上です。 

○議   長  26番・若井達男君。 

○若井達男君  今の所長の説明で私も納得がいきました。とにかく説明のとおりなのです。

これからも十分にそういった説明をひとつ――怠りはしないと思いますけれども、時として

忘れないように。先ほど申し上げましたが、昭和 30年の始まりから途中で火災を起こしなが

らきょうまで一体となってやってきておるのです。長い歴史の中で今日まで来ております。

そういったことでぜひとも、地元の気持ち、声を大切に、この後まだまだ続きますので、ひ

とつやっていただきたいと思います。終わります。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 
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○佐藤 剛君  １点だけお願いいたします。仮設といいますか、ここにきて仮設というの

も、安全とか負担を軽減という立場から必要であれば私はいいと思うのです。ただ、私がち

ょっと確認したい点は、ここにきて 5,000 万円ですよね。仮設は必要ですから、何の役にも

立たないなんてことは言いませんけれども、必要なわけですけれども、ただ 5,000 万円かけ

て、それは仮設ですからなくなるのですよね。そういう中でこういう配慮が必要だというこ

とはわかりました。 

わかったけれども 5,000 万円かけてこうしなければならないのか、もしくはもうちょっと

ほかの方法があったのか。そういう検討の中で、それで負担も軽減するし、金もかかるけれ

どもこのほうがよかったとなれば、私も多分議員の皆さんも賛成すると思うのです。けれど

も、設計業者がこういう方法でやりましょう、よしそうですね、必要ですねという話では、

やはり話は通らないと思いますので、どういう経過でこうなっているのかというところを、

ちょっと教えていただきたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  これは当初コンペを行いまして、いろいろな工法がありました。７社か

ら応募をいただきまして、いろいろな位置、それから工法、それから構造等もありまして、

最終的には今の位置で環境を変えないでつくるというこの案を採用したわけです。当然その

ときには、仮設の建物は必要ないのですけれども、つくっていく段階で通路等は必要だろう

という想定になりました。この方法、仮設通路等を考える場合、やはり入居者が通行する必

要があります。そういったところでは、今回の場合はトイレ等の設置も生じてきますので、

かなりきちんとした構造でなければならないというようなことで、確認申請の対象となって

おります。 

いろいろ検討した中で、ほかに建物をつくるという方法ももちろんあるのですが、それで

すとなおさら費用がかかるということで、一応検討した中ではこれが――5,300 万円という

ことで、高いというご指摘はもちろんそれはそのとおりですけれども、一番安全で確実な方

法であるということで、この方法を採用したという経緯です。以上です。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 85号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼

市養護老人ホーム魚沼荘改築（建築）工事）は、原案のとおり決定することにご異議ござい
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ませんか。 

〔「異議あり」と叫ぶ者あり〕 

 反対の声がありますので、起立による採決を行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数。よって、第 85号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 15、第 86 号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼市養

護老人ホーム魚沼荘改築（電気設備）工事）を議題といたします。本案について提案理由の

説明を求めます。総務部長。 

○総務部長  それでは第 86号議案についてご説明を申し上げます。本案も前議案同様、本

年の５月の第１回臨時会におきまして請負契約のご同意を賜りました南魚沼市養護老人ホー

ム魚沼荘改築（電気設備）工事につきまして、工事請負変更契約の締結の同意議決を賜りた

いものでございます。 

議案の１ページをご覧いただきたいと存じます。１の契約の名称でございます。工事番号

が養魚改第２号 南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘改築（電気設備）工事であります。２の契

約金額でございますが、変更前の額が１億 7,982万円、変更後が１億 8,983万 8,080円、1,001

万 8,080円を変更増としたいものでございます。増の率にいたしますと 100分の 5.57、5.57％

の増額でございます。３の契約の相手方でございますが、小島・吉田・陽光特定共同企業体

でございまして、代表者及び構成員は記載のとおりでございます。 

めくっていただきまして、３ページから５ページまでが、これも先月の８月 18日に締結い

たしました建設工事請負変更仮契約書の写しでございます。 

６ページをご覧いただきたいと存じます。本変更時の変更概要でございます。２には変更

内容、３には変更理由を記載してございます。前議案でご説明申し上げました既設施設中央

棟部分の仮設通路及び新設施設Ｂ棟の仮使用に係る電源供給、配線、機器の移設等電気設備

工事の追加施工をお願いするものでございます。 

７ページ、８ページには、両面になっておりますＡ３の図面でございますが、ただいま申

し上げました中央棟部分の仮設通路、新設施設の仮使用に係る電気設備工事の計画平面図、

仮使用のほうについては計画図ということで添付してございます。あわせてご覧いただきた

いと存じます。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご同意を賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○議   長  質疑を行います。６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  関連がありますので、確認ですけれども。こういうふうな変更契約は、前

の業者がこれが必要だということで出してくるわけです。ですから、向こうのほうは自分ら

がやりやすいようにというか必要なようにして、良心的に見れば必要なのでしょうけれども、

この金額、配線とかこういうのは適正でしょうか。金額が適正だというチェックが、例えば
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入札があればそれができるのですけれども、こういうのはやりづらいですよね。この 1,000

万円なりが、ではこれは変更で仕方がないと、仮設で取り壊しだけれども、この金額がかか

って当然だというようなチェック、そこら辺はどういう形でしたのかだけ教えていただきた

い。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  チェックにつきましては、基本的には管理を現在設計業者にお願いしてお

ります。そこのチェックをいただくということと、基本的に電気の場合でありますと、幹線

の一部使用の手前までが仮使用ということで、機器についてはもう新しいものを使っていく

という部分もあります。 

金額が非常に高いのは、電気工作物ですので基準どおりということの設計になっておりま

すので、そこにこのものをほかに使うとかということは、当然同時並行で新築もやっており

ますのでできません。ですので、金額的には先ほど言いました、単価等は外部設計で都市計

画からも見ていただいておりますので、そこで施工管理者とこちらの市の側でチェックして

いただくというのが現状です。以上です。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  はい、わかりました。では、私も自分の気持ちを整理したいので確認です

けれども、そういう意識を持って、そして設計業者にきちんとそこら辺を発注者として考え

を持って確認しながら進めたと、私は理解をしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「はい、わかりました」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  同じ内容で、この前病院の新病院の追加でちょっと発言をさせてもらった

のですけれども、今までなかった図面を出していただいたところが、その図面もやはりきち

んと見られていないと。どこまで追加になった時のチェックができるか、議会の我々ができ

るはずはありません。個々に見積書を見て判断することはできないわけです。 

それについて委員会の中では「積算しています」という発言をいただきました。しかし、

図面は違っていました。ということは、どこまで見ているか我々はちょっと信頼できないと

ころを感じたところです。今ほど所長は設計士さんと連絡をとってということですけれども、

行政のほうでチェックをしていただかなければ、我々は信頼するところが――設計士さんと

は直接話はできませんし、していません。もう少しちょっと行政側でチェックなり判断を、

介入できるところをつくっておく必要があるのではないかと、そんなふうに考えます。それ

が１点です。 

 それと、次の設備工事のところまでちょっと入って申しわけないのですけれども、変更項

目を見ると「撤去」という言葉が入っていないのです。それで、建築のほうを見ると「設置・

撤去」と両方明記してありますけれども、電気、設備は、あわやこの撤去のときにもう一度

追加がないということを確認しておきたいと思います。 

○議   長  市長。 
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○市   長  特に建築物、そしてそれにまつわります電気、設備これらについて、前に

も申し上げましたように今、市の職員で 100％きちんとそれを理解してチェックできる体制

にはなっておりません。ですので、いわゆる監理監督という部分を委託もしてやっているわ

けでありますから、そういう部分を信用しながら。しかし、少しでもそういう一連の部分が

理解できる職員をそこにつけようということで、今回はこの金沢は前に広域連合のほうで、

ごみの焼却場の部分を相当担当しておりまして、ある意味非常に詳しい部分もございました

ので、特命的に今回はここに配置をさせていただいたということであります。100％――例え

ば課外設計で都市計画のほうに回しましても、全てのことを全部職員が理解をして全てチェ

ックができるという体制になっておりませんので、その補完としていわゆる設計士そういう

方々に監理監督、監理の部分を委託しているということでありますので、これはご理解いた

だきたいと思っております。あとのほうはまた担当で説明させます。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  仮設の部分は全て撤去が含まれていると理解しております。先ほど言いま

したように、本設も利用するという部分もありますので、撤去はそんなに電気の場合だとケ

ーブルのただ敷設だけですので、埋設の簡単な――簡単と言うのは失礼ですけれども基準ど

おりやりますが――撤去についてはさほどかかるものではないと理解しております。含まれ

ていると考えております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  委員会の中で、やはり何社かいろいろな見積もりが出てきたにしてみても、

今はソフトがしっかりしているからほぼ同じものが出てくるのだよと。例えば見積積算ソフ

トが何百万円するかわかりませんけれども、でもそこに１つの事業で何千万円、何億円と変

わってくるようであれば、ぜひ職員の方でそれはチェックすべきではないのでしょうか。そ

して、おおよそ枠の中であれば、妥当だというところの線を出していただきたいものだと思

います。 

そして、確認ですけれども、では撤去工事の追加は発生しないと、よろしいですね、了解

です。 

○議   長  市長。 

○市   長  それも病院の際に申し上げましたが、単価あるいは歩掛りこういう部分に

ついては、きちんと職員でチェックができるわけであります。しかし、工法、手法、これに

ついて例えば電気ということになりますと相当の専門知識が必要ですので、これはできない、

こういうことであります。議員は電気のことは特に詳しいわけですが――建築関係について

もやはりそういう部分は相当ございますので、そういう体制で今やっている。大体大きな自

治体以外はほとんどそういうことで乗り切っているということだと思っております。それで

いいということではありませんけれども、そういう実情でございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 
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○議   長  質疑を終わることに……３番・田村眞一君。 

○田村眞一君  先輩議員の議論を聞いた中で、私もかなり気持ちの中で揺れていたわけで

すけれども、昨日からの議論、ともかく公共事業に対して、昨日は大原運動公園の５億円と

いう問題の中で増工が認められたわけでありますが、やはりそういうあり方について私はど

うも納得できないし、議会にある程度結論が出た段階で出されてしまうと、もう何を言って

みようもない。そういう無力感も含めて何ができるかということで、私は皆さんには申しわ

けなかったですけれども、異議ありということに同調したと。 

ともかく議会に対してもう少し情報開示を、５月の段階で入札し、そしてそういう構造物

が出た段階でやはりあったわけですから、６月議会の中でもっと報告していただきたかった

という点で残念というのも含めて、今後また改善を求めるということを申し上げます。これ

は私は気持ちですけれども、その点の見解をお願いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  そういう部分が――おっしゃることはわからないわけではございませんが、

我々もまず工事を発注する、そこで変更部分が出てきます。出てくるときに全部そこで出て

みればいいのですけれども、結局やっている中であれもこれもという部分の増減が出てくる

わけです。それをある程度きちんとまとめて金額にして、そして議会の皆さんから議決をい

ただくということをやっているわけであります。 

途中で何かが発生した時点で、重大なことがあれば別ですけれども、そういうことをいち

いち議会のほうにご報告するということは今までもやっておりませんし、これからもそこま

でのことは私は必要ないのだろうと思っております。ただ、重大な部分が発生したとすれば、

それは全員協議会のことだとかいろいろの中で、皆さんにご報告申し上げ、あるいはご判断

をいただくという部分は出ますけれども――判断をいただくのは今でありますから、これは

これで皆さん方のご判断ということでありますが、そこまでの情報提供といいますか、それ

がもうそれで全部固まった情報であればそれはそれでいいですけれども、途中で相当やはり

それぞれ変更やそういう部分は出てきますので、それをいちいち――いちいちというと言葉

が悪いですね、一つ一つ細かに議会のほうに報告するということについては、今は私はまだ

考えておりませんのでご理解いただきたいと思います。 

○議   長  ３番・田村眞一君。 

○田村眞一君  ８億円に対して、先輩議員が言いましたけれども約 5,000 万円の増工とい

うことでありますので、額的にはものすごいウエイトだと思うのです。ですから、その辺を

本当に今後、もう市長の今の話だとそれはできないということで片づけないで、ぜひ検討し

ていただきたいという点ではどうでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  結局 5,000 万円になるという部分がある程度はっきりするのは、ここにあ

りますように伺いが上がってきて決済しているのが、もう本当につい最近でありますから、

それがわからないのです。例えば、掘っている最中にコンクリート片が出ました。それはわ
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かります。では、それを撤去するのにどのくらいかかるのだと。あるいは仮設をしなければ

ならない部分が出ました、それも全然、金額的にわからないものですから、それを不確定な

情報として皆さんのところに随時流すということは、これはやはりある程度でき得ることで

はないということを申し上げたところであります。額が大きいから、小さいからという問題

ではなくて、額が確定さえすればそれはなるべく早くご報告申し上げたり、あるいは議決を

いただいたりすることには努めております。そういうことでご理解いただきませんと、もう

ある情報を全てどんどん出していくという――情報と言っても隠している情報ではないもの

ですから、そこはひとつご理解賜りたいと思っております。 

○議   長  本日の会議時間は、日程第 16、第 87 号議案までとしたいので、あらかじ

め延長します。17番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  今の市長の答弁を聞いていて、やっぱり思うのですね。例えば新市立病院、

いろいろな意味で機器まで含めれば 60億円からという額になるわけでして、市民の協力、理

解を得るには、こういうようなことがぽろぽろ、もしかして出てくるようであれば、やはり

これは得にくいと思っています。 

基本的な面で設計をこうして追加しなければならない、これはいたし方ないにしても、業

者さんのほうからある程度協力を得るとか、少なくても情報開示のほうはしっかりやってい

ただかないと、我々議会としての務めが果たせません。この辺だけ市長のほうからひとつ答

弁をお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  今ほど申し上げましたように、情報を隠すとか開示をしないなんてことは

全く申し上げておりません。それから、病院のことについては、もう発注当初から今皆さん

から議決をいただいた予算の中では到底でき得ませんと。与えられた予算の中で発注をさせ

ていただきますということを申し上げているわけでありまして、何も全く突然ぼんと増えた

なんて話をしているわけではありません。議会の皆さん方が、こういう場面になって、そし

て我々には全然耳に入っていなかった、今初めて聞くと。これは議案でありますから、議案

を事前に皆さん方に全部説明するというこれはやはり避けなければなりませんし、その前の

情報を我々が隠すということでは全くございません。 

ですので、ある程度確定した時点できちんと設計をして、そして金額が上がってきて決済

をして、皆さんにご報告あるいは議決をいただくわけでありますから、その間の情報を全て

全部議員の皆さん方に流せと言っても無理なことですから、それはご理解をいただかないと。

ちょっと私がここで、そのことも全部開示をします、全ていちいち情報を全部流しますとい

うことは絶対申し上げられることではありませんので、それは情報を隠すという意味ではな

くて、ご理解をいただかなければならないと思っております。 

〔「終わります」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  今、問題になっているのは、やはり正しいとかというそういう問題が前面
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に出ているようでありますけれども、私は執行者が提案してそれを執行した、それが本当に

公共事業としてきちんと役割を果たしているか。だから、今そこで市長が頑張るのであるな

らば、やはり公契約条例というような形で、要するに追及をしていく姿勢を示すべきです。

そうしなければ、公契約条例というのはどこがやっていて、どういう効果があるのかという

あたり、本当に検証してみてくださいよ。そうすることによって、こういった体質が日本全

国少しずつ改まっていくのではないかと、こういうふうに私は思いますので、ぜひその話を

聞いて執行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  たびたび申し上げておりますように、公契約条例を今いわゆる施行しなけ

ればならないとか、制定しなければならないという必要性を私は全く感じておりません。こ

れは別に売り言葉に買い言葉ではなくて、議会の皆さん方が本当にそれが必要だと、そうで

なければ困るというのだったら、議員提案で出してください。私はそこにその条例を提案す

る意思は全くございません。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  議会では追求すること、要するに調査することはできないのです（「そうい

う意味ではない」と叫ぶ者あり）市長がどういう形でこれが正しいのだという、正しいと思

って提案しているだけです。だから、99％なり 98％なりそういった落札をしている方々が執

行したものが、本当にではきちんと正しく回っているのかというのは、やはり税金を使う人

の立場になってみれば、これは明らかにしていけるのですから、いっているところがあるの

ですから。そういうことが必要ないという感覚は、やはり市長の姿勢としてはいかがなもの

かと私は思います。 

そうでないと、私たちは提案されたことはどうするのだと言い張られれば、それを認めて

いくよりどうしようもないという……（「そんなことないでしょう」と叫ぶ者あり）それは反

対すればいいではないかという話で、それは違いますよ。そんな言い方でやっているのでは

なくて、我々は…… 

〔「ちょっと待ってください」と叫ぶ者あり〕 

〔「全然、議会の執行部の立場というものをわかっていないでそういうことを言わないでもら

いたい」と叫ぶ者あり〕 

ここまで来て執行していただくのですから、それをきちんとそういった契約条例とかそう

いうものがあるのですから。そういうのも――市長がする気ないと言ったって職員がそうい

うのを勉強して、そのぐらいの気持ちがあって必要だと私は思いますが、いかがでしょうか。 

〔「市長」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  ちょっと待ってください、市長。 

18 番・岡村議員、会議規則の第 55 条に発言内容の制限というのがあります。今の問題は

この関連で出てきている問題でありますが、範囲を超えているというふうに感じております

ので、この問題については今だけではなくて前にも出ているものでありますので、また別の
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時点で、ぜひこの問題についてはお願いしたいと思います。会議規則の発言内容の制限とい

うように感じておりますので、それを踏まえて、市長。 

○市   長  私も決済の判をつくときは、大げさに言えば命がけですよ。ちゃんとつい

ているわけです。ですから、当然このことは 100％正しいと思って、それは手続的に瑕疵が

あるとかそういうことはあるかもわかりませんけれども、やっているわけです。そこで、皆

さん方がまだ公契約条例とかが必要だということであれば――私は必要ないと思っているの

ですけれども、議会の皆さん方が必要であれば、議員の皆さんは提案権、条例の制定権があ

るわけですから、どうぞそうしてくださいと私は申し上げている。 

私から提案するつもりは全くございません、こう申し上げている。それがおかしいという

話になれば、では議会は何のためにあるのですか。我々の出したものを全て議決しなければ

ならないなんてことは全くありませんよ。どうぞ反対するときは反対してください。予算だ

って反対しているのですから、あなたは。そういう議論になりかねないので、今、議長が申

し上げたように、こういうところでそういう話は別でしょうと。どうぞ議会の皆さんでご相

談していただきたいと思っております。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  そういった過激な言葉で言わないで、そういう検証方法があるという提案

をして私は賛成しようと思っているのです。（「ありがたいことです」と叫ぶ者あり）いいで

すか、そういう方向性を見いだしていかなければ、信頼を得られなくなると、こういう話を

しているのです。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 86号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼

市養護老人ホーム魚沼荘改築（電気設備）工事）は、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と叫ぶ者あり〕 

 反対の声がありますので、起立による採決を行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数。よって、第 86号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 16、第 87 号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼市養
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護老人ホーム魚沼荘改築（機械設備）工事）を議題といたします。本案について提案理由の

説明を求めます。総務部長。 

○総務部長  それでは第 87号議案につきましてご説明を申し上げます。本案につきまして

も、前２議案と同じく本年５月の第１回臨時回におきまして、請負契約のご同意を賜りまし

た南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘改築（機械設備）工事につきまして、工事請負変更契約締

結の同意議決を賜りたいものでございます。 

 議案をご覧いただきたいと存じます。契約の名称は養魚改第３号 南魚沼市養護老人ホー

ム魚沼荘改築（機械設備）工事でございます。契約の金額でございます。変更前の金額が２

億 8,782 万円、変更後が３億 358 万 9,080 円、1,576 万 9,080円の変更増としたいものでご

ざいます。率にいたしますと 100 分の 5.485、5.48％の増でございます。契約の相手方でご

ざいますが、サドヤ・創和特定共同企業体でございまして、代表者、構成員は記載のとおり

でございます。 

 めくっていただきますと、３ページから５ページまでが先月の８月 18日に締結いたしまし

た建設工事請負変更仮契約書の写しでございます。６ページをご覧いただきたいと存じます。

工事変更概要でございます。２の変更内容、３には変更理由が記載してございます。前議案

でもご説明申し上げましたが、既設施設中央棟部分の仮設通路及び新設部分のＢ棟の仮使用

に係るトイレ工事、給排水設備、冷暖房設備と機械設備工事の追加施工をお願いするもので

ございます。７ページ、８ページがただいま申し上げました追加の工事に係る機械設備工事

の計画平面図それから計画図でございます。あわせてご覧をいただきたいと存じます。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議いただきご同意を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議   長  質疑を行います。１番・永井拓三君。 

○永井拓三君  災害時のことについてお伺いします。新設のトイレで最近のトイレは電気

自動式のものが非常に多いのですけれども、いざ何か起きて電気がとまったとなった場合に、

いわゆる老人、子どもたちは災害弱者となるわけで、その人たちの生活の一部はトイレなわ

けです。トイレあとは水道ですよね、その他のものが電気を使わないと動かないという状態

では非常に弱いと思っていまして、図面を見ると何かコックのようなものがついているトイ

レですけれども、これが果たして電気なしで手動で流せるのかどうかという点と、洗面器も

手動でお湯と水が出るのかだけ、１点確認です。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  この施設は災害時にも高齢者を若干引き受けたいという予定でおります。

トイレにつきましては、既存施設はもう言われたように電気、水道がとまれば使えません。

玄関正面通路に向かって下水管直結で非常用のトイレを４か所一応設置する予定でいます。

災害時についてのトイレというのは重要な問題ですし、それについては考慮しています。 

手洗いについては、貯水槽が使えますので、それで使える限りか、というところで具体的

な細かい点は詰めておりません。以上です。 
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○議   長  １番・永井拓三君。 

○永井拓三君  非常用に対応しているというところがあったので一安心ですけれども、今

後新しい施設をつくる場合には、市全体で電気を使わなくても全ての水道、トイレが使える

ぐらいのものにしていかないと、本当に非常時に困ってしまうというのが現状だと思います。

そういう意味ではこの庁舎のトイレ、水道は蛇口ですし、非常にアナログなので災害時には

非常に強いと私は思っています。今後そういうことを検討しながら建物をつくっていただけ

ればと思います。終わります。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  私は自分の現状の立場でもチェックができると思いますので、しつこいよ

うですけれども質問をさせていただきます。ここに書かれています仮使用時というところが

私はよくわからない中で質問するので、ちょっと間違っているのかもしれませんけれども、

仮設のところに機械設備をするというところ、素人なりに考えると例えばこういうようなこ

とで一番下に仮使用時冷暖房設備工事一式とあります。460 万円とあるのですけれども、例

えば仮施設用のものであれば、いつかこれを撤去して、そしてまた新しい施設のところで使

うとなると、これはやはり仮の電気施設ですね。ですので、それが例えば新しいのでなくて

いいとか、それで取り外して返すときにまだ償却というか価値があるとかそういうところも、

細かいようですけれども、やはり公的な金を使うとなるとそこまで考えていただきたいわけ

です。そういうところも考えてこの仮の冷暖房設備の見積もりをお受けになっているのか、

配慮があるのか、そこだけお聞きしたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  当然今、仮で使用する設備というのは何もないわけですので、今設置す

るものは新しいものになります。ただ、施設ができてそれをまた再利用できる部分が当然あ

るわけですので、それは今後現場を見て、また施設の状況を見ながら、できるだけ使用でき

るようなものを検討していきたいと思っています。 

方式については若干違ってくるわけです。それで、冷房それから暖房につきましても工法

が違ってくるのですけれども、例えばエアコンですとかボイラー等は当然使える部分が出て

くるわけですので、使える部分は当然使うという方法を考えています。当然当初今の状態で

想定できるわけですので、使用できる部分はございますので、それは使えるような形で考え

ていきたいと思っています。 

○議   長  ６番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  仮設といいますか、その用途が終わった時点で状況を見ながらというよう

なことですけれども、いや、ここのもう契約する段階でどういう見通しなのかということで

す。状況を見ながら使うか使わないかではなくて、ここは仮設だからこういうのでいいとか、

もうあらかじめ新品を使うのだったら、これは仮設の期間１年なり、それが過ぎたらどうし

ようかということぐらい考えて、私はこの見積もりを受けると思うのですよ。状況を見てか

ら使えるものは使うし、使わないものはではどうするのですか。そのまま 100 万円のものを
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50万円分ぐらいしか使っていないけれども、それでありがとうございましたで終わりなので

すか。そういうのではうまくないと思うので、そこら辺の見通しというかそこら辺も配慮し

た中でのこういう工事変更なのかというところを、ちょっとお聞きしたい。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  今回の仮設のトイレの便器等はもう新設に使うものを用意して、それを移

設します。 

ボイラーにつきましては、今回お願いしているのはお風呂の温水ボイラーの仮設のみです

ので、空調用のボイラーではありません。若干やはりその用途について、今後のはエコキュ

ートも検討して、省エネということを大前提にやっておりますのでそぐわないところがある。

そういう場合は再利用について、細かくまたうちで使うところまではとても見込めない状況

でしたので、ただ、使えるボイラーも小さいのを７台ぐらい連結して使っていますので、決

して大きい１台でもうだめになるというものではありません。用途的にはあると思っており

ます。以上です。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  今の答弁を聞いていると、仮設に使った便器は使う、ボイラーも使う――

それは違うでしょう。この前の契約の説明のときはそんなことないですよ。私は新しいのが

できると思って契約をしたものと思っています。あくまでも仮設――仮設というのは新設の

仮設です。それは使用価値があろうがなかろうが、では、減額してそれを据えつけますなん

て話、ちょっとそんなことを想定して請け負いしていますか。私は違うと思いますね。そん

な条件は説明なかったでしょう。市民病院については除外がいっぱいあり過ぎてわけがわか

らなかったのですけれども、今回そういう説明はないのですから、そこまで答弁する必要は、

私はないと思うのです。そういうものではないでしょう。 

○議   長  魚沼荘所長。 

○魚沼荘所長  ここの、ささいなことで申しわけないのですけれども、トイレの便器につ

いて、これをそのまま仮設と言いましても、もう本設的に使うわけで、古いものは使えない。

それを移設するわけにいきませんので、新しいものを３基ですけれども新設しました。それ

は次のトイレのところに使えるのだろうということで、ここ１年ぐらいの仮設だけで。それ

は当初に考えていません。ここの提案があったときに、そのトイレの便器は先取りで工事に

含まれているものを利用してほしいという要望を出したわけです。以上です。 

○議   長  18番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  使ったものを外して、そして洗って、つけかえて。公共単価でそれをやっ

たら買うほどかかりますよ。そう思いませんか、この積算でやったとしたならば。それはわ

かりませんよ、積算単価もわかりませんし、そういうわずかなお金で労賃をかけて労賃が高

くなったなんて、２割も労務単価が高くなったなんて話をしている中でね。本当にそういう

ところが私は甘いのではないかと今思いました。サービスでやってくれるのならいいですよ、

そうではないのです。 
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それで、工程からしても仮設は途中でなくなる、事務室ができたときになくなるかもわか

りませんけれども、瞬間的には……（「簡潔にお願いします」と叫ぶ者あり）使えないわけで

すから、そういうことではなくきちんとつけて、そしてきちんと検査ができてそして機能が

できて、引き渡しを受けるという形をとらないと、これは１回使ったからなんて話になって

責任の所在もなくなりますよ。 

〔「議事進行」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 87号議案 工事請負変更契約の締結について（南魚沼

市養護老人ホーム魚沼荘改築（機械設備）工事）は、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と叫ぶ者あり〕 

 反対の声がありますので、起立による採決を行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数。よって、第 87号議案は、原案のとおり可決されました。 

○議   長  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 

○議   長  次の本会議は９月８日月曜日、午前９時 30分、当議事堂で開きます。大変

ご苦労さまでした。 

〔午後５時 23分〕 

 


